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第１章 総則 
第１節 計画の目的 

 

第１ 趣旨 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、本市の

地域にかかる災害について、予防計画、応急対策計画、復旧計画等の対応策について定め、

防災関係機関・市民等地域の総力を結集することにより、総合的かつ計画的な防災対策の

推進を図り、市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害を軽減

し、もって市民の誰もが安全で安心して暮らすことのできる「災害に強いまちづくり」の

推進に資することを目的とする。 

 

（１） この計画は、本市の地域にかかる防災に関し、本市の処理すべき事務又は業務を

中心として、防災関係機関が処理する事務又は業務を包含する総合的かつ基本的な

計画である。 

 

（２） この計画は、本市及び防災関係機関の防災に関する責任を明確にするとともに、

各機関の事務又は業務を有機的に結合する計画である。 

 

（３） この計画は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき埼玉県知事が実施す

る災害救助事務のうち、同法第 1330 条の規定に基づき市長に委任された場合の計画

又は同法適用前の救助に関する計画及び水防法（昭和 24 年法律第 193 号）に基づき、

本市が定める水防計画等防災に関する各種の計画を包含する総合的計画である。 

 

第２ 計画の策定 

１ 基本的視点 

この計画は、基本的に次のような視点に立って策定する。 

 

２ 基本方針 

上記視点に立って策定するこの計画は、国の法令等や防災基本計画及び埼玉県地域防災

計画を踏まえるとともに、本市の実情に即した計画とし、統一的かつ実効ある推進を期す

るため、次のとおり基本方針を設定する。 

 

 

 自然災害自体を防ぐことはできないが、被害をいかに最小限に抑えるか。 

 発生した災害にいかに迅速かつ的確に対応し、被害の拡大を防止するか。 

 社会経済活動をいかに早期に再開させ、市民生活の安定を図るか。 

市民の誰もが、安心して暮らせる災害に強いまちづくりの推進 
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（１）防災基盤の強化 

被災しても被害を最小限に抑えられるよう都市の防災空間、防災拠点等の整備、建築物

等の耐震性の確保、災害に強い交通、ライフライン施設の整備を推進するなど都市の防災

基盤の充実・強化を図る。 

 

（２）防災体制の充実 

災害による被害を最小限に抑えるため、行政や防災関係機関の危機管理体制等初動体制

をはじめとする応急対策について、現実の災害に対応できる実践的かつ弾力的な体制の整

備・充実を図る。 

 

（３）応急対策の充実・強化 

被害発生について、あらゆる可能性を直視し、これを前提とした情報の収集・伝達、ボ

ランティア支援、避難対策、医療、備蓄、緊急輸送及び要配慮者対策など応急対策の充実

を図るとともに、応急対策が長期化した場合の市民ニーズの変化や高齢者、障がい者、外

国人等の要配慮者に対する対応策の充実を図る。 

 

（４）広域防災体制の確立 

大規模災害に対しては、市単独では対応に限界があるため、近隣市町及び同時被災の確

率が少ない遠隔地との広域的な相互応援協定を進める。 

この場合、応援活動拠点の確保など応援活動が円滑にできるよう環境整備を図るものと

する。 

 

（５）市民参加による防災体制の確立 

本市における行政区や自治会、町内会、自主防災組織等の各種団体を中心とした活発な

コミュニティ活動を生かして、「自らの生命、自らのまちは自ら守る」という防災の原点

に立ったまちづくりを進めるため、市民一人ひとりの防災意識の高揚を図るとともに、行

政、関係機関及び市民等が一体となった防災体制の確立を図る。 

 

３ 他計画との関係 

（１）埼玉県地域防災計画との関係 

この計画は、本市の地域にかかる防災に関し基本的かつ総合的な性格を有するものであ

るとともに、埼玉県地域防災計画と整合を図るものとする。 

 

■国、埼玉県及び本市の防災会議並びに防災計画の関係 

 

 

 

 

 

 

  

＜久喜市＞ ＜国＞ ＜埼玉県＞ 

久喜市地域防災計画 

中央防災会議 

防災基本計画 

埼玉県防災会議 

埼玉県地域防災計画 

久喜市防災会議 
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（２）災害救助法との関係 

この計画は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）に基づき埼玉県知事が実施する救

助のうち、同法第 13 条の規定に基づき市長に委任された場合又は同法が適用されない場

合の救助に関する計画を包括するものである。 

 

４ 計画の修正 

久喜市防災会議は、地域にかかる社会情勢の変化並びに関連法令の改正及び埼玉県地域

防災計画等の修正に応じて、常に実情に沿った計画にするため、災害対策基本法第 42 条の

規定によって、毎年検討を加え必要な修正を行うとともに、必要があると認めたときは速

やかに修正するものとする。 

 

５ 計画の習熟、周知徹底 

本市及び防災関係機関は、この計画の趣旨を尊重し、常に防災に関する調査研究及び教

育訓練を実施して本計画の習熟に努めるとともに、職員、関係行政機関及び関係公共機関

その他防災に関する重要な施設管理者に周知徹底させるものとする。 

また、特に必要と認める事項については、広く市民に対し周知徹底を図り、もって防災

に寄与するよう努めるものとする。 

 

第３ 計画の効果的推進を図るための留意事項 

男女双方の視点に配慮した防災対策を進めるために、防災に関する政策・方針決定過程

及び災害の現場における女性の参画の拡大、男女共同参画をはじめとした多様なの視点を

取り入れた防災体制の確立を図る。 

また、どこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減し、安全・安心を確保

するためには、行政による「公助」はもとより、個々の自覚に根ざした「自助」、また、

身近な地域コミュニティ等による「共助」が重要である。個人や家庭、地域、企業、団体

等社会の様々な主体が連携して日常的に減災のための行動と投資を継続して行う必要があ

る。 

 

１ 「防災都市づくり」の観点からの事業推進 

行政の各部門において関係機関と連携、協力し、平常時から都市基盤整備に関する事業

等の一層の推進を図るとともに、これら事業等に関しては、その本来の事業目的に加えて、

常に「防災都市づくり」の観点からの事業推進に努めるものとする。 

 

２ 防災対策の計画的、継続的実施 

風水害や震災、大規模災害等の災害対策は、その範囲も広範にわたり、万全な体制を整

えるには一定の時間と財源が必要となり、現実には短期間での整備は難しい。しかし、本

計画を効果的に推進するために、行政の各部門においては、可能なものから随時実行する

ことを基本としながら、個々の施策の実効性や優先度等をよく見極めるとともに、効率性

の観点から総合振興計画や他の関連事業との調整等を行い、計画的かつ継続的な実施に努

めるものとする。 
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３ 行政と市民等との連携、協力体制の維持、向上 

大規模な災害に対しては、行政能力に一定の限界が生ずる場合があり、特に、発災直後

における初期消火や救助活動をはじめ長期的な応急対策については、行政だけではその対

応が不可能と考えられる。このため、災害の際に本計画を有効に機能させるため、行政の

各部門においては、平常時から防災訓練や情報交換等を通じ、市民や関係団体等との連携

強化や協力体制の維持、向上に努めるものとする。 

また、災害発生時等の非常時においても、「業務継続計画（ＢＣＰ）」に基づき、可能な

限り平常時と同等のレベルで業務の継続に努めるものとする。 

 

４ 各事業所における防災力の向上 

各事業所は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用し、次のような対策を

取るよう努める。 

 

５ 防災意識の高揚と実効ある訓練の継続 

災害に対する「備え」は、何よりも防災関係機関をはじめ市民一人ひとりの日常の心構

えの維持、継続が重要であり、行政の各部門においては、日頃から職員や自主防災組織の

実効性ある訓練を継続的に実施する。 

また、これと併せて、市民に対してもあらゆる機会や手段を通じて、「自らの生命、自ら

のまちは自ら守る」という防災の原点を周知徹底し、一人ひとりが確実に避難できるよう

に、地域の災害リスクや自分は災害に遭わないという思い込み（正常性バイアス）等の必

要な知識を教える実践的な防災教育や避難訓練、周知啓発にその防災意識の高揚に努める

ものとする。 

 

６ 災害時の行動マニュアルの整備と習熟 

本計画が有効に機能するためには、防災に携わる職員が平素からこの計画を熟知してい

ることはもとより、いざというときに個々の職員がどこで何をするのかの行動規範等が具

体的に決められている必要がある。 

このため、本計画を補完し、また、災害対策をより実効性のあるものとするため、災害

対策本部の各班においては、組織としての具体的な行動と職員一人ひとりに関する行動の

マニュアルを策定し、適宜必要な修正を加えるとともに、常に職員に対し習熟の徹底を図

るものとする。 

なお、マニュアルの策定にあたっては、市全域を対象とすることは当然であるが、各班

において、主に初動時に対応する地域をあらかじめ職員ごとに決めておくなど、地域の実

情に即したものとする。 

  

 社屋内外の安全化、事業所防災計画や災害時対応マニュアル等の整備 

 防災資機材や水、食料等の非常用品の備蓄、従業員や顧客の安全確保対策、安

否確認体制の整備 

 重要業務継続のための事業継続計画（ＢＣＰ）の策定 

 組織力を活用した地域活動への参加、自主防災組織との協力、帰宅困難者対策

の確立など地域社会の安全性の向上 

 商工会など横断的組織を通じた災害時の地域貢献の促進 
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第２節 久喜市の概況 

 

第１ 地域の概況 

本市は、埼玉県の東北部にあり、都心まで 50 ㎞圏に位置している。東は幸手市及び茨城

県五霞町、南は蓮田市、白岡市、宮代町及び杉戸町、西は鴻巣市及び桶川市、北は加須市

及び茨城県古河市と接している。面積は 82.41㎢、市域は東西約 15.6km、南北約 13.2kmで

ある。 

本市は、利根川の沖積平野にあり、市域全体がほぼ平坦な地形となっている。  

また、気候は、夏は高温多湿、冬は低温乾燥で、内陸性の太平洋側気候に属している。 

平均気温は約 15.614.8℃、年間降水量は約 1424.51,207.0mm（平成 29 令和２年久喜アメ

ダスデータ）で、生活にはおおむね好適であるが、台風、雷雨など様々な気象災害が毎年

起こっている。６月から７月初めにかけての梅雨と、９月から 10 月初めにかけての秋雨の

時期には特に雨が多い。 

人口は 152,120153,714 人、世帯数は 67,48865,505 世帯（ともに令和３平成 30 年４月１

日現在）、人口構成は、年少人口・生産年齢人口・高齢者人口のすべてが、埼玉県全体と

ほぼ同様である。 
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第２ 活断層 

本市の直下、あるいは近傍に活断層の存在は報告されていない。 

埼玉県には、群馬県西部から埼玉県北東部にかけて関東平野北西縁断層帯と、埼玉県南

部から東京都南部まで延びている立川断層帯がある。また、埼玉県内に被害を及ぼす可能

性のある海溝型地震には、南関東で発生するＭ７程度の地震及び相模トラフ沿いで発生す

るプレート間地震がある。 

なお、埼玉県東部に存在するとされていた元荒川断層帯は調査の結果、北部のみが活断

層であり、関東平野北西縁断層帯と一連の活断層帯であると考えられている。 

活断層位置については「第４編-第１章-第１節 ■埼玉県とその周辺の主な被害地震」参

照のこと。 

 

第３ 河川 

市内を流れる河川には、国管理の一級河川（利根川）、埼玉県管理の一級河川（中川、

元荒川、青毛堀川、備前堀川、姫宮落川、庄兵衛堀川、大落古利根川、星川、野通川、権

現堂川、備前前堀川）や久喜市管理の準用河川（中落堀川、蓮ヶ原川、江面落川、鷲宮江

川、大中落川）、用水路として見沼代用水路、黒沼笠原沼用水路、葛西用水路、北側用水

路等がある。 
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第３節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１ 久喜市防災会議 

１ 任  務 

 

２ 組  織 

 

■久喜市防災会議委員 【令和３平成30年10月１日現在】 

委員の別 区 分 機関名 職 名 

１号委員 指定地方行政機関 
農林水産省関東農政局埼玉県拠点地方参事官室 

地方参事官 

（埼玉県担当） 

国土交通省関東地方整備局利根川上流河川事務所 所長 

国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 所長 

厚生労働省埼玉労働局春日部労働基準監督署 署長 

２号委員 埼玉県の機関 埼玉県利根地域振興センター 所長 

埼玉県幸手保健所 所長 

埼玉県春日部農林振興センター 所長 

埼玉県杉戸県土整備事務所 所長 

３号委員 警察の機関 埼玉県久喜警察署 署長 

埼玉県幸手警察署 署長 

４号委員 市の機関 久喜市 副市長 
総務部長 
財政部長 
市民部長 
環境経済部長 
福祉部長 
健康・子ども未来部長 
建設部長 
菖蒲総合支所長 
栗橋総合支所長 
鷲宮総合支所長 
会計管理者 

 防災計画を作成及び修正し、その実施を推進すること。 

 市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集するこ

と。 

 その他法律又は政令に基づく権限に属する事務。 

 久喜市防災会議（以下「防災会議」という。）は、市長を会長とし、防災関係機

関の長又は職員のうちから市長が任命又は指名した者、また、自主防災組織の

代表者及び学識経験者をもって組織する。 

 防災会議の庶務は、「市民部消防防災課」が所掌する。 

 なお、男女共同参画の視点から防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよ

う取り組む。 
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委員の別 区 分 機関名 職 名 

上下水道部長 
教育部長 
議会事務局長 

５号委員 教育機関 久喜市教育委員会 教育長 

６号委員 消防機関 埼玉東部消防組合 消防長 

久喜市消防団 団長 

７号委員 指定公共機関及び 

指定地方公共機関 

日本郵便（株）久喜郵便局 郵便局長 

東日本電信電話（株）埼玉事業部 事業部長 

東日本高速道路（株）関東支社加須管理事務所 所長 

東京電力パワーグリッド（株）春日部支社 支社長 

東日本旅客鉄道（株）久喜駅 駅長 

東武鉄道（株）東武久喜駅 駅長 

東彩ガス新日本瓦斯（株） 代表取締役社長 

鷲宮ガス（株） 代表取締役社長 

一般社団法人埼玉県トラック協会久喜支部 支部長 

社会福祉法人久喜市社会福祉協議会 地域福祉課長 

一般社団法人久喜市医師会 会長 

８号委員 自主防災組織及び 

学識経験者 

自主防災組織を構成する者及び学識経験のある者 

【資料編参照】 資料－１「久喜市防災会議条例」 

 

第２ 久喜市災害対策本部 

本市の地域に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、防災の推進を図る

ため市長が必要と認めるときは、久喜市災害対策本部条例の定めるところにより久喜市災

害対策本部（以下「災害対策本部」という。）を設置し、各関係機関の防災組織をもって

応急対策を実施するものとし、本部を設置したときは、直ちに関係機関に通知する。 

また、市内において災害の発生が解消されたと認められたとき、又は応急対策がおおむ

ね完了したと認められたときは、本部を閉鎖する。 

【資料編参照】 資料－２「久喜市災害対策本部条例」 

 

第３ 業務の大綱 

市長は、本市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、市の執

行機関及び他の地方公共団体並びにその他の関係機関の協力を得て、おおむね次に掲げる

事務を処理する。なお、災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとす

る。 

  

 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏ま

え、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の

最小化及びその迅速な回復を図ること。 
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１ 久喜市 

市は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、市の地域並びに市民の生命、

身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、市

の地域にかかる防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有す

る（災害対策基本法第５条第１項）。 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

久喜市 １  災害予防 

（1）防災に関する組織の整備に関すること。 

（2）防災に関する訓練の実施に関すること。 

（3）防災に関する物資及び資機材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

（4）防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関すること。 

（5）前各号のほか、災害時災害が発生した場合における災害応急対策の実施

に支障 

となる状態等の改善に関すること。 

２  災害応急対策 

（1）警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関すること。 

（2）消防、水防その他の応急措置に関すること。 

（3）被災者の救護及びその他の保護に関すること。 

（4）災害を受けた児童及び生徒の応急教育に関すること。 

（5）施設及び設備の応急復旧に関すること。 

（6）清掃、防疫その他保健衛生処置に関すること。 

（7）緊急輸送の確保に関すること。 

（8）前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置に関すること。 

３  災害復旧 

被災した施設の原形復旧に併せて、再度災害の発生を防止するため、施設

の新設又は改良に関すること。 

  

 国、県、市及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保

するとともに、これと併せて、市民一人ひとりが自ら行う防災活動及び自主防

災組織その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進するこ

と。 

 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学

的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。 

 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、で

きる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な

資源を適切に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護する

こと。 

 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年

齢、性別、障がいの有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適

切に被災者を援護すること。 

 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害

からの復興を図ること。 
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２ 消防機関 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

埼玉東部消防組

合消防局・ 

久喜消防署・ 

久喜市消防団 

１  消防施設、消防本部体制の整備に関すること。 

２  救助及び救援施設、体制の整備に関すること。 

３  危険物等施設の実態把握と防護の指導監督に関すること。 

４  消防知識の啓発、普及に関すること。 

５  火災発生時の消火活動に関すること。 

６  水防活動に関すること。 

７  被災者の援助、救援に関すること。 

８  被害に関する情報の収集・伝達及び被害調査に関すること。 

 

３ 埼玉県及び埼玉県機関 

埼玉県は、基本理念にのっとり、埼玉県の地域並びに埼玉県民の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、埼玉県の地域にか

かる防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、その区域内

の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、

その総合調整を行う責務を有する（災害対策基本法第４条第１項）。 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

埼玉県 １  災害予防 

（1）防災に関する組織の整備に関すること。 

（2）防災に関する訓練の実施に関すること。 

（3）防災に関する物資及び資機材の備蓄、整備及び点検に関すること。 

（4）防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関すること。 

（5）前各号のほか、災害時災害が発生した場合における災害応急対策の実施

に支障となるべき状態等の改善に関すること。 

２  災害応急対策 

（1）警報の発令及び伝達に関すること。 

（2）消防及び水防その他の応急措置に関すること。 

（3）被災者の救難、救助その他の保護に関すること。 

（4）災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関すること。 

（5）施設及び設備の応急復旧に関すること。 

（6）災害時における清掃、防疫その他保健衛生措置に関すること。 

（7）災害時における犯罪の予防、交通の規制その他被災地における社会秩序

の維持に関すること。 

（8）災害時における緊急輸送の確保に関すること。 

（9）応急仮設住宅の設置に関すること。 

（10）前各号のほか、災害の防御又は拡大防止のための措置に関すること。 

久喜警察署・ 

幸手警察署 
１  情報の収集・伝達及び広報に関すること。 

２  警告及び避難誘導に関すること。 

３  人命の救助及び負傷者の救護に関すること。 

４  交通の秩序の維持に関すること。 

５  犯罪の予防検挙に関すること。 

６  行方不明者の捜索と検視（見分）に関すること。 

７  漂流物の処理に関すること。 

８  その他治安維持に関すること。 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

埼玉県 

幸手保健所 
１  保健衛生の被害状況の収集に関すること。 

２  医療品、衛生材料及び各種資材の調達並びにあっ旋に関すること。 

３  各種消毒に関すること。 

４  細菌及び飲料水の水質検査に関すること。 

５  災害救助食品の衛生に関すること。 

６  病院、診療所及び助産所に関すること。 

７  被災者の医療助産その他の保健衛生に関すること。 

８  その他の防疫及び保健衛生に関すること。 

埼玉県利根地域 

振興センター 
１  災害予防に関する域内自治体に対する指導、教育及び連絡調整に関すること。 

２  災害応急対策組織の整備に関すること。 

３  災害時における市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

４  災害現地調査に関すること。 

５  災害対策現地報告に関すること。 

６  災害応急対策に必要な応援措置に関すること。 

埼玉県 

春日部農林振興

センター 

１  農畜水産被害状況の調査に関すること。 

２  埼玉県農業災害対策特別措置条例に係る助成及び融資に関すること。 

３  農作物病害虫防除対策及び指導に関すること。 

４  農業共済に関すること。 

５  農地及び農業用施設の被害状況の調査に関すること。 

６  農地及び農業用施設に係る災害復旧事業に関すること。 

埼玉県中央 

家畜保健衛生所 

１  災害時の家畜伝染病を予防すること。 

２  災害により影響を受けた畜産経営の環境を保全すること。 

埼玉県杉戸 

県土整備事務所 

１  降水量及び水位等の観測通報に関すること。 

２  洪水予報及び水防警報の受理及び通報に関すること。 

３  水防管理団体との連絡指導に関すること。 

４  埼玉県が管理する河川、道路、橋梁等の災害状況の調査及び応急修理に関す

ること。 

５  埼玉県が管理する管理道路、河川の維持管理及び災害復旧に関すること。 

埼玉県 

東部教育事務所 

１  教育関係の被害状況の調査に関すること。 

２  公立学校及び施設の災害応急対策及び指導に関すること。 

３  災害給付及び貸付に関すること。 

４  応急教育実施の予定場所の指導に関すること。 

５  教育実施者の確保に関すること。 

６  応急教育の方法及び指導に関すること。 

７  教科書及び機材等の配給に関すること。 

８  国及び埼玉県の指定文化財の保護に関すること。 

９  災害地学校の保健指導に関すること。 

10  災害地学校の給食指導に関すること。 

 

４ 指定地方行政機関 

国は、基本理念にのっとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する

使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてを挙げて防災に関し万全の措置を講

ずる責務を有する（災害対策基本法第３条第１項）。 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

農林水産省 

関東農政局 

１  災害予防対策 

ダム・ため池、頭首工、地すべり防止施設等、防災上重要な施設の点

検・整備事業の実施又は指導に関することの点検・整備事業に関するこ

と。 

２  応急対策 

（1）管内の農業・農地・農業用施設の被害状況の情報収集及び報告連絡に関

すること。 

（2）飲食料品、油脂、農畜産物、飼料及び種子等の安定供給に関すること。 

（3）農作物・蚕・家畜等に係る管理指導及び病害虫の防除に関すること。 

（4）営農技術指導、家畜の移動に関すること。 

（5）災害応急用ポンプ等の貸出しに関すること。 

（6）応急用食料・物資の支援に関すること。 

（7）農業水利施設等の被災に起因する二次災害防止対策に関すること。 

（8）食品の需給・価格動向や表示等に関すること。 

（9）関係職員の派遣に関すること。 

３  復旧対策 

（1）農地・農業用施設等の復旧事業にかかる災害査定と査定前工事の承認に

関すること。 

（2）災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。 

東京管区気象台・ 

熊谷地方気象台 

１  気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表に関す

ること。 

２  気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）

及び水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説に関す

ること。 

３  気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に関すること。 

４  地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言に関するこ

と。 

５  防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に関すること。１  気

象、地象、水象の観測並びにその成果の収集・発表を行うこと。 

２  気象業務に必要な観測体制の充実を図るとともに、予報、通信等の施設 

及び設備の整備に関すること。 

３  気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る）、

水象の予報及び特別警報・警報・注意報並びに台風、大雨、竜巻等突風

に関する情報等の伝達・周知に関すること。 

４  緊急地震速報（警報）の利用の心得などの周知・広報に関すること。 

５  市町村が行う避難勧告等の判断・伝達マニュアルやハザードマップ等の

作成に関する技術的な支援・協力を行うこと。 

６  災害の発生が予想されるときや災害発生時において、都道府県や市町村

に対して気象状況の推移やその予想の解説等を適宜行うこと。 

７  都道府県や市町村、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理

解促進、防災知識の普及啓発活動に努めること。 

厚生労働省埼玉

労働局春日部 

労働基準監督署 

１  工場、事業所における労働災害の防止に関すること。 

国土交通省 

関東地方整備局 

大宮国道事務所・ 

利根川上流河川事

務所・ 

荒川上流河川事務

所 

管轄する河川、道路、港湾・空港、官庁施設についての計画、工事及び管理

を行うほか、次の事項を行うよう努める。 

１  災害予防 

（1）震災対策の推進に関すること。 

（2）危機管理体制の整備に関すること。 

（3）災害・防災に関する研究、観測等の推進に関すること。 

（4）防災教育等の実施に関すること。 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

（5）防災訓練に関すること。 

（6）再発防止対策の実施に関すること。 

２  災害応急対策 

（1）災害発生直後の情報の収集・連絡及び通信の確保に関すること。 

（2）活動体制の確保に関すること。 

（3）災害発生直後の施設の緊急点検に関すること。 

（4）災害対策用資機材、復旧資機材等の確保に関すること。 

（5）災害時における応急工事等の実施に関すること。 

（6）災害発生時における交通等の確保に関すること。 

（7）緊急輸送に関すること。 

（8）二次災害の防止対策に関すること。 

（9）ライフライン施設の応急復旧に関すること。 

（10）地方公共団体等への支援に関すること。 

（11）「災害時の情報交換に関する協定」に基づく、「連絡情報員（リエゾ

ン）」の派遣に関すること。 

（12）支援要請等による「緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ
テ ッ ク

－ＦＯＲＣＥ
フ ォ ー ス

）」の派遣

に関すること。 

（13）被災者・被災事業者に対する措置に関すること。 

３  災害復旧・復興 

（1）災害復旧の実施に関すること。 

（2）都市の復興に関すること。 

（3）被災事業者等への支援措置に関すること。 

 

５ 自衛隊 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

陸上自衛隊 

第１師団 

大宮駐屯地 

第 32 普通科連隊 

１  災害派遣の準備 

（1）災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集に関すること。 

（2）自衛隊災害派遣計画の作成に関すること。 

（3）埼玉県地域防災計画に一致した防災訓練の実施に関すること。 

２  災害派遣の実施 

（1）人命又は財産の保護のため緊急に部隊等を派遣して行う必要のある応急

救援又は応急復旧の実施に関すること。 

（2）災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する

こと。 

 

６ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのっとり、その業務に係る防災に関

する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定による国、

都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務につい

て、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する（災害対策基本法第６条第１

項）。 
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機関の名称 事務又は業務の大綱 

日本赤十字社 

埼玉県支部 

１ 災害応急救護のうち、医療、助産及び遺体の処理（遺体の一時保存を除

く）を行うこと。 

２ 救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力の連絡調整を行うこ

と。 

３ 主として赤十字奉仕団の組織を通じ、各種赤十字奉仕団の特性と能力に応じ

て、炊き出し、物資配給、避難所作業、血液及び緊急物資の輸送、安否調

査、通信連絡並びに義援金品の募集・配分に関すること。 

日本郵便（株） 

久喜郵便局・ 

栗橋郵便局 

１ 郵便、為替貯金、簡易保険各事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全

に関すること。 

２ 救助用物資を内容とする小包郵便の料金免除及び災害時における郵便葉書等

の無償交付に関すること。 

３ 為替貯金及び簡易保険の非常扱い、被災者の救援を目的とする寄付金を郵便

為替により送金する場合における通常払込み及び通常振替の料金免除の取扱

い並びに地方公共団体に対する簡易保険の財政調整資金等の運用管理に関

すること。 

東日本電信電話

（株）埼玉事業部 
１ 通信設備の整備に関すること。 

２ 災害時における非常通信の確保及び警報の伝達に関すること。 

３ 被災通信設備の応急対策及び災害復旧に関すること。 

東日本高速道路

（株）関東支社 

加須管理事務所 

〔高速自動車国道にかかる〕 

１ 東日本高速道路の保全に関すること。 

２ 東日本高速道路の災害復旧に関すること。 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

東日本旅客鉄道

（株） 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者の輸送の協力に関する

こと。 

東武鉄道（株） １ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救援物資及び避難者の輸送の協力に関する

こと。 

埼玉県トラック

協会久喜支部 

１ 災害時における貨物自動車（トラック）による救援物資等の輸送の協力に

関すること。 

東京電力パワー

グリッド（株） 

春日部支社 

１ 災害時における電力供給に関すること。 

２ 被災施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

ガス供給事業者 １ ガス供給施設（製造施設も含む）の建設及び安全保安に関すること。 

２ ガスの供給の確保に関すること。 

３ 被災施設の応急対策及び災害復旧に関すること。 

（社）埼玉県 

ＬＰガス協会 

１ ＬＰガス供給施設の安全保安に関すること。 

２ ＬＰガスの供給の確保に関すること。 

３ カセットボンベを含むＬＰガス等の流通在庫による発災時の調達に関する

こと。 

４ 自主防災組織等がＬＰガスを利用して行う炊出訓練の協力に関すること。 

利根川栗橋流域 

水防事務組合 

１ 利根川における水防施設資材の整備に関すること。 

２ 利根川における水防計画の樹立と水防訓練に関すること。 

３ 利根川における水防活動に関すること。 

久喜宮代衛生組合 １ 災害時に発生する一般廃棄物（ごみ）の処理に関すること。 

２ 災害時に発生する災害廃棄物（がれき）の処理に関すること。 

３ 災害時に発生する一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の処理に関すること。 

北本地区衛生組合 １ 災害時に発生する一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の処理に関すること。 
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７ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定によ

る防災に関する責務を有する者は、基本理念にのっとり、法令又は地域防災計画の定める

ところにより、誠実にその責務を果たさなければならない（災害対策基本法第７条第１項）。 

 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

久喜市 

社会福祉協議会 

１ 災害時におけるボランティア活動の支援に関すること。 

２ 災害時におけるボランティアセンターの設置及び運営に関すること。 

３ 要配慮者の支援に関すること。 

農業協同組合・ 

農業関係団体 

１ 市が行う被害状況の調査及び応急対策の協力に関すること。 
２ 農作物の災害応急対策の指導に関すること。 
３ 被災農家に対する融資、あっ旋に関すること。 
４ 農業生産資材及び農業生活資材の確保、あっ旋に関すること。 
５ 農産物の需給調整に関すること。 

商工会・ 

商工業関係団体 

１ 市が行う商工業関係被害調査、融資希望者の取りまとめ、あっ旋の協力に

関すること。 

２ 災害時における物価安定についての協力に関すること。 

３ 救助物資、復旧資材の確保についての協力、あっ旋に関すること。 

生活協同組合 １ 応急生活物資の調達及び安定供給に関すること。 

２ 災害時における組合員が参加するボランティア活動の支援に関すること。 

医師会・ 

歯科医師会 

１ 医療及び助産活動の協力に関すること。 

２ 防疫その他保健衛生活動の協力に関すること。 

３ 災害時における医療救護活動の実施に関すること。 

社会福祉施設 

経営者 

１ 避難施設の整備と避難等の訓練に関すること。 

２ 災害時における利用者の保護に関すること。 

３ 福祉避難所（要配慮者用避難所）の開設に関すること。 

金融機関 １ 被災事業等に対する資金の融資に関すること。 

久喜市 

建設産業懇和会 

１ 市が行う災害応急対策や復旧対策の協力に関すること。 
２ 救助物資、復旧資材の確保についての協力、あっ旋に関すること。 
３ 災害時における応急仮設住宅建設についての協力に関すること。 
４ 災害時における住宅応急修理についての協力に関すること。 

久喜市 

管工事業協同組合 

１ 災害時における飲料水の供給活動の協力に関すること。 

２ 災害時における水道被災施設の応急対策及び復旧活動の協力に関すること。 

久喜市土木施設 

維持管理協力会 

１ 市が行う災害応急対策や復旧対策の協力に関すること。 
２ 災害時における下水道被災施設の応急対策及び復旧活動の協力に関すること。 
３ 家屋等浸水物の洗浄・除去・消毒・清掃作業及び産業廃棄物運搬・処分の

協力に関すること。 

学校法人 １ 避難施設の整備と避難等の訓練に関すること。 

２ 被災時における教育対策に関すること。 

３ 被災施設の災害復旧に関すること。 

区長会 １ 市が実施する応急対策についての協力に関すること。 

２ 要配慮者の支援に関すること。 

３ 災害後の情報収集・伝達についての協力に関すること。 

自主防災組織 １ 防災に関する知識の普及に関すること。 
２ 災害予防に関すること。 
３ 災害発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出救護及び避難誘導

等応急対策に関すること。 
４ 防災訓練の実施に関すること。 
５ 防災資機材の備蓄に関すること。 
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６ 要配慮者の支援に関すること。 

民生委員・ 

児童委員協議会 
１ 要配慮者の支援に関すること。 

【資料編参照】 資料－３「関係機関連絡先一覧」 
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第２章 災害予防計画 
 

第１節 防災組織整備計画 

 

第１ 防災関係機関【市民部、関係各部】 

災害対策の総合的かつ円滑な実施を図るため、地方防災会議等の災害対策上重要な組織

を整備して、防災関係機関相互の連携を強化するとともに、自主防災組織の整備を促進し

て、防災組織の万全を期するものとする。  

 

１ 久喜市防災会議 

本市域にかかる地域防災計画の作成及びその実施の推進のため、久喜市防災会議を置く

（災害対策基本法第 16条）。 

 

２ 災害対策本部 

本市域において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の

推進を図るため必要があると認めるときは、市長は、市地域防災計画の定めるところによ

り、災害対策本部を設置することができる（災害対策基本法第 23条の２）。 

災害対策本部の組織と運営については、関係機関及び職員に周知するとともに、常に、

検討、見直し及び検証を図る。  

 

第２ 自主防災組織【市民部】 

災害時には、電話の不通、道路、橋梁等の損壊によって防災関係機関の活動が遅れたり、

活動が阻害されることが予想される。このような事態において、被害の防止又は軽減を図

るためには、市民が「自らの安全は自らが守る」という自覚をもち、市民自ら出火防止、

初期消火、被災者・要配慮者の救出救護及び避難等を行うことが必要である。 

これらの防災活動は、組織的に行動してこそ、その効果が期待できるものであるため、

地域あるいは事業所ごとに自主防災組織を設け、日頃から災害の発生を予想し、訓練を積

み重ねることが必要である。 

このため、市民への防災知識の普及、防災訓練、研修など啓発事業を継続して実施し、

地域の防災リーダーを養成し、活動経費の助成等により自主防災組織の育成・強化を図る

ものとする。 

 

１ 自主防災組織の編成 

自主防災組織は、既存の地域コミュニティである行政区又は複数の行政区から構成され

ている町内会、自治会等を活用し編成する。その際、青年層・女性層の参加促進を図ると

ともに、ＮＰＯ、民間事業者等多様な主体を協力団体として指定することで、自主防災活

動の担い手を確保し、その育成・強化を図るものとする。 

また、男女共同参画の視点を踏まえた知識・訓練を指導できる人材の育成に努める。 
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またさらに、地域内の事業所の防災組織と協議のうえ、連携を図っていくこととする。 

 

２ 自主防災組織の活動 

自主防災組織は、地域の実情に応じた防災計画に基づき、平常時及び災害発生時におい

て効果的な防災活動を行うよう努めるものとする。 

 

（１）平常時の活動 

 

（２）災害発生時の活動 

 

３ 地域の自主防災組織の育成・連携 

（１）広報・助言 

市は、市民に対し、自主防災に関する認識を深める広報等を積極的に行うとともに、市

民が自主防災組織を作るために必要な資料等を提供する。 

また、活動についての助言あるいは援助等を行うことにより、自主防災組織の育成に努

める。 

 

（２）自主防災組織づくりの推進 

東日本大震災の教訓を踏まえ、今まで以上に地域コミュニティ内で災害対策の話しあい

を進めるとともに、地域が実施する防災訓練等を通じて信頼関係を築き、災害発生時には、

初期の段階から地域と連絡を取りあい協力体制が構築できるように、市と地域との連携強

化に努める。 

 

（３）自主防災組織への助成 

市は、市民の防災意識の高揚及び自主防災活動の技術向上のため、活動上必要な防災資

機材等の購入及び防災訓練を実施する自主防災組織に対し、毎年度、予算の範囲内におい

て補助金を交付するなど必要な助成を行うものとする。 

【資料編参照】 資料－４「久喜市自主防災組織補助金交付要綱」 

 

（４）自主防災組織の連携 

本市には、163156（令和３平成 30年 10月１日現在）の自主防災組織が存在するが、大

規模な災害が発生すると地域内の自主防災組織だけでは対応が難しい。そのため、自主防

 要配慮者を含めた地域住民のコミュニティの醸成 

 日頃の備えと災害時の的確な行動等に関する防災知識の普及啓発 

 情報収集・伝達、初期消火、避難及び救出・救護等の防災訓練の実施 

 防災用資機材の購入・管理等 

 地域の把握（危険箇所の把握、要配慮者） 

 初期消火の実施 

 情報の収集・伝達の実施 

 被災者等の安否確認・救助隊との協力・救出・救護の実施 

 集団避難の実施（特に、避難行動要支援者の安全確保に留意） 

 避難所の運営活動の実施（炊き出し、給水、物資の配布、安否確認） 
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災組織による地域防災活動をより実効性のあるものにするために、自主防災組織の相互協

力体制の確立や災害時の連携強化及び情報共有に努める。を目的とした（仮称）自主防災

組織連絡協議会の設立を推進する。 

また、地域内に事業者、社会福祉施設等を有する自主防災組織については、当該施設と

の災害時の介護・避難の援助、施設備蓄飲料水・物資の提供等の相互支援など当該施設等

との協力関係づくりに努めるものとする。 

 

第３ 事業所等における防災の推進【環境経済部、消防組合】 

消防法第８条に規定する学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるも

のとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防

火対象物で、政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数

の者が出入し、勤務し又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を

有する者は、消防組合と協議のうえ、防火管理者を中心にして自主的な防災組織の育成及

び訓練指導、事業所の耐震化、損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保、

予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等の重要なライフライ

ンの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取組を継続

的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて、防災活動の推進に努

めるものとする。 

特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等にかかる業務に

従事する事業所は、国及び地方公共団体が実施する事業所との協定の締結や防災訓練の実

施等の防災施策の実施に協力するよう努めるものとする。 

さらに、災害により屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動すること

のないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの

実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

市は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普及を

促進するため、商工会と連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 

 

  

《参考》 

◆業務継続マネジメント（ＢＣＭ：Business
ビ ジ ネ ス

 Continuity
コンティニュイティー

 Management
マ ネ ジ メ ン ト

） 

事業継続計画を策定（構築）し継続的に運用していく活動や管理の仕

組みのこと。①事業の理解、②ＢＣＰサイクル運用方針の作成、③ＢＣ

Ｐの構築、④ＢＣＰ文化の定着、⑤ＢＣＰの訓練、ＢＣＰサイクルの維

持・更新、監査といった活動が含まれる。 

《参考》 

◆業務継続計画（ＢＣＰ：Business
ビ ジ ネ ス

 Continuity
コンティニュイティー

 Plan
プ ラ ン

） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合に

おいて、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続

あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時

における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこ

と。 
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第４ ボランティア等の活動支援の整備【市民部、久喜市社会福祉協議会】 

大規模災害時には、被災地外から大勢の一般・専門ボランティアが自発的に被災地に駆

け付け、災害ボランティアとして被災者救援にあたるボランティア活動の重要性が実証されてい

る。 

災害時に活動できる災害ボランティアと、それに対する市民側のニーズの把握、的確な

需給調整のできるシステムや災害対策本部の方針及び施策をボランティア全体にまでスム

ーズに伝達するため、体制の充実や計画の習熟に努めるものとする。 

 

１ ボランティアの登録 

災害ボランティアの活動を希望する市内在住の個人又は団体を対象として災害ボランテ

ィア活動の登録を推進する。なお、登録に際しては、久喜市社会福祉協議会のボランティ

ア登録制度を活用する。 

 

２ ボランティア諸団体との連携 

災害時にボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から市及び久喜市社会福祉協

議会は、埼玉県災害ボランティア団体ネットワーク（以下「彩の国会議」という。）ボラン

ティア団体及びＮＰＯ等との連携並びにボランティア団体同士の連携を促進するとともに、

中間支援組織（ボランティア団体・ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整

を行う組織）を含めた連携体制の構築を図る。 

 

３ ボランティアの受入れ体制の整備 

災害時のボランティア活動が効率的に行われるよう受入れ体制の整備を推進する。 

 

第５ 市民及び事業者による地区内の防災活動の推進【市民部】 

市内の一定の地区の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者は、当該地区における

防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支

援体制の構築等自発的な防災活動の推進に努めるものとする。 

この場合、必要に応じて、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を作成し、

これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動を行

うこととする。 

市防災会議は、市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市内の一定の地区内の

市民及び当該地区に事業所を有する事業者から提案を受け、必要があると認めるときは、

市地域防災計画に地区防災計画を定めるものとする。  

 ボランティア総合窓口の設置 

 被災者ニーズの把握 

 ボランティアのコーディネート業務の一元化 

 ボランティア活動に対する物的支援及び活動拠点の確保 

 ボランティア保険制度の活用による補償制度の整備 



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 21 - 

第２節 防災教育計画 

 

災害からの被害を最小限に抑え、被害の拡大を防止するためには、防災関係機関の努力

はもちろん、市民自らも予防措置を講じ、災害時にも落ちついて適切な行動がとれるよう

にする必要がある。 

そのため、市及び防災関係機関は、防災関係職員に対し、防災知識の向上を図るととも

に、相互に密接な連絡を保ち、市民に対し、常に防災思想の普及・啓発を行い、もって防

災意識の高揚を図るものとする。 

 

第１ 職員等に対する防災教育【市民部】 

災害応急対策は、職員一人ひとりの心構え及び防災知識が重要な要素となるので、研修、

講演会、班別行動マニュアルの作成等の手段をもって職員の防災教育を行い、防災知識の

周知徹底を図る。 

 

１ 職員に対する防災教育 

（１）防災研修会 

学識経験者等を講師として、防災関係職員の研修会を実施し、専門的知識の習得を図る。 

 

（２）防災検討会 

災害発生時、特に初期段階においては、迅速な被害状況の把握と情報の共有が応急対策

を実施するうえで大変重要となり、災害時に使用する情報伝達機器の取扱いなどを職員が

十分に習熟していなければならない。 

そのため、班ごとに検討会を開催し、使用する情報機器の習熟も含めて、所属職員の事

務分掌を定めるとともに、各職員の具体的な役割を整理するなどして徹底を図る。 

 

（３）班別行動マニュアルの見直し 

防災活動を円滑に推進するため、各班において班別行動マニュアルの見直しを毎年度実

施する。 

 

２ 消防団員に対する防災教育 

消防団員に災害時のリーダーとしての位置付けを確立するため、研修及び訓練を実施す

る。 

 

３ 防災上重要な施設の職員等に対する教育 

（１）防災上重要な施設が行う防災教育 

施設管理者等は、職員に対し、講習会や防災訓練等を通じて防災学習の徹底を図る。 

 

（２）防災関係機関が行う防災教育 

防災関係機関は、施設管理者及び防災要員に対し、法令に定める保安講習、立入検査、

地域における防災講習会を通じ、防災施設の管理、応急対策上の措置等の周知徹底を図る。 
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第２ 防災関係機関の組織の整備【市民部】 

市の地域を管轄し又は市内にある関係機関は、防災業務計画及び防災計画等の円滑な実

施を図るため、組織を整備するとともに、他の関係機関が必要とする協議会、連絡協議会

等の組織の整備に協力するものとする。 

 

第３ 関係機関相互の連携【市民部】 

市の地域を管轄し又は市内にある関係機関は、防災に関する所掌事務又は業務について、

災害対策の総合性を発揮するため、協定を締結するなど、相互において連絡協調して、円

滑な組織の整備運営がなされるようにするものとし、協定締結などの連携強化にあたって

は実効性の確保に留意する。 

特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達するいと

まがないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくな

る。このようなことを未然に防ぐ観点から、関係機関は、防災対策の検討等を通じて、お

互いに平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、

「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構

築した関係を持続的なものにするよう努める。 

なお、市は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関

係機関から応援を受けることができるよう、応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよ

う努めるものとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害

対策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配置体制

や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整える。 

また、市は災害発生時の迅速かつ円滑な救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ救

助に必要な施設、設備、人員等について意見交換を行うとともに、事務委任制度の積極的

な活用により役割分担を明確化するなど、調整を行っておく。 

市は、避難勧告等避難情報についてはそれらの解除を行う際に、国又は埼玉県に必要な

助言を求めることができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、

連絡先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

 

 
  

《参考》 

◆事務委任制度 

救助の実施を市長に委任した方がより迅速に災害に対処でき

ると判断されるような場合、県知事は、市長に対して、その救

助の実施に関する事務の一部を委任することができる 

なお、実際に事務委任を行う場合においては、事務の内容及

び期間を市に通知し、その旨を公示しなければならない 
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第３節 防災知識普及計画 

 

防災業務に従事する職員一人ひとりの防災知識の向上及び技能の習得を図るとともに、

市民に対し、自主防災思想の育成、防災知識の向上、避難その他の防災措置の習得等を図

るため、次のとおり防災教育を行うものとする。 

 

第１ 市民に対する防災知識の普及【市民部、教育部、消防組合、防災関係機関】 

市は、市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため、自然

災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、専門家の知見も活

用しながら、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信する。また、災害

による人的被害を軽減する方策は、市民等の避難行動が基本となることを踏まえ、警報等

や避難指示等の意味と内容の説明など、啓発活動を市民等に対して行う。 

市は、防災週間や防災関連行事等を通じ、市民に対し、災害時のシミュレーション結果

等を示しながらその危険性を周知するとともに、次の事項について普及啓発を図る。 

また、市及び学校法人は、学校における防災教育の一層の充実を図るため、学級活動

（ホームルーム活動）や学校行事を中心に、教育活動の全体を通じた子どもたちの防災対

応能力の育成を推進する。特に避難、災害が発生した際の危険及び安全な行動について、

児童生徒の発達段階に即した指導を行う。 

 

  

 「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、ト

イレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池

等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観

点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同行

避難や指定避難所での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に向けた

事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の

発令時にとるべき行動 

 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認

識、正常性バイアス等を克服し、避難行動をとるべきタイミングを逸すること

なく適切な行動をとること 

 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅や職場、ホテル・旅館等の避難場所、

避難経路等の確保 

 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行

動、避難場所や避難所での行動 

 災害時の家族内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等）について、

あらかじめ決めておくこと 

 広域避難の実効性を確保するための、通常避難との相違点を含めた広域避難の

考え方 

 家族が被災した際に、片付けや修理の前に、家屋の内外の写真を撮影するな

ど、生活の再建に資する行動 
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市、消防組合及びその他防災関係機関は、所管業務に関して、次の方法により防災意識

の向上を図る。なお、災害からの避難に対する市民等の理解の促進を図るよう努めるもの

とする。 

 

  

 広報紙への防災関連記事の掲載 

 防災ハザードマップ等の作成・配布 

 総合防災訓練への市民・事業者の参加の促進 

 防災ビデオの貸出し 

 防災研修会の実施 

 埼玉県防災学習センター「そなーえ」の活用 

 支援ボランティアの養成、参加促進 

 自主防災組織の活動の促進 

 出前講座の実施 

 高齢者等に対する適切な避難行動に関する理解促進 

 その他有効適切な方法 
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第４節 防災訓練計画 

 

防災業務に従事する職員の防災実務の習熟と実践的能力の育成に努めるとともに、関係

機関の連携と防災体制の整備を強化し、併せて防災思想の普及向上を図るため、次のとお

り防災訓練を実施するものとする。 

 

第１ 訓練の種別【市民部】 

１ 消防訓練 

消防計画に基づき、消防署、消防団、市民及びその他関係機関の協力を得て実施する。 

 

２ 水防訓練 

水防法第４条の規定により指定された水防管理団体が、同法第 32 条の２の規定に基づき、

毎年実施する。訓練は出水期前に実施することとし、水防管理者が要領を定める。 

 

３ 避難救護訓練 

救助の円滑な遂行を図るため、水防、消防等の訓練とあわせ災害救助訓練を実施する。 

なお、学校、病院、社会福祉施設等の管理者には、児童、生徒、患者、入所者等の人命

を保護するため、避難訓練に重点を置くようにするものとする。 

 

４ 災害情報収集伝達訓練 

各防災関係機関は、災害時における有線通信が不通となった場合又は有線通信系を利用

することが著しく困難な場合において、関係機関の通信連絡を迅速かつ確実に実施するた

め、災害情報の収集・伝達機器が機能し十分活用できる状態に保つとともに、情報の収集、

判断、伝達等の訓練を行うものとする。 

 

５ 非常参集訓練・災害対策本部設置訓練 

市長及び防災関係機関の長は、災害時の迅速な職員参集のため、非常参集訓練を実施す

るとともに、災害対策本部設置訓練などを実施し、災害時の即応体制の強化に努める。 

 一般火災警防訓練 

 特殊火災警防訓練 

 救出、救助訓練 

 避難訓練 

 食料調達訓練 

 救護訓練 

 非常有線通信訓練 

 非常無線通信訓練 

 災害情報の収集・伝達・広報訓練 
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第２ 総合防災訓練の実施【市民部、関係各部、消防組合】 

防災体制の万全を期するため、防災関係機関と一体となり年１回実施し、防災対策の習

熟と自衛隊等防災関係機関相互の協力連携体制の確立・確認を図る。 

 

１ 訓練の時期及び場所の選定 

訓練の種類によって、もっとも訓練効果のある時期、場所等を選び実施するものとする。 

 

２ 方法 

消防組合との共催、防災関係機関の協力のもと、実施する。 

 

３ 訓練の実施種目 

消防、避難救護、通信等の訓練の全部又は一部を総合して立体的に実施する。 

 

４ 訓練の方法及び訓練記録 

実施機関が、単独又は他の機関と共同して、いくつかの訓練を実施するなど効果が上が

るよう検討するとともに、実施結果を記録しておくものとする。 

 

５ 訓練実施計画 

災害時における防災活動の円滑な実施を期するため、各防災関係機関相互及び市民との

協力体制に重点をおく総合防災訓練及び各機関の個別訓練についての実施方法等について、

訓練実施計画を作成する。 

 

第３ 事業所、自主防災組織が実施する訓練【市民部】 

災害時の行動に習熟するため、市民相互の協力のもと日頃から訓練を行い、自らの生命

及び財産の安全確保を図る。 

 

１ 事業所における訓練 

学校、病院、興行場及びその他消防法で定められた事業所は、消防訓練に併せて防災訓

練を実施することとし、地域の自主防災組織等と連携を図ることが望ましい。 

また、浸水想定区域洪水浸水想定区域内に位置し、地域防災計画に名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害が発生す

るおそれがある場合における避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、避難誘導等

の訓練を実施する。 

なお、浸水想定区域洪水浸水想定区域内に位置し、地域防災計画に名称及び所在地を定

められた大規模工場、地下施設等の所有者又は管理者は、洪水時の避難確保や浸水防止に

関する計画に基づき、避難誘導、浸水防止活動等の訓練の実施に努める。 
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２ 自主防災組織等の訓練 

市及び消防機関が行う訓練に積極的に参加し又はこれらの機関の指導・協力のもと、自

主防災組織自ら初期消火訓練や応急手当訓練、地震時・風水害時の避難訓練などの訓練を

実施するとともに、併せて災害図上訓練（ＤＩＧ
デ ィ グ

）や避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ
ハ グ

）な

どの実施に努める。 

 

 
 

第４ その他の訓練【市民部】 

市が実施する前記訓練のほか、状況付与型図上訓練及び埼玉 ＤＭＡＴ
デ ィ ー マ ッ ト

（災害派遣医療チ

ーム）合同訓練等、災害対応に資する各種訓練を計画的に実施する。 

 

 
 

第５ 訓練の検証【市民部】 

実際の災害を想定して計画を立て、災害の状況にあわせて訓練を実施し、実施報告書を

作成するとともに、評価及び検証を行う。  

《参考》 

◆災害図上訓練（ＤＩＧ
デ ィ グ

：Disaster Imagination Game） 

大きな地図を参加者で囲み、災害をイメージして自宅近くの危険物や障害物

を把握し、具体的な避難路や要配慮者の避難などを確認する実践的な訓練。 

◆避難所開設・運営訓練（ＨＵＧ
ハ グ

：Hinanzyo Unei Game） 

避難所の開設・運営責任者となったことを想定し、避難所で起きる様々

な事態への対応を短時間で決定することを学ぶ訓練。 

《参考》 

◆埼玉ＤＭＡＴ
デ ィ ー マ ッ ト

（「Disaster
デ ィ ザ ス タ ー

 Medical
メ デ ィ カ ル

 Assistance
ア シ ス タ ン ス

 Team
チ ー ム

」災害派遣医療チーム） 

埼玉県指定災害拠点病院である社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 新久喜

総合病院及び社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院に

は、災害の急性期（災害発生からおおむね 48 時間以内）に活動できる機動

性と専門的な訓練を受けた「災害派遣医療チーム」が設置されている。 

出動要請は、原則として埼玉県知事が行うこととなっているが、急性期

に対応可能なＤＭＡＴ
デ ィ ー マ ッ ト

の機動性が損なわれないように、状況に応じて消防

局の長が直接、指定病院の長に出動の要請を行うことができる。 
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第５節 防災活動拠点 

 

災害発生時に、迅速かつ適切な応急対策を行うため、災害対策本部を設置する庁舎の防

災対策上の中枢機能を高めるとともに、被災地域に対する広域的な救援活動を行う防災活

動拠点を適切に整備する。 

また、各防災活動拠点の機能が有効に発揮できるようこれらの拠点施設を緊急輸送道路

で連結し、そのネットワーク化を図る。 

 

第１ 防災活動拠点の整備【市民部】 

災害時の応急対策を円滑に実施するためには、応急対策に必要となる機能ができる限り

防災拠点施設に集約されていることが重要であり、人・物・情報の複合的な整備を進めて

いくとともに、防災活動拠点では、感染症対策を徹底することが必要である。 

なお、市役所本庁舎をはじめとする主な防災拠点において、ライフラインの長期途絶や

石油系燃料の補給が不可能な事態に備え、商用電源以外の電源確保や非常用発電設備の燃

料の多重化を進め、十分な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう体制を整備する。

併せて、るとともに、再生可能エネルギーや蓄電池等の導入により、災害に強く環境負荷

の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に努める。 

また、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調

達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るもの

とする。併せて、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電気事業者等から円滑

な支援を受けられるよう、あらかじめ病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関

わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、最大

燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リスト化を行うよう努める。 

本市全体の防災活動の中心となる防災中枢拠点、地区ごとの防災地区拠点、避難拠点、

物資拠点及び医療拠点等を次に示す。 

 

■本市の防災活動拠点 

拠点区分 施設名等 活動拠点の役割 

防災中枢拠点 
災害対策本部は、市役所本庁舎に設

置する。 

・市域全体の災害情報の集約 
・各拠点への指示 
・関係機関、埼玉県、自衛隊等との連絡調整 

防災地区拠点 

各地区拠点は、市役所第二庁舎、教

育委員会及び各総合支所に設置す

る。 

・防災中枢拠点との連携 
・各地区内の情報収集 
・各地区内避難所の統括 
・各地区の応急対策の活動拠点 
・食料等の備蓄 

消防活動拠点 
消防組合：久喜消防署、各分署 

消防団：各消防団器具置場 

・火災の消火活動 

・傷病者の救急・救護活動 

緊急消防救援援

助隊活動拠点 

進出拠点候補地 

宿営場所候補地 

緊急消防救援援助隊への進出目標とする拠点

及び宿営場所 

自衛隊活動拠点 駐屯候補地：総合運動公園 自衛隊の宿営場所、臨時ヘリポート基地 

避難拠点 指定緊急避難場所 
災害の危険が切迫した緊急時において安全を

確保する場所 
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指定避難所 避難被災者が避難生活を送るところ 

物資拠点 救援物資の集配基地  避難所等への物資の供給拠点 

医療拠点 

・社会福祉法人恩賜財団済生会支部 

埼玉県済生会栗橋病院 

・社会医療法人社団 埼玉巨樹の会 

新久喜総合病院 

・傷病人に対する医療拠点 

・両病院は、ともに埼玉県の災害拠点病院に

指定されている。 

注１）「避難拠点」の詳細については、「第１編-第２章-第７節-第１ 指定緊急避難場所・避難路・指定

避難所の選定と確保」（P3432）参照のこと。 

注２）「緊急輸送拠点」の詳細については、「第１編-第２章-第５節-第３ 輸送拠点の設定」（P3028）参

照のこと。 

注３）「緊急消防援助救援隊活動拠点候補地」の一覧表については、資料編「資料－ｘ ｘｘ」参照の

こと。 

 

第２ 緊急輸送路ネットワーク【市民部、建設部】 

道路状況や輸送拠点等の面から災害時の緊急輸送路を検討し、埼玉県の緊急輸送路ネッ

トワークから円滑な緊急物資等の輸送が図れるように、緊急時における輸送活動に適した

円滑で効率的な道路ネットワークの形成を図る。 

 

１ 緊急輸送指定路線の指定及び整備 

埼玉県は、埼玉県外からの物資流入地点と埼玉県内の広域輸送拠点を結ぶ幹線道路を緊

急輸送道路ネットワークとして指定している。 

 

種 類 道 路 

第一次特定緊急 

輸送道路 

国道４号、国道 122号、国道 125号、東北縦貫自動車道、首都圏

中央連絡自動車道、主要地方道さいたま栗橋線 

第一次緊急輸送道路 主要地方道川越栗橋線 

第二次緊急輸送道路 

主要地方道春日部久喜線、主要地方道さいたま菖蒲線、一般県

道幸手久喜線、一般県道下早見菖蒲線、一般県道加須幸手線、

一般県道六万部久喜停車場線 

 

このため、市では、埼玉県の指定路線から円滑な緊急物資等の輸送が図れるように、次

のとおり緊急輸送路線の指定及び整備を図る。 

 

 本市では、災害対策の拠点となる市役所本庁舎・第二庁舎・教育委員会・各総合

支所、空輸基地となる総合運動公園及び指定避難所等の防災拠点を結ぶ幹線道路

を緊急輸送指定路線として定めるとともに、迂回路を設定する。 

 市民に災害時の車両使用の自粛、緊急輸送路指定路線等に関する情報提供を行

う。 

 緊急輸送路は、災害時における災害応急活動に必要な物資、資材、要員及び市外

からの緊急物資の受入れ、被災者への緊急物資の輸送のために非常に重要な役割

を有していることから、これらの整備を促進するとともに、必要に応じて道路の

占用の禁止又は制限を図るものとする。 

 下水道においては、マンホールの浮上防止対策を推進する。 
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なお、埼玉県指定緊急輸送道路のうち、次の３路線については公安委員会が指定する緊

急交通路の指定を受けている。災害時の応急対策を円滑・的確に行うため、緊急交通路に

おいては交通規制及び緊急通行車両の確認が行われる。 

 

＜緊急交通路＞ 第１次緊急交通路：東北縦貫自動車道・首都圏中央連絡自動車道 

第２次緊急交通路：国道 122号 

【資料編参照】 資料－５「埼玉県緊急輸送道路網図」 

 

２ 予防対策 

災害時における道路について、特に留意しなければならない点は、次のとおりである。 

市では、これらの要求を満たすために、道路舗装の普及、側溝の整備及び下水道事業の

推進を図っていく。 

 

第３ 輸送拠点の設定【市民部、建設部】 

１ 緊急輸送拠点 

市内外からの緊急物資の受入れ及び各地への輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送拠

点の設定を行うとともに、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握し

ておくものとする。 

輸送拠点としては、総合運動公園を広域輸送拠点として、緊急物資の受入れ及び市内各

地への輸送拠点として予定する。 

また、指定避難所でもある市内小・中学校については、地域輸送拠点として予定する。 

 

■緊急輸送拠点の予定施設 

区分 施設名 所在地 電話 管理者 

広域 総合運動公園 久喜市江面1616 0480-21-3611 
久喜市（指定

管理者） 

地域 市内小・中学校 － － 久喜市 

県営 久喜菖蒲公園 久喜市河原井町 70 0480-23-1366 
埼玉県（指定

管理者） 

県営 権現堂公園（１号公園） 久喜市小右衛門50 0480-53-1553 
埼玉県（指定

管理者） 

県営 埼玉県立久喜工業高校 久喜市野久喜474 0480-21-0761 埼玉県 

注）「市内小・中学校」については、資料編「資料－６ 学校一覧」参照のこと。 

  

 避難及び救助作業のために関係者が安全に通行し、また、十分に活動できるこ

と。 

 救助車両が支障なく安全に通行できること。 

 浸水や溢水
いっすい

の場合、路面の流水を早急に排水できること。 
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２ 航空輸送拠点 

大規模災害において、空のルートを活用した救援物資供給や被災者の搬送等を行うため、

ヘリコプター場外離着陸場は次の施設が指定されている。 

大規模災害に対応した場外離着陸場を十分確保するため、場外離着陸場の指定の見直し

及び新規緊急離着陸場の調査拡充を図るため、消防組合と調整する。 

 

■離着陸場一覧 

区分 施設名 所在地 電話 管理者 

場外 
埼玉東部消防組合消防局 

訓練場 
久喜市上早見396 0480-21-0119 

埼玉東部消防

組合消防局 

場外 菖蒲総合支所 庁舎 久喜市菖蒲町新堀38 0480-85-1111 久喜市 

場外 久喜市立栗橋西小学校 久喜市佐間266-1 0480-52-0215 久喜市 

場外 鷲宮運動広場 野球場 久喜市鷲宮6-3120 0480-59-2288 久喜市 

緊急 久喜市立青葉小学校 久喜市青葉1-3-1 0480-22-6121 久喜市 

緊急 久喜市立江面第二小学校 久喜市除堀1380 0480-22-8237 久喜市 

緊急 菖蒲老人福祉センター 久喜市菖蒲町三箇2904 0480-85-1205 久喜市 

緊急 森下緑地グラウンド 久喜市菖蒲町下栢間5495-1 0480-85-1111 久喜市 

緊急 
栗橋いきいき活動センター

しずか館 
久喜市栗橋中央1-11-1 0480-52-0175 久喜市 

緊急 久喜市立栗橋南小学校 久喜市南栗橋4-21-1 0480-52-0235 久喜市 

緊急 久喜市立桜田小学校 久喜市東大輪311 0480-58-1306 久喜市 

緊急 久喜市立鷲宮西中学校 久喜市上内1797 0480-58-9645 久喜市 

 

「場外離着陸場」は航空法第 79 条ただし書きの「国土交通大臣の許可」を受けた者のみ

が利用可能であり、「緊急離着陸場」は航空法第 81条の２（捜索又は救助のための特例）が

適用される緊急時のみ利用可能である（航空法施行規則第 176条により「国土交通省、防衛

省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であって捜索又

は救助を任務とするもの」であり、ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）等が該当す

る）。  



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 32 - 

第６節 情報収集・伝達体制の整備 

 

災害予防及び災害応急対策の適切な実施を図るため、迅速かつ正確に被害状況等を把握

する必要がある。 

このため、市は関係機関等に通ずる情報収集体制の整備を図るものとする。 

 

第１ 情報伝達体制の整備【市民部】 

市は、避難所、防災関係機関、防災活動拠点、市民及び事業所等に対し、災害情報等を

迅速に伝達する体制を整備する。その際、次に示す様々な通信手段等を効果的に用いる。 

 

注）ＳＮＳ（Social
ソーシャル

 Networking
ネットワーキング

 Service
サ ー ビ ス

）とは、主に Twitter、Facebook など、インターネッ

ト上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。 

※ 災害時にもつながりやすいマルチ・チャンネル・アクセス方式（ＭＣＡ）無線 

【資料編参照】資料－７「防災行政無線設備」         

資料－８「久喜市防災行政無線局管理運用規程」 

資料－９「久喜市防災行政無線局運用細則」   

 

第２ 防災行政無線の整備【市民部】 

災害時における情報の収集、連絡活動を迅速かつ的確に行うとともに、災害時に必要な

情報を庁内及び防災関係機関等に連絡する手段として、市防災行政無線の活用・拡充を図

るとともに、デジタル化を推進する。とともに、防災情報伝達手段の多重化・多様化を進

める。 

なお、市は災害時に支障の生じないよう情報通信機器の整備点検に努め、情報伝達訓練

を定期的に実施する。  

① 久喜市防災行政無線（固定系、移動系） 

② 埼玉県防災行政無線 

③ 消防・救急無線 

④ アマチュア無線 

⑤ タクシー無線 

⑥ ＮＴＴ電話回線 

⑦ 市ホームページ・インターネットＳＮＳ 

⑧ 携帯電話 

⑨ 衛星通信ネットワーク 

⑩ 埼玉県災害オペレーション支援システム埼玉県防災情報

システム 

⑪ 緊急情報架電サービスＭＣＡ無線※ 

⑫ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 

⑬ Ｌアラート（災害情報共有システム） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
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第３ 情報通信設備の安全対策【市民部、財政部】 

市及び防災関係機関は、災害時に情報通信設備が十分機能し活用できる状態に保つため、

次のような安全対策を講ずる。 

１ 非常用電源の確保 

非常用電源を防災無線室に設置し、消防防災課において管理点検を行うものとする。 

また、停電や屋外での活動に備え、無停電電源装置、停電時にも機能する自家発電設備

等を確保し、これらの定期的なメンテナンスを行うよう努める。 

 

２ 浸水に対する備え 

風雨、洪水などによる浸水を防ぐため、立地条件にあわせて水防板や水防扉の設置、ケ

ーブル接続部への浸水防止対策を講ずる。 

 

３ 地震動に対する備え 

情報通信設備は、免震床を設置するなど、地震動に対する対策を検討する。 

また、各種機器には転倒防止措置を施す。 

 

４ システムのバックアップ 

市と埼玉県を結ぶ防災行政無線システムは地上系と衛星系で２重化し、また、バックア

ップシステムを別の場所に設置するよう努める。 

 

第４ 災害情報のための電話の指定【市民部】 

市、防災関係機関は、災害時における情報連絡系統を明らかにするとともに、その 輻輳
ふくそう

を避けるため、災害情報通信に使用する指定有線電話（以下｢指定電話｣という｡）を定めて、

災害時における防災関係機関相互の情報に関する通信連絡が迅速かつ円滑に実施できるよ

うにしておく。 
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第７節 避難予防対策 

 

災害の発生により、避難活動が必要となった場合に、迅速かつ適切な避難収容対策を行

うため、避難所の整備及び避難誘導体制の確立を図る。 

また、避難者の健康状態の悪化や避難生活等が原因で亡くなるなくなる災害関連死を防

ぐため、避難所避難者や避難所外避難者が良好な生活環境を確保できるよう努めるものと

する。 

 

第１ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の選定と確保 

【総務部、市民部、福祉部、建設部、教育部】 

災害の発生に伴い、市民の安全を確保するとともに、被災者を一時収容するため、あら

かじめ安全な場所や避難のための道路を確保しておく必要がある。 

そのため、市は、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定し、さらに、高齢者や子ども、

障がい者等へ配慮した避難所のあり方や避難生活の長期化への対応について検討する。 

また、避難所運営マニュアル等の見直しにあたっては、男女共同参画や要配慮者支援の

視点から、女性や要配慮者の人権・安全が守られるように配慮しなければならない。 

 

１ 指定緊急避難場所・指定避難所 

指定緊急避難場所・指定避難所とは、災害の危険が切迫した緊急時において、安全が確

保される場所並びに被災者の避難生活をする場所として、市が指定する。なお、学校を避

難所として指定する場合には、学校が教育活動の場であることに配慮する。 

指定緊急避難場所・指定避難所の考え方は、次のとおりである。 

 

■指定緊急避難場所・指定避難所の考え方 

指定緊急避難場所 

指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその

危険から逃れる場所として、地震・洪水の災害の種別ごとに安全性等の一定

の基準を満たす施設又は場所を指定する。 

指定避難所 

指定避難所は、災害の危険性があり避難した市民等を災害の危険性が無くな

るまでに必要な間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった市民等を一

時的に滞在させるための施設として指定する。 

また、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。 

 拠点避難所 

避難所のうち小学校施設小・中学校、高等学校、総合運動公園及び菖蒲文化

会館（アミーゴ）を利用する避難所で、防災備蓄倉庫が設置され、避難所以

外の被災者に対しても、情報や物資の提供をする拠点施設である。 

 補助避難所 

拠点避難所だけではすべての避難者を収容できない場合、公民館や中学校、

高等学校等を補助避難所として利用するが最寄りの市民等が自主避難して来

た場合は、受入れるものとする。ただし、防災備蓄倉庫が設置されていない

施設については、救護、生活物資等は備蓄していない。 

 福祉避難所 
高齢者や障がい者、妊産婦など、一般の避難所では生活に支障があり、特別

な配慮を必要とする方を受け入れる避難施設。 

【資料編参照】 資料－１０「指定緊急避難場所・指定避難所一覧」  
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２ 広域避難場所の指定 

指定緊急避難場所のうち、火災の延焼による危険性が高い密集市街地の市民を対象に、

大規模火災を避けるために指定するものを「広域避難場所」とする。その際、次の基準を

目安とし、地域の実情に応じてあらかじめ広域避難場所を選定確保する。 

 

３ 避難路の選定と確保 

広域避難場所を指定した際には、市街地状況に応じ、次の基準で避難路を選定し確保す

るよう努める。 

 

指定緊急避難場所への避難路についても、上記の基準に基づき避難路を選定し、日頃か

ら市民への周知徹底に努める。 

また、窓ガラス、看板等の落下防止についても、沿道の建築物の所有者又は管理者にそ

の重要性を啓発し、落下物発生のおそれのある建築物については改修を促進する。 

 

４ 避難場所等の周知 

災害時には、極めて混乱した状況の中で大勢の市民等の避難が必要となる事態が予想さ

れる。このため、避難活動が円滑かつ的確に行われるよう市民に対し事前に周知するため、

次の対策を講ずる。なお、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、

日本工業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場

所であるかを明示するとともに、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関す

る周知に努める。 

また、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には

発生するおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであるこ

とについて、日頃から市民等への周知徹底に努める。特に、指定緊急避難場所と指定避難

所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適

 面積 10ha以上とする（面積 10ha未満の公共空地でも、避難可能な空地を有する

公共施設その他の施設の用に供する土地と一体となって面積 10ha以上となるも

のを含む）。 

 避難者１人あたりの必要面積は、おおむね 3.5㎡を満たすよう努める。 

 要避難地区のすべての市民を収容できるよう配慮する。 

 木造建築物の割合は、総面積の２％未満であり、かつ散在していなければならな

い。 

 大規模ながけ崩れや浸水などの危険のないところとする。 

 純木造密集市街地から 270ｍ以上、建ぺい率５％程度の疎開地では 200ｍ以上、

耐火建築物からは 50ｍ以上離れているところとする。この距離が保有できない

場合は、火災の延焼を防止するため、特別消防警戒区域として定め、延焼防止

のための防御対策を計画しておく。 

 避難路は、幅員 15ｍ以上の道路又は幅員 10ｍ以上の緑道とする。 

 避難路は、相互に交差しないものとする。 

 避難路沿いには、火災・爆発等、危険の大きな工場がないよう配慮する。 

 避難路の選定にあたっては、市民の理解と協力を得る。 

 避難路については、複数の道路を選定する等周辺地域の状況を勘案して行う。 



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 36 - 

当である場合があることを、日頃から市民等へ周知徹底するよう努める。 

 

指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生す

るおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることにつ

いて、日頃から市民等への周知徹底に努める。特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相

互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当であ

る場合があることを、日頃から市民等へ周知徹底するよう努める。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、市ホーム

ページやアプリケーション等の多数な手段の整備に努める。 

なお、市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格に

基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明

示するとともに、災害種別一般図記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努める。 

 

第２ 避難所の安全確保【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、建設部、教育部】 

１ 施設管理者との協議 

用地、施設の管理者と災害発生時の施設の運用について、円滑な開設及び運営ができる

よう日頃から協議し、相互の連絡体制の整備を図るものとする。 

また、避難所開設時に必要な物資について、備蓄可能な施設やスペースの提供を協議し、

避難所での物資確保ができる体制を整備する。 

 

２ 有線通信の確保 

東日本電信電話株式会社埼玉事業部との協議により、災害時の避難所における特設公衆

電話回線の整備を推進する。 

 

３ 郵便物の集配業務の確保 

郵便局との協議により、災害時の避難所における郵便物等の集配業務を円滑に行えるよ

う体制の整備を推進する。 

 

４ 避難所の安全化・整備充実 

指定した避難所について、避難所としての機能や災害時の安全性に問題がないかどうか

定期的に点検し、安全性確保のための必要な措置を行う。  

 市の広報紙・ホームページ等を利用した広報 

 防災ハザードマップ等の作成・配布 

 案内板等の設置 

・誘導標識 

・避難所案内図 

・避難所表示板 

 防災訓練の実施 
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第３ 福祉避難所（要配慮者用避難所）の指定【福祉部、健康・子ども未来部】 

高齢者、障がい者等の要配慮者に対する避難収容施設である福祉避難所（要配慮者用避

難所）についても指定の促進を図る。福祉避難所（要配慮者用避難所）は、原則として耐

震性・耐火性が高く、バリアフリー化された施設で、生活相談職員等の確保が比較的容易

である社会福祉施設（民間施設を含む）等から選定し、災害時の受入れ体制及び移送体制

等について、事前の体制整備に努める。 

また、適切な場所にこのような施設がない場合又は不足する場合は、必要に応じて、民

間のホテル等の借り上げや応急的措置として、教室・保健室を含め、一般の避難所に要配

慮者のために区画された部屋を「福祉避難室」（仮称）として対応することも検討する。 

 

第４ 避難誘導体制の整備【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、建設部、教育部】 

１ 誘導体制の確立 

市は、避難勧告等避難情報の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の

市民の避難誘導等警戒避難体制及び相互の連携、役割分担について定めた避難計画の作成

に努める。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを

考慮するよう努めるものとする。 

市民の避難活動は、発生する災害種別に対して立退き避難が必要な場合には、当該災害

に対応した市指定の避難所・避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を

基本とするものの、ハザードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができ

る場合は、市民自らの判断で「屋内安全確保」を行う。 

また、避難時の周囲の状況等により、避難場所等への避難がかえって危険を伴う場合は、

「緊急安全確保」を行う。指定緊急避難場所へ避難する。ただし、既に周辺で災害が発生

している場合など、立退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合

は、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、

「屋内安全確保」を行う。 

市は、避難勧告避難情報の発令の際には、避難場所を開設していることが望ましいが、

避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難勧告

避難情報を発令するものとする。また、そのような事態が生じ得ることを市民にも周知す

るものとする。 

避難計画で定める主な内容は、次のとおりとする。 

 

２ 避難誘導方法の習熟 

関係職員をはじめ、市民も避難方法、避難所の特色を理解し、災害発生時に混乱をきた

さないようにしなければならず、地域ごとの実情にあった計画づくりと訓練が必要である。

 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の判断基準及び伝

達方法 

 避難所・避難場所の名称、所在地、収容人数等 

 避難所・避難場所への経路及び誘導方法 

 避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

 避難所の管理・運営に関する事項 
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このため、自主防災組織による「災害発生時の避難誘導計画」等の整備を推進していくも

のとする。 

 

３ 要配慮者にかかる避難誘導体制の整備 

市は、高齢者、障がい者その他の要配慮者を適切に避難誘導するため、市町村の防災主

管部局・福祉部局等が主体となって、普段の活動の中で在宅の高齢者宅を訪問する機会

のある福祉専門職（ケアマネジャー・相談支援専門員等）、区長、民生委員・児童委員、

自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から適切な避難行動に関する理解の促進を図り、

避難誘導及び避難介助体制の整備に努める。特に、市は、市民の迅速かつ円滑な避難を実

現するとともに、高齢化の進展等を踏まえ、高齢者等の避難行動要支援者等の避難支援対

策を充実・強化する必要がある。このため、避難勧告及び避難指示（緊急）のほか、避難

行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難行動支援対策に沿っ

て対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める避難準備・高齢者等避難開

始を伝達する必要がある。 

 

４ 学校における児童・生徒の避難計画 

学校等は、長時間にわたって多数の幼児、児童及び生徒の生命を預かるため、常に安全

の確保に努め、状況に即応し的確な判断のもとに統一のとれた行動がとれるようにする。

避難誘導マニュアルを策定し、教職員はその運用に精通しておくとともに、日頃から避難

訓練を実施し幼児、児童及び生徒に災害時の行動について周知しておく。 

なお、地域防災計画に基づき、消防署、警察署、市及び自治会等と密接な連携のもとに、

安全の確認に努めるものとする。 

 

（１）防災対策 

 

（２）避難訓練計画 

各小・中学校は、災害に備え避難訓練計画を策定する。計画は、避難所や避難経路、さ

らに避難にあたっての留意事項等を定める。 

  

 児童・生徒に対し、教科指導・学級等をとおして地震・火災・風水害・落雷等

の災害について理解を深めさせ、防災上必要な安全教育の充実を図るととも

に、避難訓練の徹底を図る。 

 緊急時の防火及び警備の実施は、教職員が担当する。 

 防火、警備及び避難等の組織は、できるだけ単純なものとし、状況に即して実

働できるよう弾力をもたせる。 

 非常の際における対策措置は、状況による変更が予想されるため、まず、第一

に児童・生徒の避難と初期消火活動等に重点をおくものとする。 
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第５ 避難所の管理運営体制の整備【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、教育部】 

１ マニュアルの整備・見直し 

「被災者救援班」と避難所施設の管理所管課は協力して、避難所の開設時に円滑な運営

ができるよう職員、自主防災組織並びにボランティア団体等を各避難所に配置し、あらか

じめ作成した避難所開設マニュアルや避難所運営マニュアルに従い避難所を開設し、管理

運営を行う。 

ただし、状況に応じて適宜見直すものとする。 

なお、マニュアルの作成にあたっては、避難所におけるプライバシーの保護のため、女

性や高齢者、障がい者、子どもをもつ家庭等の視点からの配慮を行うため、幅広い意見を

求めるとともに、次の点について定める。 

 

２ 避難所運営の知識の普及及び訓練 

拠点避難所の運営（開設の手順等）や機器等の操作、新型コロナウイルス感染症をはじ

めとした感染症対策への配慮について、職員、学校職員、自主防災組織や市民が協力して

円滑に実行できるよう情報の共有化、担当者の研修、各施設での実践的な訓練等を実施す

る。この際、市民等への普及にあたっては、市民等が主体的に避難所を運営できるように

配慮するよう努める。 

特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予防や対処法に関する普及啓発

に努める。 

 

３ 避難所機能の充実 

各拠点避難所（小学校）において、備蓄機能や情報通信機能、救護所機能、炊き出し機

能の確保を検討するとともに、プール又は受水槽により、生活用水の確保に努める。 

また、停電時の夜間照明を確保するため、各避難所に懐中電灯やランタン等を整備する

とともに、ソーラー付ＬＥＤ街灯等についても検討する。 

発電機については、備蓄制限の厳しいガソリンから、新たな燃料（ガス、太陽光、蓄電

池等）への転換や、それらの燃料に対応する炊出用調理器具等の設置等についても検討す

る。 

 

４ 集約避難所の選定 

避難生活の改善と避難者の自立促進及び避難所施設の本来機能（教育等）の回復を図る

ため、避難所開設後一定期間が経過した時点で、応急仮設住宅が建設されるまでの間、避

難者数の減少に応じて避難所を集約し、避難所を段階的に解消する。 

集約避難所については、あらかじめ指定することはせず、災害時の避難者の状況や施設

の被災状況を勘案し、選定するものとする。  

 職員、ボランティア団体等の配置 

 避難所の開設、受入れ準備 

 避難所の管理運営 

 避難所の閉鎖 
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第８節 物資及び資機材等の備蓄 

 

第１ 飲料水・食料・生活必需品・資機材・医薬品・石油類燃料の供給体制 
の整備【財政部、市民部、環境経済部、福祉部、健康・子ども未来部、上下水道部】 

 

災害時に市外からの救援が届くまでの間、市民の生活を確保するため、食料、生活必需

品、応急給水資機材及び防災用資機材等の備蓄並びに調達体制の整備を推進する。備蓄に

あたっては、基準を定めて備蓄量の維持に努め、災害時の輸送経路の遮断等を想定し、拠

点避難所である小学校ごとに防災備蓄倉庫を分散配置し、期限切れ等を考慮して計画的に

購入する。 

また、備蓄倉庫の容量、維持管理の面から現物在庫には限界があることを考慮し、物流

事業者及び商工業者等の協力を得て流通在庫等の方式による物資の確保を図るものとする。 

 

１ 食料、飲料水及び生活必需品の備蓄・調達方針 

災害時の食料及び物資の調達については、市民による自主備蓄、また、市、埼玉県等の

備蓄拠点における備蓄及び流通備蓄により、総合的な備蓄体制を確立し、災害発生後３日

間の非常用物資等を確保する。 

また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、備蓄物資や物資拠点の登録に努め

るとともに、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行う。 

 

２ 備蓄物資の品目及び備蓄場所 

市民の基本的な生活を確保するうえで必要な生活必需品のほか、避難所での生活が被災

者の心身に与える衛生的な影響を最小限に抑えるため、避難者のプライバシーに配慮した

簡易間仕切りや簡易トイレの衛生用品など、避難所生活を想定した物資等についても備蓄

していく。特に、乳幼児や高齢者、障がい者等の要配慮者及び女性にも配慮した物資等に

ついても備蓄していく。 

備蓄数量は、関東平野北西縁断層帯地震の被害想定に基づき、避難者用を埼玉県と市で

 市は、市民が各家庭や職場で、平常時から最低３日分（推奨１週

間）の食料、飲料水、生活必需物資を備蓄するよう啓発する。な

お、食料の備蓄については、災害用非常食に限ったものである必要

はなく、日常生活における各家庭の食料ストック（即席麺、レトル

ト食品、米等）の状況に応じて、災害時に対応できる量を各家庭に

おいて判断することが大切である。 

 市民は、飲料水や食料などを普段から多めに常備し、利用しながら買い

足すことを繰り返す「ローリングストック法備蓄」を導入する。 

また、災害時にはトイレが使えなくなるため、携帯トイレの備蓄（推奨

１週間分）を行う。 

 市は、市民の備蓄を補完するため、予測される被災者の食料等の備蓄及

び調達に努める。 

 市及び防災関係機関は、災害対策要員に必要な食料等を備蓄する。 
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それぞれ 1.5日分（合計３日分）以上、埼玉県と市は災害救助従事者用（自治体ごとに各自

の分を備える）を３日分以上とする。 

備蓄場所は倒壊の危険性や浸水のおそれなどを念頭に、市役所及び市内の防災備蓄倉庫

に分散して備蓄する。なお、備蓄物資についてはおおむね次の品目とする。 

 

■備蓄物資の品目 

種別 品目 

食料品等 
アルファ米、クラッカー乾パン、粉ミルク、液体ミルク離乳食、缶詰、お

かゆ、減塩食品、調味料、介護食、アレルギー対応食等 

給食・給水用品 
釜セット、炊事用品、カセットコンロ、浄水装置、給水架台、水袋、ウォ

ーターバルーン、給水ホース等 

衛生医療用品 
救急箱（消毒液、三角きん、副木

そ え ぎ

、包帯、ガーゼ、絆
ば ん

創
そ う

膏
こ う

、眼帯、マス

ク等）、生理用品、紙おむつ（乳幼児用、大人用）、肌着、哺乳びん、ウエ

ットティッシュ等 

避難・救護用品 
テント、毛布、布団、カーペット、担架、簡易ベッド、車いす、タオル、懐

中電灯、ろうそく、バケツ、ほうき、乾電池、洗剤、ビニール袋等 

災害用トイレ用品 仮設トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー等 

情報伝達用品 トランジスタラジオ、無線機（トランシーバー）携帯電話等 

資機材 

チェーンソー、発電機、投光器、折りたたみリヤカー、はしご、ブルーシ

ート、拡声器、救助用資機材、ヘルメット、自転車、水中ポンプ、軍手、

間仕切り等 

 

３ 緊急調達体制の確立 

災害時において被災人口が拡大すると、備蓄のみでは緊急に必要な食料や生活必需品が

不足することが予想される。そのため、災害時における食料、生活必需品の供給を確保し、

さらに災害応急対策の円滑化を図るため、主食、副食、日用品等の関係業界と協議し、物

資調達に関する協定の締結に努め、これらの物資の緊急時における調達に万全を期する。 

 

４ 応急給水 

（１）応急給水体制の整備 

① 応急給水目標量 

災害発生時に上水道の給水が停止した場合、断水世帯に対し、次表を目標に給水体制を

整備する。 

 

■一日あたりの給水目標 

災害発生からの期間 目標水量 水量の根拠 

災害発生から３日 ３Ｌ/人･日 生命維持に必要な最小水量 

４日から 10日 20Ｌ/人･日 
炊事、洗面、トイレ等最低生活水準を維持するため

に必要な水量 

11日から 21日 100Ｌ/人･日 通常の生活には不便であるが、生活可能な必要水量 

22日から 28日 250Ｌ/人･日 ほぼ通常の生活に必要な水量 

  



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 42 - 

② 相互応援体制の確立 

他都市水道事業体との災害応援協定の締結に努め、速やかに市町村水道事業体に応援要

請できる体制を確立する。 

 

（２）給水資機材の整備 

① 応急給水用資機材の整備 

非常用水源からの拠点給水、給水車等による運搬給水に必要な資機材を整備する。 

 

② 耐震性貯水槽の整備 

災害時における初期の消火に対応し、かつ市民の飲料水を確保するため、計画的に飲料

水兼用耐震性貯水槽の整備を図る。 

 

③ 水資源の活用 

受水槽等の活用や雨水等の利用を検討し、総合的な生活用水確保のための対策を講ずる。 

 

５ 石油類燃料の調達・確保 

埼玉県は、災害時における人員及び物資等の輸送に必要な石油類燃料の調達体制につい

て、平常時から埼玉県石油業協同組合と連絡調整を行い、災害時における石油類燃料の確

保に努め、災害時に特に重要な施設で、埼玉県が指定する施設に対する石油類燃料の供給

ができるよう当該施設の燃料タンクの種類や容量など設備等情報を調査・収集し、石油連

盟に提供している。 

本市においては、既に石油類燃料の調達のため石油商業組合との災害時優先供給に関す

る協定を締結していることから、締結した協定にのっとりこれらの物資の緊急時における

調達に万全を期するものとする。  
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第９節 医療体制等の整備 

 

第１ 救急救助【市民部、健康・子ども未来部、消防組合、埼玉県】 

１ 救急救助体制の整備  

市及び消防組合は、消防署、消防団器具置場及び自主防災組織における救急救出救助資

機材の整備に努め、消防団員及び市民等に対する救急救助訓練を行い、消防団及び自主防

災組織等を中心とした各地域における救急救助体制の整備を図る。 

 

２ 傷病者搬送体制の整備  

 

■傷病者搬送体制の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）情報連絡体制 

傷病者を迅速かつ的確に後方医療機関へ搬送するためには、収容先医療機関の被害状況

や空き病床数等、傷病者の搬送先を決定するに必要な情報が把握できるよう災害時医療情

報連絡体制を確立する。 

 

（２）搬送順位  

あらかじめ地域ごとに、医療機関の規模、位置及び診療科目等を基に、およその搬送順

位を決定しておく。災害発生後は、医療機関の被災情報や搬送経路など様々な状況を踏ま

えたうえで、最終的な搬送先を決定する。 

 

救護所 
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（３）搬送経路  

災害により搬送経路となるべき道路が被害を受けた場合を考慮し、後方医療機関への搬

送経路を検討しておく。  

 

（４）ヘリコプター搬送  

あらかじめ、ヘリコプター離発着箇所や離発着スペースを考慮した受入れ可能な医療機

関との連絡体制を確立させておく。なお、防災ヘリコプター、他都県市の保有するヘリコ

プター等による重症患者の搬送計画を確認する。  

 

（５）効率的な出動・搬送体制の整備  

災害発生時には、骨折、火傷等傷害の種類も多く、緊急度に応じた迅速かつ的確な判断

と行動が要求される。このため、救急救命士の有効活用も含め、効率的な出動体制・搬送

体制を整備させておく。 

また、災害発生直後は、119 番回線の不通等電話がつながりにくい状況や交通混雑など

による救急車両の走行障害等の状況が考えられるため、こうした事態を想定した救急搬送

体制の充実を図る。 

 

３ 災害時広域医療搬送計画の整備  

洪水などの大災害が埼玉県内で発生し、埼玉県内における医療救護能力を超える負傷者

の発生や医療機関自体の被災による著しい医療機能の低下により、埼玉県内の医療機関だ

けでは、負傷者の受入れ・治療に十分対応できない事態が想定される。 

埼玉県は、このような事態においても負傷者への適切な治療を実施できるよう、災害時

広域医療搬送計画に基づき、被災地外の医療機関に負傷者を迅速に搬送できる体制を整備

する。する「災害時広域医療搬送計画」を策定するものとしている。 

本市は、埼玉県による「災害時広域医療搬送計画」の策定に基づき応じて、埼玉県に対

して傷病者の搬送を要請するものとする。 

 

第２ 医療救護【健康・子ども未来部】 

災害時の医療体制を確保するため、平常時から災害直後の初期医療、傷病者の搬送先後

方医療体制（救急病院等）及び近隣市町との医療応援体制の整備を図る。 

 

１ 災害医療体制の整備 

（１）初期段階の救急医療体制の充実 

災害の発生を想定し、初期段階の救急医療活動が速やかに開始できるよう関係機関と調

整し、その体制を整備する。 

 

（２）医療救護チームの編成 

災害発生後、市保健センターの看護師や保健師等により医療救護チームを編成するとと

もに、医師会等の関係機関と連携を図り、医師会救護班の派遣や医薬品の調達などに努め

る。なお、円滑な医療の実施や医薬品調達が図れるよう市は関係機関と発災前に協議する

ものとする。 
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２ 医薬品等の備蓄 

災害発生後３日程度の間に必要とする医薬品（包帯や消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤等）を備

蓄するとともに、救護所設置に必要な資機材の確保に努める。 

 

３ 医療保健応援体制の整備 

市は、災害時の医療体制を確保するため、久喜市医師会、久喜市歯科医師会、久喜白岡

薬剤師会との医療協定を締結している。が災害時に備え、平常時から連絡・協力体制を確

立するとともに、看護協会との医療協定の締結の推進に努める。  
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第 10 節 防災都市づくり計画 

 

第１ 災害に強いまちづくりの推進【環境経済部、建設部、上下水道部】 

本市は、首都圏内に位置するため農地の宅地化が進み、一部で過密な市街地や家並みが

形成されている。これは、災害に対するもろさを内包しており、街並み自体が様々な危険

性をもっていることになる。 

市民が安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、脆弱な都市構造を改造して防災

環境の整備を行い、災害要因の解消を図るとともに、そこに生活する市民が災害の危険性

を認識し、地域コミュニティを育む中で防災への備えを自発的に行うものとする。 

 

１ 安全・快適な都市空間の形成 

大規模火災では、公園・緑地や街路樹等の市街地内の緑が火災の延焼防止に効果を発揮

したり、河川水が災害時の消火、生活用水として利用されている。このため、公園・緑地

の整備、残存緑地の保全、河川空間の整備等により、市街地内において緑の創出・保全と

オープンスペースの確保を進め、自然と共生し、水と緑に包まれた安全で快適な都市空間

の形成を図る。 

 

２ 安全・安心な生活空間の形成 

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、日常生活を営む中で形成されたコミュニティが、

救援、防災活動に有効に機能したことから、市民の自発的な連携意識に支えられたコミュ

ニティ活動の醸成を図ることにより、子どもから高齢者まで、市民の誰もが思いやりとふ

れあいの中で、共に助けあい、支えあう、心豊かな地域社会の形成を図る。 

このため、市民の身近な活動拠点となる集会施設等の整備を進めるなどコミュニティを

育む日常的な交流空間の整備・充実を進めるとともに、建築物の耐震・不燃化と宅地内緑

化を誘導し、コミュニティの防災安全性の向上とあわせ、住宅密集市街地の解消や 狭隘
きょうあい

道

路の改善促進等によって、安全・安心な生活空間の形成を図る。 

 

３ ライフライン施設等の機能の確保 

ライフラインの被災は、安否確認、市民の避難、救命・救助等の応急対策活動等に支障

を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから、市及びライフライン事業者

は、上下水道、電気、ガス、石油、電話等のライフライン関連施設や廃棄物処理施設につ

いて、地震災害においては耐震性の確保、風水害においては浸水防止対策等、災風水害に

対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による

代替性の確保を進める。 

廃棄物処理施設については、施設の耐震化、不燃堅牢化を図り、施設における災害時の

人員計画、連絡体制、復旧対策の作成及び施設等の点検手引き等を準備する。 

また、処理に必要な薬剤、予備冷却水、起動用非常用発電機等を必要に応じてあらかじ

め確保する。大規模災害時に稼働することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待でき

ることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努める。 
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下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維

持又は修繕に努めるとともに、災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可

搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に努めるものとする。 

第２ 防災空間の整備・拡充【環境経済部、建設部、上下水道部】 

災害発生時において、避難者の安全確保と火災の延焼防止のため、市街地の中に公園・

緑地、道路等のオープンスペースを確保することは災害に強いまちづくりの基本的課題で

ある。 

また、これらのオープンスペースは、延焼遮断帯として機能するほかに、災害時の救援

活動や緊急物資の集積等の拠点、応急仮設住宅の建設用地としても利用でき、重要かつ多

様な役割を有している。 

 

１ 公園・緑地の整備 

公園・緑地は、都市のオープンスペースとして、また、市民生活に安らぎを与える憩い

の場、子どもの遊び場を提供するという日常的な機能に加えて、災害時には避難場所、救

援活動拠点等の災害対応の機能を有する防災活動拠点、他市町村や警察、消防、自衛隊等

応援部隊が活動、物資の集積・中継を行う広域防災拠点として重要な役割を果たすことが

できる。 

したがって、これらのニーズに対応し、今後さらに増大するニーズに応えるため、公

園・緑地等の一層の整備を進めるとともに、各種の防災機能の充実を図る。 

 

２ 道路・橋梁の整備 

道路・橋梁は、災害発生時の避難、救援・救護、消防活動等に重要な役割を果たし、ま

た、火災の延焼を防止するオープンスペースとなるなど、多様な機能を有する。このため、

多元多重の交通ルートの確保を考慮のうえ、災害に強い道路施設の整備等を進める。 

また、災害復旧にあたっては、防災活動や救援活動に支障のないように、あらかじめ復

旧優先道路を指定しておくほか、交通規制用資材や応急復旧資材などの備蓄に努める。 

 

（１）幹線道路の整備 

幹線道路は、災害時の延焼遮断帯となるとともに、避難、緊急物資等の輸送道路となる

など、災害時には重要な役割を有している。このため、都市計画道路等の市内の主要な幹

線道路の整備を進めるとともに、緑化、植栽を推進していく。 

 

（２）生活道路の整備 

生活道路は、平常時には市民にもっとも身近な道路であり、災害時には避難、救援物資

等のための道路、延焼遮断帯としての役割を果たす。このため、できるだけ格子状の道路

網を形成するよう整備を図り、安全でゆとりある空間づくりを進めていく。 

 

（３）消防活動困難区域の解消に資する道路整備 

火災が発生した場合に、消防活動が支障なく行えるよう整備に努める。 

  



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 48 - 

（４）橋梁の整備・点検 

避難、救援救護活動、復旧活動等に支障のないよう橋梁の整備・点検等を計画的に行う

とともに、既設橋梁の耐震性向上のため、調査や補強を行う。 

 

３ 都市基盤の整備 

市街地再開発事業、土地区画整理事業、街路整備事業等により、それぞれの地域の災害

特性に配慮した土地利用の誘導、開発抑制、移転の促進や避難に必要な施設の整備を推進

する。また、自然環境の機能を活用すること等により地域のレジリエンスを高める「Eco-

DRR（生態系を活用した防災・減災）」及び「グリーンインフラ」の取組の推進など、総合

的な防災・減災対策を講じることにより、災害に強いを推進し、災害に対して強いまちづ

くりを目指す。 

 

４ 農用地の保全 

農用地は、良好な環境はもとより防災上も、遊水機能の確保、火災の延焼防止、発災時

の被災者への食料供給等の重要な役割を担っている。 

このため、これら生産機能や防災機能の優れた農用地の計画的な保全を図る。 

 

５ 治水対策の充実 

大雨のときも安心して暮らせるよう、治水のための施設整備や水防情報の適切な提供な

ど総合的な治水対策を進める。  
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第 11 節 災害時の要配慮者対策 

 

平成 23年の東日本大震災では、被災地全体の死亡者のうち 65歳以上の高齢者の死者数は

約６割であり、障がい者の死亡率は被災者全体の死亡率の約２倍にのぼった。 

こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成 25 年の災害対策基本法の改正において、避

難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援が定められたところである。 

市及び埼玉県、関係団体等は法改正を受け、内閣府が策定した「避難行動要支援者の避

難行動支援に関する取組指針」を参考に、避難行動要支援者の支援対策を推進していく。 

 

○災害時の要配慮者にかかる定義 

・要配慮者 

高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児、児童、傷病者、日本語が不自由な外国人とい

った災害時に自力で避難することが困難な者のことをいう。 

また、災害時の避難所生活等にあたり、大きな支障があり、特段の手助けが必要な

者のことをいう。 

・避難行動要支援者 

市に居住する要配慮者のうち、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に自ら

避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支

援を要する者のことをいう。 

社会福祉施設入所者等は別項目を立てているため、主に在宅の避難行動要支援者の

ことをいう。 

・避難支援等関係者 

避難行動要支援者の避難支援を行う地域のマンパワーのことをいう。災害対策基本

法第 49条の 11第２項で、例示として消防機関、警察署、民生委員・児童委員、久喜市

社会福祉協議会、自主防災組織をあげているが、必ずしもこれに限定せず、行政区など

のほか、各種障がい者団体や事業者など地域に根ざした幅広い団体や個別避難計画作成

に参画する者の中から、地域の実情により避難支援者を決めることとしている。 

 

第１ 避難行動要支援者の安全対策 

【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、久喜市社会福祉協議会】 
１ 全体計画 

市は、要配慮者対策を重点的に具体化した計画として、「久喜市災害時要援護者避難支援

プラン（全体計画）」（以下「全体計画」という。）を作成し、避難支援の対象者の範囲、避

難行動要支援者の情報の収集・共有の方法、避難準備・高齢者等避難開始等の発令・伝達、

自助・共助・公助の役割分担、避難支援体制など、本市における要配慮者支援対策の基本

的事項を定めている。 

市では、この「全体計画」に即して、要配慮者支援対策を実施する。 

 

２ 要配慮者の把握 

市は、要援護者見守り支援登録台帳を作成するにあたり、避難行動要支援者に該当する
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者を把握するために、市の関係各部で把握している要介護高齢者や障がい者等の情報を集

約するように努める。 

また、難病患者にかかる情報等、市で把握していない情報のうち、要援護者見守り支援

登録台帳の作成のために必要があると認められる情報については、埼玉県知事その他の者

に対し、情報提供を積極的に求め、取得する。 

 

３ 避難行動要支援者の範囲の設定 

市は、要配慮者のうち、災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難

することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者

の範囲について、次のとおりとする。 

 

■対象となる避難行動要支援者 

 

４ 要援護者見守り支援登録台帳の作成 

災害対策基本法第 49条の 10において、市は、避難行動要支援者にかかる避難の支援、安

否の確認、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施

するための基礎とする名簿の作成が義務付られた。市においては、既に要援護者見守り支

援登録台帳が作成されていることから、当該台帳を災害対策基本法第 49条の 10に基づくも

のとして位置付けるものとする。 

なお、台帳の作成にあたっては、前述「２ 要配慮者の把握」により収集した情報のう

ち、要件を満たすものについて次の事項を記載するものとする。 

  

 高齢者（65歳以上の方） 

・ひとり暮らし 

・高齢者のみの世帯 

・日中・夜間独居世帯 

・要介護認定区分が要介護３以上の認定を受けた方 

 障がい者 

・身体障害者手帳１級、２級 

・療育手帳 Ⓐ、Ａ 

・精神障害者手帳１級 

・難病患者  

・自立支援障害支援区分３以上の方 

 状況により支援が必要な方 

・妊産婦及び乳幼児 

・児童 

・日本語が堪能でない外国人の方など 

・その他援護を必要とする方 
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■要援護者見守り支援登録台帳の記載事項 

 

５ 個別避難計画の作成 

避難行動要支援者については、災害の発生時、又はそのおそれが高まったときに、避難

行動要支援者への避難情報の伝達や避難誘導等を迅速かつ適切に実施するため、特に人的

支援が必要な要配慮者一人ひとりについて、誰が支援して、どこの避難所等に避難させる

かをあらかじめ定めておく必要がある。 

このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要援護者見守り支援登録台帳情報に

基づき福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員・児童委員、行政区長、自主防災組織など

地域の関係機関や支援者と打合せながら、避難行動要支援者ごとに作成の同意を得て、避

難個別支援プラン（個別避難計画）を作成する。なお、避難個別支援プラン（個別避難計

画）は、「要援護者見守り支援登録書兼個別プラン」とする。 

なお、個別避難計画の作成に当たっては、自力で避難することが困難な避難行動要支援

者から優先して作成するものとし、優先して作成する者の個別避難計画については、概ね

令和７年度までを目途に作成できるように努める。 

また、平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難支援等の具体的な支援

方法について入念に打合せができるよう避難支援等関係者に協力を求めるものとする。 

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや

更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新

するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じな

いよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

 

６５ 要援護者見守り支援登録台帳及び個別避難計画のバックアップ 

災害規模等によっては、市の機能が著しく低下することを考え、クラウドをはじめとし

たデータ管理や埼玉県との連携などにより要援護者見守り支援登録台帳及び個別避難計画

のバックアップ体制について、検討する。 

また、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体でも最新の情報を

保管しておくとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても台帳及び個別避難計

画の活用に支障が生じないよう、台帳及び個別避難計画情報の適切な管理に努めるものと

する。 

 

７６ 要援護者見守り支援登録台帳の更新 

避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市は、毎年度、地域関係機関と協

力し、「要援護者見守り支援登録台帳」を基にした要配慮者にかかる登録内容を確認し、情

報を最新の状況に保つよう努める。  

 氏名 

 生年月日 

 性別 

 住所又は居所 

 電話番号（携帯電話）その他の連絡先 

 避難支援等を必要とする事由 

 前各項目に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項 
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８７ 要援護者見守り支援登録台帳及び個別避難計画の活用 

要援護者見守り支援登録台帳は平常時から消防機関、警察、民生委員・児童委員、社会

福祉協議会、自主防災組織など避難支援等関係者に提供され、共有されていることで、い

ざというときの円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくものである。 

そのため、市は、避難行動要支援者の台帳情報について、あらかじめ避難支援等の実施

に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、情報を提供する。 

なお、平常時から台帳情報を外部提供するために、避難行動要支援者及び避難支援実施

者の同意を得るよう努める。 

また、災害の発生時、又は発生のおそれが生じた場合において、避難行動要支援者本人

の同意に関らず、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要が

あると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に

対し、名簿情報を提供する。 

 

９８ 避難支援等関係者の安全確保の措置 

避難支援等関係者本人又はその家族等の生命及び身体の安全を守ることを大前提とし、

避難支援等関係者が、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行え

るよう避難支援等関係者の安全確保に十分配慮する。 

また、避難行動要支援者に対しても、「避難支援等関係者は全力で助けようとするが、助

けられない可能性もあること」も含め、制度を正しく理解してもらうよう周知に努める。 

 

10９ 要援護者見守り支援登録台帳及び個別避難計画情報の適正管理 

要援護者見守り支援登録台帳及び個別避難計画の提供に際しては、避難支援等関係者が

適正な情報管理を図るよう市においては、個人情報保護の管理徹底について説明を行うな

ど適切な措置を講ずる。 

 

10 個別計画個別避難計画の策定作成 

避難行動要支援者については、災害の発生時、又はそのおそれが高まったときに、避難

行動要支援者への避難情報の伝達や避難誘導等を迅速かつ適切に実施するため、特に人的

支援が必要な要配慮者一人ひとりについて、誰が支援して、どこの避難所等に避難させる

かをあらかじめ定めておく必要がある。  

このため、市は、地域の特性や実情を踏まえつつ、要援護者見守り支援登録台帳情報に

基づき民生委員・児童委員、自主防災組織など地域の関係機関や支援者と打合せながら、

避難個別支援プラン（個別計画個別避難計画）を作成する。なお、避難個別支援プラン

（個別計画個別避難計画）は、「要援護者見守り支援登録書兼個別プラン」とする。 

また、平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難支援等の具体的な支援

方法について入念に打合せができるよう避難支援等関係者に協力を求めるものとする。 

 

11 防災訓練の実施 

市は、防災訓練等を実施するにあたっては、避難行動要支援者と避難支援等関係者の参

加を求め、情報伝達、避難支援等について実際に機能するか点検しておくよう努める。 

また、福祉避難所の開設訓練の実施に努める。 
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第２ 要配慮者全般の安全対策 

【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、建設部、教育部、久喜市社会福祉協議会】 
１ 要配慮者の安全確保 

（１）緊急時通報システムの整備 

市は、災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため、要配慮者に対する緊急通報

装置の給付の促進など、緊急時通報システムを整備し、その周知に努める。 

 

（２）防災基盤の整備 

市は、路面の平坦性や有効幅員を確保した避難路の整備、車いす使用者にも支障のない

出入口のある避難地の整備、明るく大きめの文字を用いた防災標識の設置等、要配慮者の

人権を考慮した防災基盤整備を推進する。 

また、市、埼玉県、その他の公共機関は要配慮者の避難誘導を想定した避難誘導計画の

策定や施設整備を行うものとし、市は、その他の集客施設における取組を推進する。 

 

（３）要配慮者の人権に配慮した避難所運営体制等の整備 

市は、要配慮者等の人権に考慮した生活救援物資の備蓄及び調達先の確保など、避難所

での良好な生活環境が提供できるよう要配慮者となる多様な主体の意見の聴取に努め、避

難所運営マニュアルの見直しを図るものとする。 

特に福祉避難所については、通常の避難所よりも、要配慮者のために特別の配慮がなさ

れた避難所として指定されているものであることに留意し、物資・機材について配慮する。 

 

（４）防災カード（ヘルプカード・あんしんカード）の普及 

市及び久喜市社会福祉協議会は、要配慮者への効果的な救援・援護を行うため、要配慮

者が必要としている援助の内容が分かるカードの作成及び配布を実施し、日頃から携帯し

てもらうことの周知及び避難所でカードの提示を受けることになりうる者へのカードの確

認の周知を実施する。 

 

（５）情報伝達方法の確立 

市は、要配慮者自身の災害対応能力を考慮した緊急通報、避難誘導等の施設、設備等の

導入及び普及を図る。 

通常の音声・言語・映像等による手段では、適切に情報が入手できない要配慮者に配慮

した方法を使用する。 

また、その情報伝達に必要な専門技術を有する通訳者及びボランティア等の派遣・協力

システムを整備する。 

 

２ 福祉避難所（要配慮者用避難所）の整備 

市は、要配慮者自身の災害対応能力を考慮し、あらかじめ福祉避難所（要配慮者用避難

所）を確保しておき、社会福祉施設等においても、要配慮者向けの食料、飲料水、生活必

需品、医薬品、福祉用具等の備蓄物資の調達及び供給に努める。 

 

３ 地域との連携 
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（１）役割分担の明確化 

市は、避難所や病院、社会福祉施設、社会福祉事業者等の社会資源を明らかにするとと

もに、その役割分担を明確にし、平常時から連携体制を確立しておく。 

 

（２）社会福祉施設との連携 

市は、災害時に介護等が必要な被災者を速やかに施設入所できるよう平常時から社会福

祉施設等との連携を図っておく。 

また、災害時には、被災者に対する給食サービスや介護相談など施設の有する機能の活

用も図っていく。 

 

（３）見守りネットワーク等の活用 

市は、高齢者、障がい者等に対する近隣住民、民生委員・児童委員及びボランティアに

よる安否の確認などの見守りネットワーク等を活用し、災害時におけるきめ細かな支援体

制を確立しておく。 

 

４ 相談体制の確立 

市及び久喜市社会福祉協議会は、災害時、被災者からの相談（金銭、仕事、住宅、福祉、

医療、保健、教育等)に的確に対応できるよう日頃から相談体制を整備しておく。 

また、被災により精神的なダメージを受けた被災者に対してメンタルケア等が実施でき

るよう医師、看護師、保健師、教育関係者、福祉関係者、ソーシャルワーカー相談援助職

等の専門職員を確保しておく。 

 

５ 防災知識の普及啓発 

市及び久喜市社会福祉協議会は、要配慮者自身が自らの災害対応能力を高められるよう

要配慮者の態様にあわせた防災知識の普及、啓発及び防災訓練を行うとともに、これらを

効率よく実施できるよう施設の整備の推進を図る。 

 

６ 保育所における要配慮者の事前措置 

 

■園長の行うべき措置 

 各保育所の園長は、災害の発生に備えて、児童の避難訓練、災害時の事前及び事後

措置、保護者との連絡方法を検討し、その周知を図るとともに、市、消防組合、警

察署等の防災関係機関との連絡網を確立する。 

 各保育所の園長は、保育所の立地条件等を考慮したうえ、災害時の応急計画を樹立

するとともに、応急保育の実施方法等について的確な計画を立てておく。 

 各保育所の園長は、災害発生に備えて、保存食料、飲料水、離乳食等の備蓄に努め

る。 

 勤務時間外における職員の非常招集の方法を定め、日頃から職員に周知する。 

 保育時間内に災害が発生した場合に備えて、保護者の引き取りがない場合における

残留する児童の保護に関する対策を講ずる。 

 

７ 外国人の安全確保 

（１）外国人の所在の把握 
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市は、災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い円滑な支援ができるように、平

常時から外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努める。 

 

（２）防災基盤の整備 

市は、避難所や避難道路の表示等災害に関する案内板について、外国人にもわかりやす

い案内板の設置に努める。 

また、市は案内板のデザインの統一化について、検討を進める。 

 

（３）防災知識の普及・啓発 

市は、日本語を理解することができない外国人に対して外国語による防災に関するパン

フレットを作成し、外国人との交流会や外国人雇用事業所等、様々な交流機会や受入れ機

関などを通じて配布を行い、防災知識の普及・啓発に努める。 

また、広報紙やガイドブック、ラジオ、インターネット等の広報媒体を利用して、生活

情報や防災情報などの日常生活に関わる行政情報について、外国語による情報提供を行う

よう努める。 

 

（４）防災訓練の実施 

市は、平常時から外国人の防災への行動認識を高めるため、外国人を含めた防災訓練を

積極的に実施する。 

 

（５）通訳・翻訳ボランティアの確保 

市は、外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるように外国語通訳や翻訳

ボランティアなどの確保を図る。 

 

第３ 社会福祉施設入所者等の安全対策 

【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、久喜市社会福祉協議会】 
１ 施設管理者 

（１）災害対策を網羅した計画の策定 

施設管理者は、大規模な災害を想定した防災計画及び緊急時の職員の初期対応や指揮命

令系統を定めたマニュアルを策定し、職員及び入所者への周知徹底を図る。 

 

（２）緊急連絡体制の整備 

① 職員参集のための連絡体制の整備 

施設管理者は、災害発生時に迅速に対応するため、電話による緊急連絡網のほか、携帯

電話等を用いた一斉メール等を整備し、職員の確保に努める。 

 

② 安否情報の家族への連絡体制の整備 

施設管理者は、災害時に、入所者の安否を確認し、職員及び入所者の家族と迅速に連絡

がとれるよう緊急連絡網を整備するなど緊急連絡体制を確立する。 

 

（３）避難誘導体制の整備 
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施設管理者は、災害時における避難誘導のため、非常口等避難経路を確保し、入所者を

所定の避難所への誘導や移送のための体制を整備する。 

 

（４）被災した在宅の要配慮者の受入れ体制の整備 

施設管理者は、災害時、通常の避難所では生活が困難な在宅の要介護高齢者等の要配慮

者を受け入れるための体制整備を行う。 

 

（５）食料、防災資機材等の備蓄 

入所施設の管理者は、次に示す物資等を備蓄しておくものとし、市はこれを指導する。 

 

■備蓄物資（例示） 

 

（６）防災教育及び訓練の実施 

施設管理者は、施設職員及び入所者に対し、防災に関する普及・啓発を定期的に実施す

るとともに、各施設が策定した防災計画について周知徹底し、消防署や市民等との合同防

災訓練、夜間や職員が少なくなる時間帯などの悪条件を考慮した防災訓練を定期的に実施

するものとし、市はこれを促進する。 

特に福祉避難所として指定を受けている施設においては、当該施設が平常時に受け入れ

ている者以外の在宅の要配慮者などの受入れを想定した開設訓練を実施するものとし、市

はこれを促進する。 

 

（７）地域との連携 

施設管理者は、災害時の入所者の避難誘導又は職員が被災した場合の施設の運営及び入

所者の生活の安定について協力が得られるよう平常時から、近隣の自治会、町内会やボラ

ンティア団体等との連携を図っておく。 

また、災害時のボランティアの派遣要請等の手続が円滑に行えるよう市との連携を図っ

ておく。 

 

（８）施設の耐震対策 

施設管理者は、震災時における建築物の安全を図るため、必要に応じ耐震診断、耐震改

修を行う。 

 

２ 市 

（１）情報伝達体制の整備 

社会福祉施設等を支援するために、気象警報等の情報伝達体制の整備を図る。 

 

 非常用食料（老人食等の特別食を含む）（３日分以上） 

 飲料水（３日分以上） 

 常備薬（３日分以上） 

 介護用品（おむつ、尿とりパッド等）（３日分以上） 

 照明器具 

 熱源 

 移送用具（担架・ストレッチャー等） 



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 57 - 

（２）防災計画策定の指導 

防災計画及び各種マニュアルの策定、職員及び入所者への周知徹底を指導する。 

 

（３）施設間の相互支援システムの確立 

災害時に施設の建物が崩壊した場合は、入所者を他の施設に一時的に避難させたり、職

員が応援するなど地域内の施設が相互に支援できるシステムの確立に努める。 

 

（４）社会福祉施設等の耐震性の確保 

震災時における建築物の安全を図るため、施設管理者が必要に応じて耐震診断、耐震改

修を行うよう指導する。  



総 則 編 
第２章 災害予防計画 

 

 - 58 - 

第 12 節 災害復旧・復興への備え 

 

大規模災害時には、多くの人々が被災し住居や家財の喪失、経済的困窮、あるいは生命

の危機に瀕し、地域社会が混乱に陥る可能性があり、こうした社会の混乱は、速やかな災

害復旧を妨げる要因となる。 

このことから、災害時の人身の安定と社会秩序の維持を図るため、防災関係機関と協力

し、民生安定のための予防対策を推進していく。 

また、市は躊躇なく避難勧告等避難情報を発令できるよう、平常時から災害時における

優先すべき業務を絞り込み、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげ

た体制の構築に努めるものとする。 

 

第１ 各種データの整備保全【各部】 

市は、復興の円滑化のため、あらかじめ各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基

本台帳、固定資産情報、公共施設・地下埋設物等情報及び測量図面等データの整備保存並

びにバックアップ体制の整備）に努める。 

 

第２ 罹（被）災証明書の発行体制の整備【財政部、環境経済部】 

市は、災害時に罹（被）災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査や罹

（被）災証明書の交付の担当部局を定め、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共

団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、

罹（被）災証明書の交付に必要な業務の実施体制を整備し、罹（被）災証明について可能

な限り速やかに対応する。 

また、市は、効率的な罹（被）災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの

活用について検討するものとする。 

 

第３ 災害廃棄物の発生への対応【環境経済部、建設部、衛生組合】 

市は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理

できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮

設トイレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との

連携・協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

 

第４ 業務継続性の確保【各部】 

市等の防災関係機関は、災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続

のため、災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の

準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから、業務継続計画の策定等により、

業務継続性の確保を図るものとする。また、実効性ある業務継続体制を確保するため、地

域や想定される災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・
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訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、

計画の評価・検証等を踏まえた改訂等を行うものとする。 

特に市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担う

こととなることから、業務継続計画の策定等にあたっては、少なくとも市長不在時の明確

な代行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電

気・水・食料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政デ

ータのバックアップ並びに非常時優先業務の整理について定めておくものとする。 
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第２編 風水害編 

【凡例】 

文字：県計画（R3.3）の新旧対照表をもとに修正した箇所 

文字：国の防災基本計画をもとに修正した箇所 

文字：前回更新後に発生した災害や国の動向等をもとに修正した箇所 
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第１章 風水害予防計画 
 

第１節 風水害の概況 

 

昭和 22年９月 15日、関東地方を襲ったカスリーン台風による利根川の破堤によって、埼

玉県東部一帯は大洪水に見舞われ、未曾有の大災害となった。 

平成 27 年の水防法の改正に伴い、公表された浸水想定区域洪水浸水想定区域を最大被害

と想定し、必要な対策を講じていくこととしている。 

なお、本市は、その平坦な地形から土砂災害の危険性は低く、埼玉県による土砂災害警

戒区域の指定はない。 

以下に、旧市町史等をもとに作成した本市の風水害による過去の災害履歴を示す。 

 

西暦 名称 被害概要 

1742 寛保二年の水害 

江戸幕府開設以来の大洪水が関東地方を襲った。被害は江戸表を

はじめ、武蔵、上野、下野、信濃国にまでおよんだ。菖蒲地区で

も水害は甚だしく、この年の年貢米を水損引にされている。その

他、鷲宮地区、久喜地区でも災害の記録が残っている。 

1772 明和九年の風水害 

大雨風発生。この時の被害は、洪水よりも風による家屋の倒壊が

中心であったようで、除堀村では本屋 12 戸をはじめ、木小屋 22

戸、豚家 39戸、馬家 1戸が吹潰されたという。鷲宮地区でも、大

風により、家屋が倒壊、鷲宮明神境内の大杉が 200 本あまり吹き

折れ、その他の大木とも数多く吹き折れたという。 

1786 天明六年の水害 

古老の申し伝えにもないほどの大水害に見舞われた。利根川沿い

の被害が大きく、一面水浸しになったといい、鷲宮地区では、多

くの破堤が発生し、死者も出たという。 

また、栗橋地区でも、被害の記録が残っている。 

1856 安政三年の水害 

大洪水発生。東大輪村では、総戸数 63 戸のうち 17 戸が全壊、２

戸半壊、物置小屋 20 戸全壊、４戸半壊、土蔵１箇所全壊し、負

傷者が６人であった。 

また、除堀村では門１箇所、本家 10 戸、木部 13 戸、下屋９戸

が、青柳村では前代未聞の大風として本家 15 戸、雪隠・収納屋

をあわせて 48 箇所が吹き倒されている。 

1859 安政六年の水害 

７月 24 日から大雨風となり、翌 25 日には上利根川の堤防が決壊

し、古利根川通りへ洪水が押し来たという。男女とも昼夜の差別

なく水防に努めたが、衣類、食糧などを流失し、渇命にもおよぶ

ほどの惨状であったという。青柳村では、本田で 82 戸が床上浸

水し、新田では全家屋が 3.4 尺（約１ｍ）の床上浸水であった。

その他、小河原井、所久喜、下清久、上清久、六万部の各村でも

多くの家屋が浸水にあっている。 

1890 明治 23 年の水害 

８月上旬から連日豪雨が続いており、河川が増水していたところ

埼玉県域を暴風雨が襲い、利根川や元荒川の主要河川が相次いで

決壊した。栗橋地区の被害は、浸水が 674 戸で、静村では家屋流

失が発生したという。 

また、菖蒲地区では、浸水 1,119 戸で、田畑の被害も甚大であっ

た。 
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西暦 名称 被害概要 

1910 明治 43 年の水害 

弘化三年の水位を越える大洪水であったといい、民家もことごと

く水に浸かり、人々は舟や筏で往来をしたという。各市町村の所

有地はもちろん、北埼玉、南埼玉の両郡全部、北葛飾のほとんど

全部にわたって土地・民家が浸水して、人・家畜の飼料、家屋の

流失倒壊が多数発生した。鉄道は破壊されて汽車は通行できなか

った。15 日には利根川本堤が再度決壊し、増水が約 0.6ｍにおよ

んだ。鷲宮地区では流失家屋や、死者は出なかったが、浸水家屋

は 546 戸で、田畑の被害も甚大であった。 

1947 
昭和 22 年 

カスリーン台風 

カスリーン台風は、大正、昭和を通じて埼玉県域、本市域に最大

の被害をもたらした。利根川では、16 日午前０時 30 分栗橋地区

近くの東村で破堤、濁流は北埼玉の人家や田畑をのみこみつつ南

下し、本市域に襲い掛かった。久喜地区では、死者１人、負傷者

22 人、床上浸水 2,038 戸、床下浸水 777 戸、全壊１戸、半壊 79

戸で、菖蒲地区では半壊１戸、浸水 45 戸、栗橋地区では、死者

16人、負傷者 50人、流失家屋 48戸、全壊 70戸、鷲宮地区では、

死者１人、全壊４戸、床上浸水 834 戸、床下浸水 46 戸、半壊 66

戸で、田畑・道路・橋・堤防などにも大きな被害をもたらした。 
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第２節 風水害予防計画 

 

水害の予防としては、多量の降雨による河川の氾濫、低地の浸水などの災害予防が考え

られる。市内を流れる河川には、国管理の一級河川（利根川）、埼玉県管理の一級河川

（中川、元荒川、青毛堀川、備前堀川、姫宮落川、庄兵衛堀川、大落古利根川、星川、野

通川、権現堂川、備前前堀川）や市管理の準用河川（中落堀川、蓮ヶ原川、江面落川、鷲

宮江川、大中落川）、用水路として見沼代用水路、黒沼笠原沼用水路、葛西用水路、北側

用水路等がある。これらの河川については、改修が進められているものの、流域の都市化

による保水・遊水機能の低下、しかも市域のほとんどが沖積低地という自然条件から、豪

雨による浸水被害の発生が予想される。市は、市民が自らの地域の水害リスクに向き合い、

被害を軽減する取組を行う契機となるよう、わかりやすい水害リスクの提供に努めるもの

とする。 

 

第１ 水害予防対策【建設部】 

１ 河川・水路改修整備の充実 

降雨による浸水や滞水から市民の財産を守るため、計画規模に応じた河川改修を進め、

整備にあたっては、特に浸水被害の発生頻度の高い地域を優先的に整備する。 

また、国、埼玉県等の関係機関に対しては、河川改修整備の促進を要望する。 

 

２ 遊水・保水機能の保全 

遊水及び保水機能の低下による河川治水機能の負荷の増大を軽減するため、公共施設を

中心に貯留浸透施設の整備促進を図るなど、浸水被害の防止策を推進する。 

また、「中川・綾瀬川流域整備計画」に基づく保水地域対策により、雨水流出抑制を図る。 

 

３ 災害未然防止活動 

平常時より水防活動の体制整備を行っておくものとする。また、委任を受けた民間事業

者が水防活動を円滑に実施できるよう、あらかじめ、災害協定等の締結に努めるものとす

る。 

 

４ 落下物の安全対策 

市、埼玉県、国及び建築物の所有者等は、強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落

下物の防災対策を図るものとする。 

 

第２ 施設等の維持、補修【建設部、上下水道部】 

風水害等に対し、応急対策に必要な施設や資材等を整備し、有効・適切に使用できるよ

う点検及び補修など施設の維持管理に努める。  
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第３ 公共下水道の整備【上下水道部】 

下水道事業による雨水対策として、雨水幹線の計画的かつ効率的な整備を行う。 

 

第４ 浸水想定区域洪水浸水想定区域等の周知【市民部、建設部】 

浸水想定区域洪水浸水想定区域図は、現時点において、国管理河川は水防法の規定によ

り定められた想定最大規模降雨（荒川流域の 72 時間総雨量 632 ㎜、利根川流域、八斗島上

流域の 72 時間総雨量 491mm）、埼玉県管理河川はおおむね 50 年に１回程度起こる大雨（小

山川・福川・女堀川流域の 24時間総雨量 270mm程度又は時間最大雨量 86mm程度）があった

場合に浸水が想定される区域を表示したものである。 

浸水想定区域洪水浸水想定区域の周知については、洪水予報河川及び水位情報周知河川

に指定されている河川においては、国又は埼玉県が水防法第 14 条に基づき、河川整備の基

本となる降雨により氾濫した場合に浸水が想定される区域を指定し、浸水した場合に想定

される水深を表示した図面（浸水想定区域洪水浸水想定区域図）を作成し、関係市町村長

に通知することとされている。 

市は、埼玉県等からの浸水想定区域洪水浸水想定区域の指定等に基づき、河川の氾濫に

より想定される浸水区域や避難場所及び避難経路に関する事項、緊急連絡先や情報連絡経

路、洪水、雨水出水に係る避難訓練に関する事項など、災害時に避難する市民にとって必

要な情報をわかりやすくまとめた「防災ハザードマップ」を作成・配布し、市民に対して

浸水想定区域洪水浸水想定区域の周知を図り、水防への関心を高め、被害の軽減を図ると

ともに、適宜見直しを図る。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期立

退き避難が必要な区域」として明示することに努めるものとする。なお、市は、防災週間

や防災関連行事等を通じ、市民に対し、水害時のシミュレーション結果等を示しながら

「早期の立ち退き避難が必要な区域」からの迅速で確実な立退き避難を求めるとともに、

浸水深、浸水継続時間等に応じて、水・食料を備蓄すること、ライフライン途絶時の対策

をとること、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図るも

のとする。 

市長は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な

情報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情

報として市民、滞在者その他の者へ周知するものとする。 

また、浸水想定区域洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設で洪水時に利用者の円滑か

つ迅速な避難の確保が必要なもの又は大規模工場等（大規模な工場その他地域の社会経済

活動に重大な影響が生じる施設として市が条例で定める用途及び規模に該当するもの）の

所有者又は管理者から申出があった施設で洪水時に浸水の防止を図る必要があるものにつ

いて、これらの施設の名称及び所在地について地域防災計画に定めるものとする。名称及

び所在地を定めたこれらの施設については、市は、地域防災計画において、当該施設の所

有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝達方法を定める。 
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第５ 発災前の避難決定及び市民への情報提供 

【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、建設部、教育部】 
台風、豪雪、洪水等は、被災までに一定の時間があり、予見性が高い。 

市は、熊谷地方気象台や河川事務所など専門機関からの情報に基づき、発災前の早い段

階における避難決定や市民の避難に資する情報提供を実施するよう努める。 

市民に対しては、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、マイタイムラインを作

成するなどして備え、自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、

理解と協力を得る。 

また、市は、洪水等に対する市民の警戒避難体制として、洪水予報河川等については、

水位情報、堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等避

難情報の発令基準を設定するものとする。 

また、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が

発生するおそれ等があることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象

区域を避難勧告等避難情報の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者

等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告した

り、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水等

のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定する

とともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

 

第６ 事業所等における防災の推進【市民部、関係各部、事業者】 

１ 要配慮者利用施設の防災体制 

浸水想定区域洪水浸水想定区域内に位置し、地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、防災体制に関する事

項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教

育・訓練に関する事項、水防法に基づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計

画を作成し、当該計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとする。また、作成し

た計画及び自衛水防組織の構成員等について、市長に報告するものとする。 

なお、市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等につい

て、定期的に確認するよう努めるものとする。 

 

２ 大規模工場等の防災体制 

浸水想定区域洪水浸水想定区域内に位置し、地域防災計画に名称及び所在地を定められ

た大規模工場等の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、浸水の防止のための活動

に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水防組織の業務に関する事項等に関す

る計画（以下「浸水防止計画」という。）の作成及び浸水防止計画に基づく自衛水防組織

の設置に努めるものとし、作成した浸水防止計画、自衛水防組織の構成員等について、市

長に報告するものとする。 

 

３ 事業者による従業員等の安全確保 

事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動
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することのないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレ

ワークの実施、時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置

を講ずるよう努めるものとする。  
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第７ 地盤沈下対策【環境経済部、建設部、上下水道部】 

地盤沈下は、広域的な低地化をもたらすため、水害による被害を増大させる可能性があ

る。 

また、地盤沈下により、家屋等の建築物や水路等の構造物の耐震性の劣化が指摘されて

いる。 

市は、水道用水を県営水道のほか地下水を水源としていることから、地盤沈下の原因と

なる過剰な採取を行わないとともに、地下水の適正な利用に努めるものとする。 

 



 

 

 



風水害編 

第２章 風水害応急対策計画 

 - 67 - 

第２章 風水害応急対策計画 
 

第１節 活動体制計画 

第１ 活動体制【各部共通】 

１ 体制の種別及び配備区分 

本市における風水害対策にかかる体制の配備区分及び配備基準は、次のとおりである。 

 

■体制の配備区分、配備基準及び活動内容（風水害対策) 

配備区分 配備基準 活動内容 

警
備
体
制 

■大雨、雷、洪水等の注意報が発表されたと
き 

■72 時間以内に大型台風の接近等が予想され
るとき 

■その他、市民部長、市民部副部長又は消防
防災課長が必要と認めたとき 

■利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位
が「水防団待機水位」を超えたとき 

■気象情報の収集・伝達 
■災害対策本部は設置せず、各部、各総合

支所で必要人員を配備し、各課の所掌事
務の範囲内で、主として情報の収集・伝
達及び警戒体制の実施に備えて活動する
体制 

■その他警戒体制 

警
戒
体
制 

第
１
配
備 

■大雨・洪水・強風等の注意報が発令され、
かつ災害の発生が予想されるとき 

■4824 時間以内に大型台風の接近又は集中豪
雨が予想されるとき 

■利根川、江戸川の各観測地点の水位が「水
防団待機水位」を超えたとき 

■利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位
が「水防団待機水位」を超え、「氾濫注意水
位」に近づいたとき 

■災害対策本部は設置せず、各部、各総合
支所で必要人員を配備し、各課の所掌事
務の範囲内で、主として情報の収集・伝
達及び非常体制の実施に備えて活動する
体制 

■災害の要因が発生した場合で、特に関
係ある課、室の少人数で情報収集及び
連絡活動ができる体制 

■情報の収集・伝達及び報告 
■その他警戒体制 

第
２
配
備 

■暴風（台風）、大雨、洪水等の警報が発令さ
れ、局地的災害が発生し、又は発生するお
それがあるとき 

■2412 時間以内に台風の接近又は集中豪雨が
予想されるとき 

■時間雨量が 70mmを超えるおそれがあるとき 
■利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位

が「氾濫注意水位」を超えたとき 
■自主避難に係る施設提供を行う事態が予想
されるとき 

■災害対策本部を設置する 
■災害の発生するおそれがある場合で、
主として情報の収集、報告及び警告等
の伝達活動ができ、自主避難に係る施
設提供を行うことができる体制、さら
に災害が発生し、比較的軽微な被害が
出始めた場合においては、引き続き被
害の調査及び応急活動ができる体制 

■パトロールの実施 
■軽微被害の応急復旧・被害の予防対策 
■情報の収集・伝達及び報告 

非
常
体
制 

第
１
配
備 

■局地的災害が拡大したとき、あるいは、拡
大するおそれがあるとき 

■時間雨量が 70mmを超えたとき 
■利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位
が「避難判断水位氾濫危険水位」に近づい
たとき 

■荒川の各観測地点の水位が「避難判断水
位」を超えたとき 

■暴風（台風）、大雨、洪水等の特別警報が発
令され、重大な災害の起こるおそれが著し
く大きいとき 

■災害対策本部を設置する 
■警戒体制第２配備を強化し、局地災害
に直ちに対処できる体制とするととも
に、被害の拡大を防止するための措置
に必要な準備をする体制 

■レベル３高齢者等避難の発令に備え、
指定緊急避難場所の受け入れ要員を確
保する体制 
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配備区分 配備基準 活動内容 

第
２
配
備 

■災害の全市的な拡大により、相当規模の被
害が発生し、又は発生のおそれがあるとき 

■利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位
が「氾濫危険水位」を超えたとき 

■災害対策本部を設置する 
■非常体制第１配備を強化し、レベル４
避難指示の発令に備え、応急対策及び
復旧対策を強力に、組織及び機能の総
力を挙げて対処する体制 

警戒体制についての動員・配備指令については、市民部長が建設部長及び上下水道部長と協議し、市

長の承認を得て行う。 

注１）利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位情報については、P9990 を参照のこと。 

注２）これらの基準については、全部要件ではなく、一部を満たした段階で状況に応じ、体制をとって

いくものとする。 

注３）本市の場合、これまでの例から、水害の場合、時間雨量が 15mm から 20mm で、局地的な被害（道

路冠水・床下浸水）が発生する場合もある。 

 

第２ 局所的、地域的な対応（準備体制）【関係各部、総合支所】 

風水害特有の動員体制等について、特に局所的な対応については、本節の適用前におい

ても総合支所単位で対応できるよう支所ごとに対応計画をまとめ、次のとおり対応する。 

 

１ 準備体制の運用 

局所的、地域的な対応については、総合支所長を統括責任者とし、支所ごとに対応計画

を定め、対応する。 

 

２ 支所の対応 

各総合支所長は、警備体制適用前に、必要に応じて準備体制を講じ、状況に応じ応急対

策を実施することができるものとする。実施にあたっては、市民部長に報告するとともに、

関係部長に報告するものとする。 

上記措置をとった各総合支所の総務管理課長は、消防防災課長に報告する。 

 

■局所的対応と本庁との関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
局所的対応 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

消防防災課長 

本庁 総務部・財政部 

   市民部 

   建設部・上下水道部 

環境経済部・福祉部 

   健康・子ども未来部・ 

   教育部・出納部・ 

      議会事務局 

市長・副市長・教育長 

報告 

報告 

指示 

報告 
要請 

総合支所  

   総務管理課長 

   市民係（総合窓口） 

   社会福祉係 

   高齢者・介護保険係 
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市民部長 

総合支所長 

協議・報告 
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３ 本庁の対応 

本庁における局所的対応については、各関係部長を統括責任者とし、対応する。 

担当部での対応が困難な状況となった場合、又は局所的対応から、市域全域に対応が必

要となった場合の体制については、「第１ 活動体制」に基づく体制に移行する。 

この段階においては、本庁の各部長は市域全域の責任者となり、総合支所長は支所の統

括責任者として対応する。 

 

第３ 災害対策本部の設置・運営【総務部、財政部、市民部】 

１ 災害対策本部の設置 

市長は、本市域で風水害による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、職員の

安全の確保に十分に配慮しつつ、災害対策基本法第 23 条の２の規定に基づき、災害対策本

部を設置する。 

 

（１）設置基準 

本市における災害対策本部の設置基準は、次のとおりとする。 

 

（２）設置場所 

災害対策本部の設置場所は市役所本庁舎内とし、正面玄関に「久喜市災害対策本部｣の

標識を掲げ、災害対策本部の設置場所を明示する。 

なお、市役所本庁舎が被災した場合、市民部長は、市役所本庁舎内への災害対策本部設

置の可否を判断し、設置できない場合は久喜総合文化会館等の公共施設に設置の可能性を

検討し、設置可能な施設に災害対策本部を設置するとともに、参集した職員にわかるよう

に明示する。 

 

（３）実施責任者 

災害対策本部長（以下、「本部長」という。）は市長とし、不在又は事故がある場合は次

の順位によりその職務を代行する。 

 

（４）備品類の用意 

「財政班」は、本部の運営に必要な次に示す備品類を用意する。 

  

 暴風（台風）、大雨、洪水等の警報が発令され、局地的災害が発生し、又は発

生するおそれがあるとき 

 2412時間以内に台風の接近又は集中豪雨が予想されるとき 

 時間雨量が 70mmを超えるおそれがあるとき 

 利根川、江戸川、荒川の各観測地点の水位が「氾濫注意水位」を超えたとき 

 自主避難に係る施設提供を行う事態が予想されるとき 

 その他市長が必要と認めたとき 

第１順位：副市長     第２順位：教育長     第３順位：市民部長 



風水害編 

第２章 風水害応急対策計画 

 - 70 - 

■災害対策本部に用意すべき備品類 

区分 備品類 

情報機器類 

・有線電話及びファクス ・防災行政無線 ・携帯電話 

・災害対応用臨時電話  ・庁内放送設備 ・プロジェクター、スクリーン 

・テレビ、ラジオ    ・パソコン（インターネット） 

事務用品 
・複写機        ・ホワイトボード、掲示板 

・筆記用具等事務用品  ・ハンドマイク、懐中電灯 

関係資料 

・防災関係機関一覧表  ・災害時の市内応援協力者名簿 

・職員名簿       ・災害処理表その他書類一式    

・被害状況図板、住宅地図及びその他地図類 

（５）閉鎖基準 

本部長は、市内において災害の発生が解消されたとき、又は災害応急対策がおおむね完

了したときは災害対策本部を解散する。 

 

（６）設置及び閉鎖の通知 

本部長は、災害対策本部を設置又は閉鎖したときには、直ちに関係機関等に通知するも

のとする。 

 

■災害対策本部設置及び閉鎖の通知 

通知・公表先 通知・公表の方法 連絡担当 

埼玉県消防防災課 
埼玉県防災行政無線、電
話、ファクス 

 総括班（消防防災課） 

国（消防庁） 
防災関係機関の保有する無
線、電話 

 総括班（消防防災課） 

久喜警察署長・幸手警察署長 電話、ファクス 総括班（交通企画課） 

指定地方行政機関、 
指定公共機関、 

指定地方公共機関の長、 
その他必要と認める機関の長 

電話、ファクス 総務・動員班（人事課） 

議会 電話、ファクス 
広報・情報収集班 
（議会総務課） 

報道機関 電話、ファクス 
 広報・情報収集班 
（市政情報課庶務課） 

応援協定締結市等 電話、ファクス  総括班（消防防災課） 

市民 

市防災行政無線（固定系） 総括班（消防防災課） 

・市ホームページ 
・ＳＮＳ 

広報・情報収集班 
（市政情報課庶務課） 

注）国（消防庁）へは、埼玉県に連絡できない場合に通知する。 

注）ＳＮＳ（Social
ソーシャル

 Networking
ネットワーキング

 Service
サ ー ビ ス

）とは、主に Twitter、Facebook など、インターネッ

ト上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。 

 

２ 災害対策本部の運営 

本部長は、次に示す本部会議及び各部班を総括し、災害対策本部の運営にあたる。 

 

（１）災害対策副本部長（以下「副本部長」という。） 

副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。  
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（２）災害対策本部員（以下「本部員」という。） 

本部員は、久喜市部設置条例等に規定する部等の長をもって充てる。 

本部員は、本部長の命を受け、本部会議の事務に従事するとともに、部の業務を掌理し、

所属職員を指揮監督する。 

 

（３）災害対策本部付（以下「本部付」という。） 

本部に本部付を置き、消防防災課長の職にある者をもって充てる。 

本部付は、各部との連絡、災害関連情報及び各部の応急対策の実施状況に関する情報の

収集、本部会議への報告を行う。 

 

（４）本部会議 

本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部付をもって組織し、次の事項について

適時協議、調整する。 

本部長は、特に必要があるときは、国（リエゾン）、自衛隊、警察署及び消防組合等の

関係者本部員以外の者に対し本部会議への出席を求めることができる。なお、本部会議の

庶務は、「総括班」があたる。 

 

■本部会議の協議、調整事項 

 風水害応急対策の基本方針に関すること。 

 動員配備体制に関すること。 

 各部班間の調整事項の指示に関すること。 

 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）に関すること。 

 自衛隊の災害派遣に関すること。 

 埼玉県、政府機関及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

 災害救助法の適用申請に関すること。 

 隣接市町との相互応援に関すること。 

 応援協定締結市町村等への応援要請に関すること。 

 風水害応急対策に要する経費の処理方法に関すること。 

 その他、災害の発生の防御又は拡大の防止に関すること。 

 

（５）現地災害対策本部 

特に被害が激甚な地区において、本部長は、必要に応じて現地災害対策本部を設置し、

現地情報の総合的集約等を行い、円滑かつ的確な防災活動の実施を図る。 

要員配備及び設置場所については、本部長がその都度決定する。 

 

■現地災害対策本部の事務 

 現地情報の収集に関すること。 

 地域内の応急対策に関すること。 

 災害対策本部との連絡に関すること。 

 その他市民対応に関すること。 
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（６）各部班 

各部班ごとに定められた「（３）災害対策本部各部班の事務分掌」（P7469 参照）に従っ

て災害応急対策を行う。なお、各部に共通する事務は、次のとおりである。 

 

■各部の共通事務 

 各部の動員、配備に関すること。 

 各部及び各部内の連絡調整に関すること。 

 所管する業務に関連する事項の被害状況調査及び取りまとめに関すること。 

 他の部の応援に関すること。 

 

（７）班長会議 

本部会議と各班との情報伝達を円滑にするため、各班に班長を置くとともに、班長会議

を設置する。 

 

■班長会議の事務 

 各班の所管の被害状況、応急対策の実施状況、その他防災活動に必要な情報等

の取りまとめに関すること。 

 各班間の連絡調整に関すること。 

 本部会議の協議事項の作成に関すること。 

 本部会議からの指令、その他連絡事項等の連絡に関すること。 

 

（８）防災関係機関会議 

災害対策本部と防災関係機関の連携を効率的に行い、一体的な防災活動の実施を図るた

めに、必要に応じ災害対策本部に防災関係機関会議を設置する。 

また、必要に応じて防災会議を招集し、情報の収集、連絡調整を行い、災害応急対策の

推進を図る。 

 

■防災関係機関会議を構成する機関 

・市     ・消防組合     ・埼玉県    ・警察署   ・ライフライン関係機関 

・自衛隊 ・医療機関    ・その他必要な機関 

 

■防災関係機関会議の事務 

 各機関の所管の被害状況、応急対策の実施状況、その他防災活動に必要な情報

等の取りまとめに関すること。 

 本部会議及び各防災関係機関からの指令、その他連絡事項等に関すること。 

 

３ 災害対策本部の組織編成、事務分掌 

災害対策本部の組織編成、各部班の事務分掌は、次のとおりである。 

 

（１）災害対策本部の組織編成 

本市の災害対策本部の組織編成は、次のとおりである。 
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■久喜市災害対策本部組織図 ［令和３平成31年８４月１日現在］ 

 

  《本部会議》 

○本部長 

市 長 

○副本部長 

副市長 

教育長 

○本部員 

参与 

市民部長 

総務部長 

財政部長 

環境経済部長 

福祉部長 

 

建設部長 

菖蒲総合支所長 

栗橋総合支所長 

鷲宮総合支所長 

会計管理者 

上下水道部長 

議会事務局長 

教育部長 

○本部付 

消防防災課長 

市 民 部 

財 政 部 

福 祉 部 

出 納 部 

環境経済部 

出納室 

 

医療・救護班 

道路・河川班 

健康医療課、新型コロナウイルスワクチ
ン対策課、中央保健センター（各保健セ
ンター含む） 

農業振興課、農業委員会事務局、 
久喜ブランド推進課 

経理班 

上下水道部  上下水道経営課 

教 育 部 

秘書班 

市民税課、資産税課、収納課 

総括班 消防防災課、交通企画課 

市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 市民生活課、市民課（総合窓口）（本庁 

のみ）、国民健康保険課 

 

 

総務・動員班 

建 設 部 

都市計画課、都市整備課（栗橋駅西土地区画

整理事務所含む）、公園緑地課、建築審査課 

教育総務班 

学校教育班 
学務課、学校給食課（各給食センター含

む）、指導課、中央幼稚園、栗橋幼稚園 

給水班 水道施設課 

総 務 部 

庶務課、情報推進課、市政情報課、 
議会総務課、監査委員事務局 

財政課、アセットマネジメント推進課 

社会福祉課、生活支援課、障がい者福祉課、 
高齢者福祉課（鷲宮福祉センター含む）、
介護保険課 

 

建設管理課、道路建設課、道路河川課 

出納室 

生涯学習課、スポーツ振興課、 
文化財保護課（郷土資料館含む） 

社会教育班 

秘書課 

人事課、企画政策課、人権推進課 

教育総務課 

住宅・公園班 

地区活動班 地区活動部 

 

 
 

財政班 

環境班 

産業班 

被災者救援班 

ふれあいセンター久喜、菖蒲老人福祉セ
ンター、彩嘉園、児童センター、久喜地
域・栗橋地域・鷲宮地域子育て支援セン
ター、しょうぶ会館、中央･東･西･森下･
栗橋･鷲宮公民館 

＜菖蒲・栗橋・鷲宮総合支所＞ 

下水道班 下水道施設課 

子ども未来課（鷲宮児童館含む）、保育課

（各保育園含む） 
子ども支援班 

総務管理課 

（市民係（総合窓口）含む） 
総合支所部 総務管理班 

経理班 

環境課、資源循環推進課 
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（２）災害対策本部会議の事務分掌 

災害対策本部の本部会議及び各部班の事務分掌は、次のとおりである。 

 

■災害対策本部長、副本部長、本部員及び本部付の構成及び事務分掌 

職名 担当者名 事務分掌 

本部長 市長 本部の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

副本部長 
副市長 

教育長 

本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理

する（順位は副市長、教育長の順とする）。 

本部員 

市民部長 

総務部長 

財政部長 

環境経済部長 

福祉部長 

健康・子ども未来部長 

建設部長 

菖蒲総合支所長 

栗橋総合支所長 

鷲宮総合支所長 

会計管理者 

上下水道部長 

議会事務局長 

教育部長 

本部長の命を受け本部の事務に従事するほか、必要に応じ現地

へおもむき各班の指揮をとる。 

本部付 消防防災課長 
各班との連絡並びに各班の災害に関する情報及び応急対策の実

施状況を収集する等の事務に従事する。 

注）本部付は、必要に応じ、当該本部員が認めた場合は、増員することができる。 

 

（３）災害対策本部各部班の事務分掌 

災害対策本部各部班の事務分掌は、次のとおりである。 

 

【市民部（市民部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

総括班 

（消防防災課長) 

消防防災課 

交通企画課 

【災害対策本部に関する事務】 
・災害対策本部の開設及び閉鎖に関すること。 
・災害対策本部会議、班長会議、防災関係機関会議に関すること。 
・災害対策本部長の命令伝達に関すること。 
・災害対策本部の庶務に関すること。 
・災害対策本部の決定に基づく指令等の伝達に関すること。 
・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指示（緊急）及び避難
所の開設の指示に関すること。 

・防災行政無線の運用及び防災行政無線情報メール配信に関するこ
と。 

・公共交通（鉄道・バス・高速道路等）の被害情報収集・復旧情報収
集に関すること。 

・自衛隊の派遣要請に関すること。 
【その他】 
・被害状況の集約、分析及び災害対策本部への報告に関すること。 
・防災備蓄倉庫の管理に関すること。 
・災害救助法の申請手続きに関すること。 
・災害応急対策の取りまとめ及び報告に関すること。 
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班（班長） 担当部署 事務分掌 

市民 

ボランティア班 

（市民生活課長） 

市民生活課 

市民課（総合窓口） 

（本庁のみ） 
国民健康保険課 

・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 
・電話等による被害通報の受付、整理に関すること。 
・災害にかかる問い合わせ、相談、要望等の応対に関すること。 
・区長等からの被害情報収集及び情報提供に関すること。 
・埼玉県災害ボランティアの派遣要請に関すること。 
・災害ボランティアの受入れ及び調整に関すること。 
・外国人に対する情報提供及び相談に関すること。 
・受援に関する状況把握・とりまとめに関すること。 
・救援物資の受入れ及び配給に関すること。 
・安否情報の収集及び提供に関すること。 
・被災者台帳に関すること。 
・医療機関等の被害情報の収集、救護所の設置、各関係機関との連絡
調整（伝令員）に関し、医療・救護班の協力に関すること。 

 

【総務部（総務部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

秘書班 

（秘書課長） 

秘書課 ・本部長及び副本部長（副市長）の秘書に関すること。 
・災害視察者、その他見舞者の応接に関すること。 

広報・情報収集班 

（市政情報庶務

課長） 

庶務課 

情報推進課 

市政情報課公文

書館 

議会総務課 

監査委員事務局 

・避難情報等の市民に対する広報に関すること。 
・市ホームページ、市公式ツイッター等による情報提供に関するこ
と。 

・報道機関との連絡及び調整に関すること。 
・議会（市議会議員）との連絡及び調整に関すること。 
・広聴及び被災者からの陳情に関すること。 
・被災状況の写真等による記録に関すること。 
・気象及び災害等の情報収集管理に関すること。 
・災害オペレーション支援システムに関すること。 
・災害状況の統計に関すること。 
・ライフライン（ガス・電気・電話等）の被害情報収集・復旧情報収
集に関すること。 

・公共施設の公衆無線 LANの災害時運用への切り替えに関すること。 

総務・動員班 

（人事課長） 

人事課 

企画政策課 

人権推進課 

・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 
・国、埼玉県への陳情、要請及び連絡調整に関すること。 
・他市町村及び関係機関への要請並びに連絡調整に関すること。 
・職員の動員及び各班の配置調整に関すること。 
・出動職員の配置状況の集約に関すること。 
・出動職員の給与及び食料に関すること。 
・災害従事者の損害補償に関すること。 
・自衛隊及びその他関係機関の厚生に関すること。 
・受援に関する状況把握・とりまとめに関すること。 
・その他応援に関すること。 

 

【財政部（財政部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

調 査 ・ 避 難 支 援 班 

（資産税課長） 

市民税課 

資産税課 

収納課 

・家屋等の被害状況の現地調査及び取りまとめに関すること。 
・災害記録一切に関すること。 
・被災による市税の減免及び納税相談等に関すること。 
・罹災証明に関すること（火災、農業関係は除く）。 
・避難用バスによる避難誘導に関すること。 
・一時避難場所として利用する立体駐車場等の対応に関すること。 

財政班 

（アセットマネジ

メント推進課長） 

財政課 

アセットマネジメ

ント推進課 

契約検査課 

・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 
・緊急予算編成及び資金調達に関すること。 
・衣料及び生活必需品等の調達に関すること。 
・資機材及び燃料等の調達に関すること。 
・公用車両の管理及び配車に関すること。 
・災害対策本部等の設置場所の確保に関すること。 
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班（班長） 担当部署 事務分掌 

・災害対応用臨時電話の確保に関すること。 
・市有建築物（防災拠点建物、避難所、集会所等）の安全確認に関するこ
と。 

経理班 

（出納室長） 

出納室 ・災害見舞金の管理保管に関すること。 
・災害経理に関する現金の出納に関すること。 
・その他経理に関すること。 
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【環境経済部（環境経済部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

環境班 

（環境課長） 

環境課 

資源循環推進課 

・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 

・衛生組合との連絡調整に関すること。 

・清掃、消毒、防疫に関すること。 

・そ族、害虫等の駆除に関すること。 

・防疫資材等の確保、調達に関すること。 

・廃棄物及びがれき処理に関すること。 

・処理施設の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。 

・災害時における公害対策に関すること。 

・避難所等の応急仮設トイレの設置に関すること。 

・避難者とともに避難したペットに関すること。 

産業班 

（農業振興課長） 

農業振興課 

農業委員会事務局 

久喜ブランド推進課 

・救援物資の受入れ・保管、緊急物資の調達及び物資の輸送に関するこ

と。 

・食料その他生活必需品の調達及び確保に関すること。 

・農作物、農業用施設等の被害状況調査及び農家に対する金融措置そ

の他対策に関すること。 

・被災証明に関すること（農業関係）。 

・農協等農業関係機関との連絡調整に関すること。 

・商店、工場、観光施設及び事業所等の被害調査に関すること。 

・商工業関係の復旧対策の総合調整に関すること。 

・中小企業等の被害状況調査に関すること。 

・中小企業等に対する金融措置及び経営相談に関すること。 

 

【福祉部（福祉部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

被災者救援班 

（社会福祉課長） 

社会福祉課 

生活支援課 

障がい者福祉課 

高齢者福祉課 

介護保険課 

【関連施設】 

鷲宮福祉センター 

 

・災害対策本部との連絡調整に関すること。 

・社会福祉施設等の被害調査に関すること。 

・災害救助に関すること。 

・災害救助法に関すること。 

・福祉避難所の開設に関すること。 

・被災者生活再建支援法に関すること。 

・被災者の保護及び収容に関すること。 

・避難所・避難場所・福祉避難所の管理・運営に関すること。 

・炊き出し、その他応急食料品の調達、配分に関すること。 

・要配慮者対策に関すること。 

・避難行動要支援者に関すること。 

・避難所等での救援物資等の受入れ、保管、配分に関すること。 

・遺体の捜索、収容及び埋火葬に関すること。 

・被災者に対する生活保護の実施及び生業資金、更生資金等の貸付等

に関すること。 

・災害見舞金、災害弔慰金の支給及び災害援護金の貸付に関するこ

と。 

・災害見舞金品及び義援金の受入れ及び配分に関すること。 

 

【健康・子ども未来部（健康・子ども未来部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

医療・救護班 

（健康医療課長） 

健康医療課 

新型コロナウイル

スワクチン対策課 

中央保健センター 

【関連施設】 

菖蒲保健センター 

栗橋保健センター 

鷲宮保健センター 

・災害対策本部との連絡調整に関すること。 

・救護所の設置に関すること。 

・救急医薬品等の調達に関すること。 

・被災者の医療及び医師会等医療機関との連絡調整に関すること。 

・保健所及び関係機関との連絡調整に関すること。 

・感染症の予防に関すること。 

・健康対策及び心のケアに関すること。 

・医療機関等の被害情報の収集、救護所の設置、各関係機関との連絡
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班（班長） 担当部署 事務分掌 

調整（伝令員）に関すること。 

子ども支援班 

（子ども未来課長） 

※被災者救援班

を兼務 

子ども未来課 

保育課 

【関連施設】 

鷲宮児童館 

さくら保育園 

すみれ保育園 

ひまわり保育園 

あおば保育園 

中央保育園（分

園含む） 

・児童施設等の被害調査に関すること。 

・保育施設の被害調査に関すること。 

・応急保育に関すること。 

・所管する施設の福祉避難所の開設に関すること。 

・被災者の保護及び収容に関し、被災者救援班の協力に関すること。 

・避難所・避難場所・福祉避難所の管理・運営に関し、被災者救援班

の協力に関すること。 

・炊き出し、その他応急食料品の調達、配分に関し、被災者救援班の

協力に関すること。 

・要配慮者対策に関し、被災者救援班の協力に関すること。 

・避難行動要支援者に関し、被災者救援班の協力に関すること。 

・避難所等での救援物資等の受入れ、保管、配分に関し、被災者救援

班の協力に関すること。 

 

【建設部（建設部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

道路・河川班 

（建設管理課長） 

 

建設管理課 

道路建設課 

道路河川課 

 

・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 
・道路、橋梁、河川等の土木関係被害状況調査及び応急対策・復旧に
関すること。 

・土木関係業者との連絡調整に関すること。 
・災害復旧用資機材、土砂等の調達及び運輸に関すること。 
・緊急輸送路の確保及び避難路に関すること。 
・交通対策（通行規制）の実施及びその周知に関すること。 
・道路障害物の除去に関すること。 
・住居及びその周辺の障害物等の除去に関すること。 
・水防に関すること（利根川を除く）。 
・杉戸県土整備事務所との連絡調整に関すること。 

住宅・公園班 

（都市整備課長） 

 

都市計画課 

都市整備課 

公園緑地課 

建築審査課 

【関連施設】 

栗橋駅西土地区

画整理事務所 

・応急仮設住宅に関すること。 
・市営住宅の被害調査及び復旧に関すること。 
・被災建築物の応急危険度判定活動の実施に関すること。 
・被災宅地の危険度判定活動の実施に関すること。 

・被災者の住宅相談に関すること。 
・建設業者等の連絡調整に関すること。 
・市域が災害救助法の適用を受ける場合における住宅の応急修理に関するこ
と。 

・公園及び駅前広場等の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。 
・オープンスペース利用計画に関すること。 
・教育施設以外の避難場所の確保、整備及び維持管理に関すること。 
・被災者等の公園受入れに関すること。 
・土地区画整理事業等の被害調査に関すること。 
・堤防強化事業、圏央道整備事業等の被害調査に関すること。 
・建築基準法第 84条による建築制限の地域の指定に関すること。 
・建築基準法第 85条による応急仮設建築物の許可に関すること。 

 

【上下水道部（上下水道部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

上下水道総務班 

（上下水道経営課長） 

上下水道経営課 ・災害対策本部、部内各班との連絡調整に関すること。 
・上下水道についての広報に関すること。 
・部内の応援に関すること。 

給水班 

（水道施設課長） 

水道施設課 ・水道施設の被害状況調査に関すること。 
・応急給水及び給水計画に関すること。 
・貯蔵品の調達及び受け払いに関すること。 
・水道施設の応急復旧計画の策定と実施に関すること。 
・浄水場関連施設の保守・点検及び整備に関すること。 
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班（班長） 担当部署 事務分掌 

下水道班 

（下水道施設課長） 

下水道施設課 ・下水道・農業集落排水処理施設の被害状況調査に関すること。 
・下水道・農業集落排水処理施設の復旧計画、復旧資材の調達及び総
合調整に関すること。 

・下水道・農業集落排水処理施設の危険予防、応急復旧及び清掃に関
すること。 

・下水道・農業集落排水処理施設等の応急修理に対応する労力確保に
関すること。 

・内水被害の被害調査に関すること。 

 

【出納部（会計管理者）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

経理班 

（出納室長） 

出納室 ・災害見舞金の管理保管に関すること。 

・災害経費に関する現金の出納に関すること。 

・その他経費に関すること。 

 

【教育部（教育部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

教育総務班 

（教育総務課長） 
教育総務課 ・災害対策本部、関係機関及び部内各班との連絡調整に関すること。 

・教育関係施設の被害状況の調査、応急対策・復旧に関すること。 

学校教育班 

（学務課長） 

学務課 
学校給食課 
指導課 
中央幼稚園 
栗橋幼稚園 
【関連施設】 
菖蒲学校給食セン
ター 
鷲宮第 1 学校給食
センター 
鷲宮第２学校給食
センター 

・幼児、児童、生徒の安全確保に関すること。 
・応急教育に関すること。 
・教科書・教材等の調達及び給付に関すること。 
・被災児童・生徒の把握に関すること。 
・学校給食指導に関すること。 
・炊き出しの協力に関すること。 
・被災校の保健及び衛生指導に関すること。 
・所管する学校施設の避難所開設に関すること及び管理・運営への協
力に関すること。 

・各学校の校内通信ネットワークの災害時運用への切り替えに関する
こと。 

社会教育班 

（生涯学習課長） 

生涯学習課 
スポーツ振興課 
文化財保護課 
【関連施設】 
郷土資料館 

・所在地周辺の被害情報の収集及び伝達に関すること。 
・市民からの問い合わせ、相談、要望等に関すること。 
・社会教育施設の被害調査及び応急対策・復旧に関すること。 
・文化財の保護、被害調査に関すること。 
 
※「社会教育班」は、「学校教育班・地区活動班・被災者救援班」と協
力し、施設周辺での避難所運営活動を支援するものとする。 

 

【総合支所部（総合支所長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

総務管理班 

（総務管理課長） 

総務管理課 

市民係（総合窓口） 

・災害対策本部、各部との連絡調整に関すること。 
・総合支所の庶務に関すること。 
・災害情報、避難命令等の市民に対する広報に関すること。 
・被災者の相談及び広聴に関すること。 
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【地区活動部（通常勤務の担当部長）】 

班（班長） 担当部署 事務分掌 

地区活動班 

（各機関の所属長） 

ふれあいセンター久喜 

菖蒲老人福祉センター 

彩嘉園 

児童センター 

久喜地域子育て支

援センター 

栗橋地域子育て支

援センター 

鷲宮地域子育て支

援センター 

しょうぶ会館 

中央公民館 

東公民館 

西公民館 

森下公民館 

栗橋公民館 

鷲宮公民館 

・避難所の開設に関すること及び管理・運営への協力に関すること。 

・所在地周辺の被害情報の収集及び伝達に関すること。 

・市民からの問い合わせ、相談、要望等に関すること。 

 

※「地区活動班」は、避難所として指定されている施設等で、現地で

の避難所管理・運営を行う。 

※避難所として開設していない施設については、通常業務の所管課の

属する班を支援する。 

※避難所を開設した際は、被災者救護班として避難所の運営に当た

る。 

（備考） 

① 本部長は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の分掌事務に関わ

らず部班を重点的に配置換えすることができる。 

② 各部長は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の分掌事務に関わ

らず部内の班を配置換えすることができる。 

③ 本部長は、必要があると認めるときは、本表の部班の他に部班を編成することができる。 
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４ 応急活動の留意点 

（１）職員の非常心得 

職員の心得るべき事項は、おおむね次のとおりとする。 

 

（２）職員及び職員の家族の被災状況の把握等 

「総務・動員班」は、各職員へ被害状況調査票を配布し、職員及び職員の家族の被災状

況を把握するとともに、勤務時間中に発災した場合においては、職員が家族の安否を確認

する手段の確保等の措置を講ずる。 

 

（３）職員の健康管理、感染症対策 

災害応急対策が長時間、長期間に及んだり、家族の被災というストレス下で活動に従事

するなど職員の心身両面の負担が大きい場合、「総務・動員班」は「医療・救護班」に協

力を求めて、健康診断の実施や職員用救護所（メンタルケアを含む。）を設置するなどし

て職員の健康管理に努める。 

また、災害対応に当たる職員は感染症対策を徹底する。 

 

（４）災害対策要員のローテーション 

大規模災害の場合は、災害対策が長期化することから、「総務・動員班」は職員の健康

管理に留意して災害対策要員のローテーションについて基本方針を定め、各部長が事務分

掌を考慮して決定する。 

 

（５）公務災害処理 

職員が応急対策活動により負傷等を被った場合、「総務・動員班」は公務災害適用に関

する所要の事務をとる。 

  

 職員はあらかじめ定められた配備体制、動員基準、参集場所及び分掌事務を十分

に習熟しておくこと。 

 非常の際、直ちに参集できるよう所在を明らかにしておき、夜間・休日等であっ

ても、災害の発生を知った場合又は災害の発生のおそれがあると自ら判断した場

合は、直ちに参集して上司の指示を受けること。 

 各部の部長及び班長は、常に職員動員名簿を整理し、動員の指示があったとき

は、いつでも動員に応じられるよう体制を整えておくこと。 

 災害のため、緊急に参集する際の服装は、防災服又は活動に適したものとし、必要

に応じ、食料、懐中電灯、ラジオ等、その他活動に必要なものを携行すること。 

 参集途上において、可能な限り周囲の被害状況及び災害情報を把握し、また人命

救助活動などの協力に努め、到着後、「災害発生情報カード」により所属の班長

に報告すること。 

 交通手段の遮断等により参集することができない場合は、最寄りの避難所等に参

集し、所属班長の指示を受けること。 

 市民に不安や誤解を与えないよう言動には細心の注意を払い、自発的かつ速やか

な行動を心掛けること。 
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第２節 動員配備計画 

 

第１ 動員計画【各部共通】 

１ 職員の動員計画 

職員の動員計画は、配備体制の種別に応じて当該部長が定めるものとし、災害応急対策

に必要な人員の確保をするため、次に定める「職員動員計画表」によるものとする。 

 

■動員基準 

配備体制 動員基準 

警備体制 ○印のある課（所）については、必要な人員を動員する。 

警戒体制 

第１配備 ○印のある課（所）については、必要な人員を動員する。 

第２配備 

○印は避難所参集職員・避難所担当職員を除く全班員のおおむね１/２と

する。ただし、各所属所の管理職を含むものとする。 

自主避難のための施設提供時は、避難所参集職員・避難所担当職員は指定

された避難所で活動する。 

非常体制 
第１配備 

○印は避難所参集職員・避難所担当職員を除く全班員のおおむね１/２と

するが、◎印については全班員とする。 

避難所参集職員・避難所担当職員は指定された避難所で活動する。 

第２配備 全班員とする。 

 

■職員動員計画表 

通常組織 
警備

体制 

警戒体制 非常体制 災害対策本部 

部名 課・所名 第１配備 第２配備 第１配備 第２配備 班名 
部

名 

総 

務 

部 

秘書課  ○ ○ ◎ ◎ 秘書班 

総 

務 

部 

庶務課 ○ ○ ○ 〇◎ ◎ 広報・情報収集班 

人事課  〇 〇 ◎ ◎ 総務・動員班 

企画政策課  〇 〇 ○ ◎ 総務・動員班 

情報推進課   〇 ○ ◎ 広報・情報収集班 

人権推進課   〇 ○ ◎ 総務・動員班 

市政情報課公文書館 〇 〇 〇 ◎○ ◎ 広報・情報収集班 

－ 議会総務課   〇 ○ ◎ 広報・情報収集班 

－ 監査委員事務局   〇 ○ ◎ 広報・情報収集班 

財 

政 

部 

財政課   〇 ○ ◎ 財政班 

財 

政 

部 

アセットマネジメント推進課  〇 〇 ◎ ◎ 財政班 

契約検査課   〇 ○ ◎ 財政班 

市民税課   〇 ◎〇 ◎ 調査・避難支援班 

資産税課   〇 ◎○ ◎ 調査・避難支援班 

収納課   〇 ◎○ ◎ 調査・避難支援班 

－ 出納室   〇 〇 ◎ 経理班 
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通常組織 
警備

体制 

警戒体制 非常体制 災害対策本部 

部名 課・所名 第１配備 第２配備 第１配備 第２配備 班名 
部

名 

市 

民 

部 

市民生活課   〇 ◎○ ◎ 市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 

市 

民 

部 

交通企画課  〇 〇 〇 ◎ 総括班 

消防防災課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 総括班 

市民課（総合窓口）   〇 ○ ◎ 市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 

国民健康保険課   〇 ○ ◎ 市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 

環 
境 
経 
済 
部 

環境課 〇 〇 〇 〇 ◎ 環境班 
環 
境 
経 
済 
部 

資源循環推進課 〇 〇 〇 〇 ◎ 環境班 

農業振興課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 産業班 

農業委員会事務局 〇 〇 〇 ◎ ◎ 産業班 

久喜ブランド推進課  〇 〇 ○ ◎ 産業班 

 

通常組織 警備
体制 

警戒体制 非常体制 災害対策本部 

部名 課・所名 第１配備 第２配備 第１配備 第２配備 班名 部名 

福 

祉 

部 

社会福祉課 ○ 〇 〇 ◎ ◎ 被災者救援班 

福 

祉 

部 

生活支援課   〇 ◎〇 ◎ 被災者救援班 

障がい者福祉課   〇 ◎○ ◎ 被災者救援班 

高齢者福祉課   〇 ◎○ ◎ 被災者救援班 

介護保険課   〇 ◎○ ◎ 被災者救援班 

健康・
子ども 
未来部 

健康医療課   〇 ◎○ ◎ 医療・救護班 

健康・
子ども 
未来部 

新型コロナウイルスワクチ

ン対策課 
  〇 〇 ◎ 医療・救護班 

中央保健センター  〇 〇 ○ ◎ 医療・救護班 

各保健センター   〇 ○ ◎ 医療・救護班 

子ども未来課   〇 ◎○ ◎ 子ども支援班 

保育課   〇 ◎○ ◎ 子ども支援班 

建 

 

設 

 

部 

建設管理課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 道路・河川班 

建 

 

設 

 

部 

道路建設課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 道路・河川班 

道路河川課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 道路・河川班 

都市計画課 〇 〇 〇 ○ ◎ 住宅・公園班 

都市整備課 〇 〇 〇 ◎○ ◎ 住宅・公園班 

公園緑地課 〇 〇 〇 ○ ◎ 住宅・公園班 

建築審査課 〇 〇 〇 ○ ◎ 住宅・公園班 

菖蒲総
合支所 

総務管理課 

市民係（総合窓口） 
○ ○ ○ ◎○ ◎ 総務管理班 

菖蒲総
合支所 

栗橋総
合支所 

総務管理課 

市民係（総合窓口） 
○ ○ ○ ◎○ ◎ 総務管理班 

栗橋総
合支所 

鷲宮総
合支所 

総務管理課 

市民係（総合窓口） 
○ ○ ○ ◎○ ◎ 総務管理班 

鷲宮総
合支所 

－ 出納室   〇 ○ ◎ 経理班 出納部 

上 
下 
水 
道 
部 

上下水道経営課  〇 〇 ○ ◎ 上下水道総務班 上 
下 
水 
道 
部 

水道施設課 ○ 〇 〇 ◎ ◎ 給水班 

下水道施設課 〇 〇 〇 ◎ ◎ 下水道班 
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通常組織 警備
体制 

警戒体制 非常体制 災害対策本部 

部名 課・所名 第１配備 第２配備 第１配備 第２配備 班名 部名 

教 

 

育 

 

部 

教育総務課 ○ 〇 〇 ◎〇 ◎ 教育総務班 

教 

 

育 

 

部 

学務課  〇 〇 ◎○ ◎ 学校教育班 

学校給食課  〇 〇 ◎○ ◎ 学校教育班 

指導課  〇 〇 ◎○ ◎ 学校教育班 

生涯学習課   〇 ○ ◎ 社会教育班 

スポーツ振興課   〇 〇 ◎ 社会教育班 

文化財保護課   〇 ○ ◎ 社会教育班 

地
区
活
動
部 

ふれあいセンター久喜   ○ ○ ◎ 地区活動班 

地
区
活
動
部 

菖蒲老人福祉センター   ○ ○ ◎ 地区活動班 

彩嘉園   ○ ○ ◎ 地区活動班 

児童センター   ○ ○ ◎ 地区活動班 

子育て支援センター 注）   ○ ○ ◎ 地区活動班 

しょうぶ会館   ○ ○ ◎ 地区活動班 

中央公民館・・・他 注）   ○ ○ ◎ 地区活動班 

注）「【地区活動部（通常勤務の担当部長）】」事務分掌表参照（P8074） 
備考（体制の変更） 

① 本部長（市長）は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の配備

体制に関わらず部班を重点的に配置換えすることができる。 

② 各部長（支所長）は、災害の規模及び被害の状況に応じ、必要があると認めるときは、本表の配

備体制に関わらず部内の班を配置換えすることができる。 

③ 本部長は、必要があると認めるときは、本表の部班の他に部班を編成することができる。 

④ 各部の副部長及び参事の職にあるものは、対策本部各部長を補佐する。 

 

２ 動員の方法（動員指令の伝達） 

（１）勤務時間内の職員の動員方法 

市は、体制配備にあたっては、気象注警報の発令状況を参考にしながら、時期を逸せず

実施する。なお、勤務時間内の指令伝達は、「消防防災課」があたり、口頭又は庁内放送

等で各部に連絡を行う。 

また、体制配備の際は、迅速に動員指令を発し、発災時に初動対応する職員の早期確保

を図る。 

 

（２）勤務時間外の職員の動員方法 

市は、体制配備にあたっては、気象注警報の発令状況を参考にしながら、時期を逸せず

実施する。なお、勤務時間外に災害が発生した場合、職員動員計画に応じてあらかじめ定

められた「緊急連絡網」に従い、電話や職員緊急招集メール等を用いて配備要員に伝達す

る。 

また、体制配備の際は、迅速に動員指令を発し、発災時に初動対応する職員の早期確保

を図る。 

 

■自主登庁 

勤務時間外に大雨、洪水警報等が発令された場合は、配備基準に従ってあらかじ

め定められた配備要員は、自主的に登庁するものとする。 
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■登庁が不可能な場合 

交通等の断絶により登庁が不可能となった場合は、自宅待機とする。災害状況等か

ら自らの判断により行動する場合においては、必ず所属長に連絡する。また、災害

状況の好転に伴い、登庁可能となった職員は、所定の参集場所に登庁する。 

 

■登庁時の携行品等 

 職員証 

 雨着・防寒着・軍手等 

 作業がしやすい服装 

 自分用の食料・飲料水 

 ラジオ・懐中電灯 

 マスク等感染症対策に必要なもの 

 

３ 出動職員の把握 

（１）各班の出動職員の把握 

各班長は職員の出動状況を取りまとめ、所属部長へ報告を行う。各部長は報告を取りま

とめ、「総括班」に職員の参集状況を報告する。「総括班」は、「総務・動員班」と連携し、

各部における職員参集状況を取りまとめる。 

 

（２）各部の要員配備の調整 

各部長は、部内各班の応急対策活動の実施状況を把握し、応援が必要な場合（現職員だ

けでは対策の迅速性が損なわれる場合、職員の負担が大きい場合等）は、部内の各班間で

要員を調整する。 

また、要員が不足する場合は、「総務・動員班」に要員配備の調整を求める。「総務・動

員班」は、要員配備の調整を求められた場合には、各部と調整を行う。 

 

（３）現地災害対策本部設置時の要員配備の調整 

現地災害対策本部を設置する場合、「総務・動員班」は本部長（市長）の指示により、

各部との間で要員配備の調整を行う。 
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第３節 相互応援協力計画 

 

大規模災害等により被害が広範囲におよび、本市による対応だけでは困難な場合は、災

害対策基本法やあらかじめ応援・協力に関する協定を締結している他自治体又は各団体に

応援の要請を行う。 

また、災害応急対策を遂行するうえで不足する労働力については、必要な要員を確保す

る。 

 

第１ 地方公共団体、指定行政機関への応援要請 
【総務部、市民部、関係各部】 

 

応急対策を実施するうえで、他の地方公共団体等の応援が必要と認められるときは、災

害対策基本法等の関係法令及び相互応援協定により協力を求める。 

 

１ 応援要請の依頼 

各班は、各自の担当応急活動を行うことが各班のみで対応できない場合、「総務・動員班」

に対して速やかに人員や資機材等の派遣・調達を要請する。 

 

２ 応援要請の判断 

「総務・動員班」は、地方公共団体、指定地方行政機関等への応援要請の判断を行う。 

応援要請について必要と判断した場合は、「総括班」へ報告する。判断基準は、次のとお

りとする。 

 

３ 応援要請【総務部、市民部】 

（１）法律、協定に基づく応援要請の要請系統 

災害対策基本法及び相互応援協定に基づく関係行政機関に対する応援協力要請等の系統

は、おおむね次のとおりである。 

  

 各班相互の協力体制をもっても応急対策の実施が困難であり、他の地方公共団

体等の応援が必要と認められる場合 

 特別な技術、知識、経験等を有する職員が不足し、他の地方公共団体等の職員

の応援が必要と認められる場合 

 

久

喜

市 

他の地方公共団体 

埼   玉   県 

指定地方行政機関 

相互応援協定団体 

(①  ②) 

(③ ④ ⑤) 

( ⑦ ) 

(② ⑧) 

(⑥) 
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要請等の内容 要請等の根拠 

① 災害の応急措置のための応援要請 災害対策基本法第 67 条第１項 

② 地方公共団体職員の派遣要請 地方自治法第 252条の 17 

③ 応急措置の応援又は応急措置の実施要請 災害対策基本法第 68 条第１項 

④ 
災害応急対策又は災害復旧のための指定地方行

政機関の職員の派遣あっ旋要求 
災害対策基本法第 30 条第１項 

⑤ 
災害応急対策又は災害復旧のための他の地方公

共団体職員の派遣あっ旋要求 
災害対策基本法第 30 条第２項 

⑥ 
災害応急対策又は災害復旧のための当該指定地

方行政機関の職員の派遣要請 
災害対策基本法第 29 条第１項 

⑦ 
災害応急対策又は災害復旧のための当該指定地

方行政機関の職員の派遣要請 
災害対策基本法第 29 条第２項 

⑧ 相互応援協定に基づく応援要請 災害時相互応援協定 

 

（２）他の地方公共団体に対する応援要請 

① 応援要請の基準 

本市に災害が発生した場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるとき

は、災害対策基本法第 67条第１項に基づき、他の市町村長に対し応援を求める。 

 

② 応援に従事する者の指揮 

上記の要請により派遣され応援に従事する者は、災害対策本部長の指揮のもとに行動す

るものとする。 

 

③ 応援要請の手続き等 

 

④ 応急措置に対する費用負担 

応援を受けた場合の応急措置に要する費用は、災害対策基本法第 92 条の定めるところ

により市の負担とする。  

 本市における応援要請者は市長（本部長）とする。 

 応援要請の手続きは、「総括班」の指示に基づき、「総務・動員班」が行う。 

 応援の要請には、次の事項を記載した文書をもって行う。 

 ただし、緊急を要する場合には、電話その他の方法をもって要請し、事後文書

を提出するものとする。 

・被害の状況 

・資機材、物資等の提供を要請する場合にあっては、その品名、数量等 

・職員の派遣を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

・応援場所及び応援場所への経路 

・応援の期間 

・その他応援要請に必要な事項 
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（３）埼玉県知事に対する応援要求と災害応急措置要請 

① 応援要求と災害応援措置要請の基準 

市に災害が発生し、災害応急措置を実施するため必要があると認めるときは、災害対策

基本法第 68 条に基づき、埼玉県知事に対し応援を求め、又は埼玉県知事に対し災害応急

対策の実施を要請する。 

 

② 応援要求・災害応急措置要請の方法 

 

（４）職員の派遣要請及び派遣あっ旋要求 

① 指定地方行政機関の職員の派遣要請 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 29 条第２項に

基づき、指定地方行政機関の長に対し、当該職員の派遣を要請する。 

 

② 指定地方行政機関の職員の派遣あっ旋要求 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 30 条第１項に

基づき、埼玉県知事に対し、指定地方行政機関の職員の派遣のあっ旋を要求する。 

 

③ 他の普通地方公共団体の職員の派遣あっ旋要求 

災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、災害対策基本法第 30 条第２項に

基づき、埼玉県知事に対し、地方自治法第 252 条の 17 の規定による他の普通地方公共団

体の職員の派遣についてあっ旋を要求する。 

 

④ 職員の派遣要請及び派遣あっ旋要求の手続き 

職員の派遣要請及び派遣あっ旋要求については、「総括班」の指示に基づき、「総務・動

員班」が次の要領により行う。 

 

ｱ）職員の派遣要請及び派遣あっ旋要求の手続き 

指定地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請するときは、災害対策基本法施行

令第 15条に基づき、次に掲げる事項を記載した文書をもって行う。 

 応援要求及び応援措置要請者は市長とし、その手続き等は「総括班」の指示に

基づき、「総務・動員班」が行う。 

 要求及び要請先は、埼玉県知事とする。 

 要求及び要請の手続きは、次の事項を記載した文書をもって行う。ただし、緊

急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要求等を行い、事後速やかに文書

を提出するものとする。 

・被害の状況 

・応援要求又は応急措置の要請の理由 

・応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

・応援又は応急措置の実施を必要とする場所及び応援場所への経路 

・応援又は応急措置の実施を必要とする活動内容及び期間 

・その他応援の要求又は応急措置の要請に関し必要な事項 
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ｲ）職員の派遣あっ旋要求手続き 

埼玉県知事に対し、指定行政機関または指定地方行政機関の職員の派遣のあっ旋を

要求するときは、災害対策基本法施行令第 16 条に基づき、次に掲げる事項を記載した

文書をもって行う。 

 

 

（５）相互応援協定に基づく応援要請 

「総括班」は、相互応援協定を締結している地方公共団体への応援要請を行う。 

なお、相互応援の範囲、応援の方法、費用の負担その他必要な取り決め事項の詳細は協

定書に基づくものとする。 

応援要請の手続き等は、次のとおりである。 

 

４ 派遣隊等の撤収【総務部、関係各部】 

（１）本部長への報告 

派遣隊等の活動期間が終了した場合、又は活動の必要がなくなった場合には、当該派遣

隊等に関係する班長は、速やかに本部長に報告し、指示を受けるものとする。 

 

（２）埼玉県知事等への撤収要請 

市長は、派遣隊等の活動期間が終了した場合、又は活動の必要がなくなったと認める場

合には、埼玉県知事又は関係自治体等に対し、撤収を要請する。 

 派遣を要請する理由 

 派遣を要請する職員の職種別人員数 

 派遣を必要とする期間 

 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

 前各号に掲げるものの他、職員の派遣について必要な事項 

 派遣のあっ旋を求める理由 

 派遣のあっ旋を求める職種別人員数 

 派遣を必要とする期間 

 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

 前各号に掲げるものの他、職員の派遣のあっ旋について必要な事項 

 本市における応援要請者は市長（本部長）とする。 

 応援要請の手続きは、「総括班」が行う。 

 応援の要請には、次の事項を記載した文書をもって行うものとする。ただし、

緊急を要する場合には、電話その他の方法をもって要請し、事後文書を提出す

るものとする。 

・被害の状況 

・資機材、物資等の提供を要請する場合にあっては、その品名、数量等 

・職員の派遣を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

・応援場所及び応援場所への経路 

・応援の期間 

・その他応援要請に必要な事項 
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撤収にかかる埼玉県知事等への要請手続きは、「総務・動員班」が行い、速やかにその

結果を関係班へ連絡する。 

 

（３）撤収の手続き 

撤収にかかる手続きは、関係班がその都度、協議して行うものとする。 
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第４節 注意報、警報及び特別警報伝達計画 

 

災害応急体制の確立及び応急対策の実施上重要な風水害等の注意報及び警報を迅速かつ

正確に伝達するため、警報等の種類及び発表基準、伝達組織並びに方法等を定める。 

 

第１ 災害に関する気象の予警報の受理及び伝達系統【市民部、建設部】 

被害を及ぼす可能性のある状況が予想される場合、関係機関、報道機関等を通じて市民、

要配慮者利用施設、大規模工場に対し、速やかに情報を伝達する。気象予警報等の収集・

連絡系統は、次のとおりである。 

 

■注意報・警報・特別警報伝達系統 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■洪水予報の伝達系統 

 

  

国 土 交 通 省 

関東地方整備局 

河川情報センター 

埼玉県県土整備部 

河川砂防課 

埼玉県 

杉戸県土整備事務所 
久喜市 

基本系 

補助系 

協力系 

警察本部 関係警察署 交番・駐在所 

陸上自衛隊 

(練馬駐屯地) 

 

陸 上 自 衛 隊

(大宮駐屯地) 

消防庁 

警報のみ 

熊谷地方気象台及び気象庁 

 

埼玉県災害対策本部行田支部 

（利根地域振興センター） 

各 学 校 

埼玉東部消防組合 

消防局 

各部・班又は課・室 
市民及び事業者、 

関係機関等 

久喜市災害対策本部 

（市民部消防防災課） 

消防署・分署 

消防団 

警報のみ 

気 象 庁 熊谷地方気象台 ＮＴＴ東日本 関係市町村 

国土交通省 

利根川上流河川事務所 

荒川上流河川事務所 

江戸川河川事務所 
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■熊谷地方気象台と市とのホットラインの運用 

熊谷地方気象台は、次の場合において気象実況及び今後の気象予報を伝えるため、市防

災担当課責任者等へ電話連絡する。 

 

なお、緊急性が高い場合などには、市長に直接連絡を行う。 

また、市が、避難勧告や避難情報の発令指示（緊急）等の判断や災害対策の検討等を行

う際、熊谷地方気象台に対して気象情報や今後の気象予報について助言を求める。 

 

■国土交通省各河川事務所と市とのホットラインの運用 

 

○ホットライン 

市長が行う避難勧告等避難情報の発令の判断を支援するための情報提供の一環として、

河川管理者（河川事務所長）から、必要に応じ河川の状況、水位変化、今後の見通し等を

市長へ直接電話等で伝える。 

 

○第二ホットライン 

ホットラインでの情報提供の他に、河川事務所担当者から市の防災担当課長へ詳細を電

話等で伝える。 

 

  

 既に警報等で十分警戒を呼びかけている状況下において、更に災害の危険性が切迫し

ている場合 

 特別警報の発表予告・発表・切替・解除をした場合 

・台風等の接近に伴う実況や予想により、特別警報の発表が予想され、特別警報発

表の可能性に言及した気象情報を発表した場合 

・実況及び予想から大雨、大雪、暴風、暴風雪の特別警報を発表した場合又は特別

警報の切替えをした場合 

・特別警報を警報に切り替えたを解除した場合 

※ただし、予測技術の限界等から早期に警戒を呼びかけることができない場合があ

る。 

 避難判断水位、氾濫危険水位への到達予測が出た時点 

 大規模な漏水、法崩れなど、堤防の決壊につながるおそれのある状況が発生した場合 

 避難判断水位に到達後、水位が下降する予測が判断された場合 
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第２ 注意報・警報・特別警報の種類及び発表基準 

１ 対象地域 

天気予報は、埼玉県を３つの地域に分けた一次細分区域単位で発表されるが、注意報、

警報及び特別警報については、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごと

に明示して、市町村単位である二次細分区域単位で発表される。 

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等

については、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表される。 

なお、ただし、テレビやラジオの放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられ

るよう注意報、警報及び特別警報についても、市町村単位ではなく、市町村等をまとめた

地域の名称を用いる場合がある。 

埼玉県の地域細分状況は、次のとおりである。 

 

■埼玉県の地域細分図（平成 24年 10月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■埼玉県の地域細分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

埼玉県全域 南 部 

北 部 

秩父地方 

＜一次細分区域＞ ＜二次細分区域＞ 

南西部 

南中部 

南東部 

北東部 

北西部 

久喜市他 

＜市町村等をまとめた地域＞ 

(該当市町) 

(該当市町) 

(該当市町) 

(該当市町村) 

(該当市町) 

久喜市 
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２ 注意報、警報及び特別警報の種類と発表基準 

気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号）に基づき、熊谷気象台が発表する注意報・警報・

特別警報の種類及び発表基準は次のとおりである。 

 

■注意報・警報・特別警報の概要 

種   類 概   要 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるおそれがある場

合に、その旨を注意して行う予報 

警報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起こるおそれが

ある場合、その旨を警告して行う予報 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるためによって重大な災害の

起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

 

■注意報・警報・特別警報の種類及び発表基準（一次細分区域：北部、二次細分区域：久喜市） 

種   類 発 表 基 準 

特別 

警報 

 注） 

大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合台風や集中

豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もしくは、数十年に一度の

強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨となると予想される場合 

暴風 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想さ

れる場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

警  報 

大雨 
浸水害 表面雨量指数基準 注） 25 

土砂災害 土壌雨量指数基準 注） ― 

洪水 
流域雨量指数基準 注） 

元荒川流域＝17.1  大落古利根川流域＝9.9 

星川流域＝12.5  備前前堀川流域＝４ 

中川流域＝15.9  稲荷木落流域＝7.1  

複合基準 注） 星川流域＝（10,9.2） 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 10cm 

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 注） ８ 

土壌雨量指数基準 注） 115 

洪水 

流域雨量指数基準 注） 

元荒川流域＝13.6  大落古利根川流域＝7.9 

星川流域＝10   備前前堀川流域＝3.2 

中川流域＝12.7  稲荷木落流域＝5.6 

複合基準 注） 

大落古利根川流域＝（7，5.4） 星川流域＝（6，8） 

備前前堀川流域＝（5，3）   中川流域＝（7，12.7） 

稲荷木落流域＝（6，4.5） 

強風 平均風速 11m/s 

風雪 平均風速 11m/s  雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 

雷 落雷等で被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度 25％ 実効湿度 55％ 

低温 
夏季：低温のため農作物に著しい被害が予想される場合 

冬季：最低気温－６℃以下（冬季の気温は熊谷気象台の値） 
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種   類 発 表 基 準 

霜 早霜・晩霜期に最低気温４℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）で被害が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量  100mm 

注）特別警報の発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて、過去の
災害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断される。 

・表面雨量指数基準とは、短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標で、地面の被
覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、タンク
モデルを用いて数値化したものである。 

・土壌雨量指数基準とは、土砂災害の危険性を示した指標で、降った雨が土壌中にどれだけたまって
いるかを表すもので、１km格子ごとに基準が設定されている。 

・流域雨量指数基準とは、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に
存在する流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５km 四方の領域ごと
に算出する。 

・複合基準とは、（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表している。 
・発表基準欄に記載した数値は、埼玉県における過去の発生状況と、気象条件との関係を調査して決
めたものであり、災害発生を予想する際の具体的な目安である。 

・注意報及び警報は、その種類に関わらず、新たな注意報又は警報が行われたときに切り替えられる
ものとし、又は解除されるときまで継続されるものとする。 

出典）「警報・注意報発表基準一覧表（平成 30年５月 30日、熊谷地方気象台）」、「気象等に関す
る特別警報の発表基準（気象庁ＨＰ）」 

 

３ 気象情報 

気象情報は、異常気象等についての情報を具体的かつ速やかに発表するものであり、異

常気象の起こる可能性が高まった場合や注意報・警報の内容を補足し、実況資料及び防災

に対する注意事項を含め熊谷地方気象台が発表する。 

 

４ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

 

種  類 概  要 

大雨警報（浸

水害）の危険

度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四

方の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。 

洪水警報の危

険度分布 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他

河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね

１km ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の

予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたとき

に、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確

認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数

の予測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によ

って、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。6

時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に

降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指
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種  類 概  要 

数」について、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けし

時系列で表示したものを、常時 10分ごとに更新している。 
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５ 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌

日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）

で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（埼

玉県など）で発表される。 

大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構

えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

 

４６ 記録的短時間大雨情報 

記録的短時間大雨情報は、記録的な１時間雨量が観測されたときに、その状況を簡潔に

表現して速報するものであり、埼玉県内の発表基準は 100㎜以上である。 

ただし、大雨警報の発表されている間に行う。 

 

５７ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可

能性が高まったときに、都道府県単位で発表する。しやすい気象状況になっているときに、

一次細分区域単位で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻

発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で

更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が一

次細分区域単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から１時間である。 

 

第３ 洪水予報等の発表基準 

水防法（昭和 24 年法律第 193 号）及び気象業務法に基づき、国土交通省と気象庁が共同

して行う利根川及び荒川の洪水予報の発表基準及び水防警報の基準は、埼玉県水防計画に

よる。本市に関係する洪水予報及び水防警報の対象河川は次に示すとおりである。 

 

１ 国土交通大臣と気象庁長官が共同して行う洪水予報 

国土交通大臣と気象庁長官が共同して行う洪水予報は、次のとおりである。 

 

■洪水予報を実施する河川（水防法第 10条第２項による河川） 

予報区域名 河川名 区 域 基準水位観測所 

利 根 川 上 流 部 利根川 
左岸 群馬県伊勢崎市～茨城県猿島郡境町まで 八斗島 

右岸 群馬県佐波郡玉村町～江戸川分派点まで 栗 橋 

江 戸 川 江戸川 
左岸 

利根川からの分派点から海まで（旧川を除く） 
西関宿 

右岸 野 田 

荒 川 荒川 
左岸 埼玉県深谷市菅沼字前久保から海まで 熊 谷 

右岸 埼玉県深谷市本田字坂下から海まで 岩淵水門(上) 
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■洪水予報の種類 

洪水の 

危険度 

レベル 

洪水予報の標題 

（洪水予報の種類） 
水位の名称 解説 

市町村・市民に 

求める行動等 

レベル５ 
氾濫発生情報 
（洪水警報） 

(氾濫発生 ) 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続
しているときに発表される。 
新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避
難誘導や救援活動等が必要とな
る。災害がすでに発生している状
況であり、命を守るための最善の
行動をとる必要があることを示す
警戒レベル５に相当。 

・逃げ遅れた市民の
救助等 
・市民の避難誘導
（新たに氾濫がお
よぶ区域） 

市は緊急安全確保の
発令を判断※１ 

レベル４ 
氾濫危険情報 
（洪水警報） 

氾濫 
危険水位 

氾濫危険水位に到達したとき、氾
濫危険水位以上の状態が継続して
いるときに発表される。 
いつ氾濫が発生してもおかしくな
い状況、避難等の氾濫発生に対す
る対応を求める段階であり、避難
指示の発令の判断の参考とする。
避難が必要とされる警戒レベル４
に相当。河川の水があふれるおそ
れのある水位 

市町村は避難勧告
等避難指示の発令
を判断※１２ 

レベル３ 
氾濫警戒情報 
（洪水警報） 

避難 
判断水位 

氾濫危険水位に達すると見込まれ
るとき、避難判断水位に達し更に
水位の上昇が見込まれるときに発
表される。 
高齢者等避難の発令の判断の参考
とする。高齢者等の避難が必要と
される警戒レベル３に相当。避難
判断の参考となる水位 

市町村は避難準
備・高齢者等避難
開始発令を判断※
２３ 

レベル２ 
氾濫注意情報 
（洪水注意報） 

氾濫 
注意水位 

氾濫注意水位に到達し更に水位の
上昇が見込まれるとき、氾濫注意
水位以上でかつ避難判断水位未満
の状態が継続しているとき、避難
判断水位に達したが水位の上昇が
見込まれないときに発表される。  
避難に備えハザードマップ等によ
り災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要
とされる警戒レベル２に相当。水
防団が出動して水防活動を行う目
安となる水位 

・市民は洪水に関す
る情報に注意 

・水防団の出動 

レベル１ （発表なし） 
水防団 
待機水位 

水防団が水防活動の準備を始める
目安となる水位 

水防団待機 

※１、２、３ 避難情報勧告等の判断・伝達マニュアルに関する作成ガイドライン（H26R3.45
内閣府） 

 

２ 国土交通大臣の水防警報 

国土交通大臣が発表する水防警報は、次のとおりである。 

 

■水防警報を行う河川名及び水防警報区域 

河川名 基準水位観測所 
水防警報区 

発表を行う者 
左岸 右岸 

利 根 川 栗橋 
自 茨城県古河市中田新田 

至 茨城県猿島郡境町桐ケ作 

自 埼玉県久喜市栗橋 

至 茨城県猿島郡五霞町大字山王 

利根川上流 

河川事務所 

江 戸 川 西関宿 自 幹川分派点 自 幹川分派点 江戸川 
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至 千葉県野田市岡田 至 埼玉県春日部市新宿新田 河川事務所 

荒 川 熊谷 
自 埼玉県深谷市荒川字下川原 

至 埼玉県上尾市大字平方 

自 埼玉県大里郡寄居町 

至 埼玉県川越市大字中老袋 

荒川上流 

河川事務所 

 

■水防警報の対象となる基準水位標 

河川名 水位標名 地先名 
水防団待機水位 

（指定水位） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 
避難判断水位 

氾濫危険水位 

(危険水位) 

利 根 川 栗橋 埼玉県久喜市栗橋 2.70ｍ 5.00ｍ 6.908.10ｍ 8.808.90ｍ 

江 戸 川 西関宿 埼玉県幸手市西関宿 4.50ｍ 6.10ｍ 7.908.10ｍ 8.708.40ｍ 

荒 川 熊谷 埼玉県熊谷市榎町 3.00ｍ 3.50ｍ 5.00ｍ 5.50ｍ 

 

■水防警報の種類及び発表基準 

種類 内 容 発表基準 

待機 

１不意の出水あるいは水位の再上昇等が予想

される場合に、状況に応じて直ちに水防機

関が出動できるように待機する必要がある

旨を警告するもの。 

２水防機関の出動期間が長引くような場合

に、出動人員を減らしても差し支えない

が、水防活動をやめることはできない旨を

警告するもの。 

気象予報・警報等あるいは、河川の

状況により、特に必要と認めると

き。 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資機材の準備、

水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に

努めるとともに、水防機関に出動の準備をさ

せる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量、その他の河川の

状況により必要と認めるとき。 

出動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告す

る。 

洪水注意報等により氾濫注意水位

（警戒水位）を超えるおそれがある

とき。または水位・流量等その他河

川の状況により必要と認めるとき。 

指示 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状況

を明示するとともに、越水、漏水法崩、亀裂

その他の河川状況により警戒を必要とする事

項を指摘して警告するもの。 

洪水警報等により、または、既に氾

濫注意水位（警戒水位）を超え災害

の起るおそれがあるとき。 

解除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨

及び当該基準水位観測所名による一連の水防

警報を解除する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位（警戒水位）以下に下

降したとき、または氾濫注意水位

（警戒水位）以上であっても水防作

業を必要とする河川の状況が解消し

たと認めるとき。 

※地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 

 

３ 埼玉県知事が行う水位情報周知 

埼玉県知事は、小山川及び福川について水防法に基づき、次のとおり水位周知を実施す

る。 

 

河川名 水位標名 地先名 
水防団待機水位 

（指定水位） 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 
避難判断水位 

氾濫危険水位 

(危険水位) 
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小 山 川 
栗崎 埼玉県本庄市栗崎 Y.P.60.45 Y.P.61.15 ― Y.P.61.65 

内ヶ島 埼玉県深谷市大塚 Y.P.35.60 Y.P.36.50 Y.P.38.00 Y.P.38.70 

福 川 井殿橋 埼玉県熊谷市西野字宮前 Y.P.25.50 Y.P.27.20 Y.P.27.33 Y.P.28.16 

※Y.P.：江戸川堀江の水量標の０を基準として、江戸川、利根川等の水位の基準となっている。 

第４ 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に基づく火災警報等 

熊谷地方気象台長が埼玉県知事に通報するもので、県を通じて本市や消防本部に伝達さ

れる。通報基準は当日の気象状態が次のいずれか一つの条件を満たしたときとする。 

 

【通報実施基準】区 分 
発 表 基 準 

熊谷地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」と同一の基準に該当または該当するお

それがある場合に、通報を実施する。 

ただし、実施基準に該当する地域・時間帯で降水（降雪含む）が予想される場合には、通報を実施

しないときがある。 

火災気象通報 

１ 実効湿度が 55％以下で最小湿度が 25％以下になると予想される場合 

２ 実効湿度が 60％以下で最小湿度が 30％以下となり、平均風速が 10m/s 以上に

なると予想される場合 

３ 平均風速が 11m/s（秩父地方は 10ｍ/s）以上、ただし、降雨・降雪中は除く。 

火災警報 
消防法に基づき、一般警戒を促すため発令する警報で発表基準は、火災気

象通報の基準に準ずるが、久喜市の状況を判断して発令 

 

第５ 警報等の発表及び解除 

警報等の発表及び解除は、次のとおりとする。 

 

１ 気象警報等 

気象情報、気象注意報及び気象警報は、熊谷地方気象台が発表し、解除する。 

 

２ 火災気象通報 

火災気象通報は、熊谷地方気象台が発表し、解除する。 

 

３ 火災警報 

火災警報は、熊谷地方気象台から発表された気象の状況及び本市域の状況を判断して、

火災予防上危険であると認めるときは、市長が発令し、その必要がなくなったとき解除す

る。 

 

４ 異常現象発見時の通報 

① 発見者の通報 

災害の発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警

察官に通報しなければならない（災害対策基本法第 54条)。 

何人も、通報がもっとも迅速に到達するように協力しなければならない（同条第２項)。 

通報を受けた警察官はその旨を速やかに市長に通報しなければならない（同条第３項)。  
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② 市長の通報及びその方法 

前項の通報を受けた市長は、市地域防災計画の定めるところにより直ちに気象庁その他

の関係機関に通報しなければならない。 

異常現象の通報・伝達経路については、次のとおりとする。 

 

■異常現象の通報・伝達経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■気象庁（熊谷地方気象台）に伝達する事項 

 

  

 気象に関する事項 

著しく異常な気象現象、例えば竜巻、強いひょう等 

 地震・火山に関する事項 

・火山関係 

  噴火現象及び噴火以外の火山性異常現象 

・地震関係 

  数日間にわたり頻繁に感ずるような地震 

警察署 

（警察官） 

 

 

市 

 

 

 

民 

埼玉県警察本部 

熊谷地方気象台 

048-521-0058 

埼玉県（消防防災課） 

電話・口頭 

電話・口頭 

警電・無線 

防災行政無線 

電話・口頭 
防災行政無線 

防災行政無線 

市長 

久喜警察署 
幸手警察署 
（警察官） 
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第５節 災害情報通信計画 

 

災害情報の収集及び災害応急対策に必要な指揮命令の連絡を迅速かつ的確に実施するた

め、市、埼玉県及び防災関係機関は、相互に密接な連携を図るとともに、迅速かつ的確に

災害情報の収集・連絡に努める。 

 

第１ 情報の連絡体制【市民部】 

１ 情報の収集・連絡系統 

災害に伴う災害情報の収集及び報告並びに災害通信等については、次の系統により行う。 

 

■情報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）        ：市から埼玉県災害対策本部への連絡ができない場合の通信網 

埼玉県災害対策本部 
（消防防災課） 

陸上自衛隊 

第 32 普通科連隊 

埼玉県警察本部 

<埼玉県関連> 

県災対本部行田支部 

(利根地域振興ｾﾝﾀｰ) 
 

幸 手 保 健 所 
中央家畜保健衛生所 
東 部 教 育 事 務 所 <指定地方行政機関> 

関東農政局埼玉県拠点
地方参事官室 
春日部労働基準監督署 
大 宮 国 道 事 務 所 
利根川上流河川事務所 
荒川上流河川事務所 

久喜市災害対策本部 

(総括班（消防防災課）) 

久喜警察署 
幸手警察署 

市民・事業所 

熊谷地方気象台 

埼玉東部消防組合 

<拠点避難所> 

市内各小学校等 消防署・分署 

避難所 

消防団 

区長 
自主防災組織 

<指定公共機関・ 

指定地方公共機関> 

日本赤十字社埼玉県支部 

 

東日本電信電話㈱埼玉事業部

東日本旅客鉄道株式会社 

東 武 鉄 道 株 式 会 社 

埼玉県トラック協会久喜支部 

㈳ 埼 玉 県 L P ｶ ﾞ ｽ 協 会 

 

 

利根川栗橋流域水防事務組合 

久 喜 宮 代 衛 生 組 合 

北 本 地 区 衛 生 組 合 

報道機関 
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２ 通信連絡体制 

市及び防災関係機関は、有線が途絶又は途絶するおそれがある場合には、次により行う。 

 

（１）災害通信の運用方針 

主要な通信施設である有線電話の途絶でも対応できるよう災害時の通信は、無線通信等

の各種通信手段を使用して迅速かつ確実に実施するものとする。 

 

（２）市災害対策本部と市の各機関との通信手段 

市の各機関との通信手段は、防災行政無線を活用する。 

各機関及び拠点避難所との通信手段は有線を主体とするが、有線が途絶した場合は、移

動系防災行政無線の設置、あるいは道路事情を考慮し、庁用車、バイク、自転車、徒歩の

方法を選択し迅速に情報を連絡する。 

 

（３）国、埼玉県等との通信手段 

市と埼玉県との通信手段は、埼玉県防災行政無線を使用し、埼玉県災害対策本部（消防

防災課）及び埼玉県の地域機関（利根地域振興センター）と情報連絡を実施する。 

 

（４）防災関係機関との通信手段 

市と防災関係機関との通信手段は、災害時優先電話、埼玉県防災行政無線、災害応急復

旧用無線電話（衛星電話）、消防無線等を使用して通信連絡を実施する。 

 

（５）非常通話及び非常電報 

① 非常通話及び非常電報 

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがあるときは、災害の予防、

救援、交通、通信、もしくは電力の確保又は秩序の維持のため、必要な事項を内容とする

通話又は電報を他の通話に先だって接続し、又は他の電報に先だって伝送及び配達するこ

とになっているので、次に掲げる事項に該当する場合は、これを活用するものとする。 

 

  

 洪水等が発生し、又は発生するおそれがある旨の通報、警報、もしくは予防

のため、緊急を要する事項を内容とする通話又は電報であって防災関係機関

相互間において行うもの。 

 災害予防又は救援のため、緊急を要する事項の内容とする通話又は電報であ

って消防機関又は防災関係機関相互間において行うもの。 

 災害の予防又は救援のため必要な事項を内容とする通話又は電報であって、

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがあることを知っ

た者がその災害の予防又は救援に直接関係がある機関に対して行う。 
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② 緊急通話及び緊急電報 

公共の利益のため、緊急に通話又は通知することを要する事項を内容とする通話又は電

報については、他の通話又は電報に先だって接続し、又は伝送及び配達することになって

いるので、次に掲げる事項に該当する場合は、これを活用するものとする。 

 

③ 非常通話及び緊急電話 

防災関係機関は、災害対策基本法第 57 条、電気通信事業法第８条並びに電気通信事業

法施行規則第 55条、第 56条の規定に基づき、この計画の定めるところにより非常通話、

非常電報、緊急通話及び緊急電報を活用するものとする。 

 

■非常通話及び緊急電話 

原則として、あらかじめ東日本電信電話株式会社埼玉事業部の承諾を受けた番号の

電話により行うものとし、これを請求する場合は「非常通話」又は「緊急電話」で

ある旨及びその必要な理由を手動交換取扱い担当部門に告げるものとする。 

 

■非常電報及び緊急電報 

非常電報又は緊急電報を発信する場合は、「非常電報」又は「緊急電報」である旨

を告げるとともに、頼信紙余白に「非常」又は「緊急」と朱書するものとする。 

 

（６）災害情報通信のための通信施設の優先使用 

市が災害対策基本法第 57 条の規定に基づいて災害情報通信のための通信施設の優先使

用をする場合は、この計画の定めるところによる。 

 

① 有線電気通信設備及び無線設備を使用する機関等の範囲 

 

② 有線電気通信設備及び無線設備を優先する場合 

災害に関する通知、要請、伝達又は警告について緊急を要する場合において、特別の必

要があると認めたとき。 

災害が発生した場合において、その応急措置の実施に必要な通信のため、緊急かつ特別

の必要があると認めたとき。 

 

 火災、集団的疾病、交通機関の重大な事故その他これに準ずると認められる

緊急事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その予防、救

護もしくは復旧等に関し、緊急を要する事項を内容とする通話又は電報であ

って、その事実を知った者とその予防、救護、もしくは復旧等に直接関係が

ある機関との間又はこれら相互間において行うもの。 

  警察機関         消防機関         水防機関 

航空保安機関      気象業務機関       鉄道事業者 

電気事業者        鉱業事業者        自衛隊 
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③ 有線電気通信設備及び無線設備の優先使用の注意事項 

緊急の場合に混乱が生じないように、あらかじめ当該設備の管理者と協議して連絡方法、

連絡担当責任者及び優先順位等の具体的手続きを定めておくものとする。 

市が災害情報通信のための警察通信設備を使用する場合は、埼玉県警察本部長と昭和

38 年４月 25 日付で締結した「災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協

定について」第３条に基づき、久喜警察署長の承認を得て使用する。 

 

（７）非常通信の利用 

市は、地震、台風、洪水、雪害、火災、その他非常の事態が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保等のための通信を行お

うとする場合であって有線通信を利用することができないか又は著しく困難である場合は、

電波法第 52 条の規定に基づいて関東地方非常通信協議会構成員の協力を得て、他機関の

無線通信施設を利用した非常通信を行うことができる。 

 

① 非常通信文の内容 

非常通信は、次に掲げる事項について行うことができる。 

 

② 非常無線通信文の要領 

 

 人命の救助に関すること。 

 天災の予報（主要河川の水位を含む）及び天災その他の災害の状況に関する

こと。 

 緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料に関すること。 

 電波法第 74条実施の指令及びその他の指令に関すること。 

 非常事態に際しての事態の収拾、復旧、交通制限その他秩序の維持又は非常

事態に伴う緊急措置に関すること。 

 暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関すること。 

 非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関すること。 

 非常事態発生の場合における列車運転、鉄道輸送に関すること。 

 鉄道線路、道路、電力設備、通信設備の破壊又は障害の状況及びその修理復

旧のための資材の手配及び運搬、要員の確保、その他の緊急措置に関するこ

と。 

 災害対策本部相互間に発受する災害救援、その他緊急装置に要する労務施設

設備、物資及び資金の調達、配分、輸送等に関すること。 

 人心の安定上必要と認められる緊急を要するニュース。 

 電報頼信紙は適宜の用紙を用いる。 

 カタカナ又は通常の文書体で記入する。 

 簡単で要領を得たものとし、１通の字数を 200字以内（通常の文書体の場合

は、カタカナに換算してなるべく 200字以内）とする。ただし、通数に制限

はない。 

 宛先の住所、名称、職名及び電話番号を記入する。 

 発信人の住所、名称、職名及び電話番号を記入する。 

 余白に「非常」と記入する。 
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③ 非常通信の依頼先 

最寄りの無線局に依頼するものとし、この場合あらかじめ最寄りの無線局と連絡して非

常の際の協力を依頼しておくものとする。なお、非常通信の取扱料は原則として無料とす

る。 

 

④ 非常通信に関する照会先 

関東総合通信局無線通信部陸上第二課 

電話 03-6238-1771（直通） 

ＦＡＸ 03-6238-1769 

 

（８）警察通信 

有線及び無線の通信統制官は、災害時における通信の混乱を防止するため、必要により

通信統制を行うものとする。 

警察本部長又は警察署長は、埼玉県知事又は市長から災害対策基本法第 57 条の規定に

より、警察通信等の利用について要請があった場合は、協議のうえ、協力するものとする。 

 

第２ 災害情報等の収集・連絡【総務部、関係各部】 

１ 災害情報等の収集・連絡体制 

 

■情報の収集にあたっての留意点 

 市は、災害情報の収集にあたっては、久喜警察署、幸手警察署及び防災関係機

関と緊密に連携するものとする。 

 被害の程度の調査にあたっては、市内部の連絡を密にし、調査漏れ及び重複の

ないよう留意し、相違ある被害状況については、報告前において調整しなけれ

ばならない。 

 被害世帯人員等については、現地調査のみでなく、住民登録とも照合し、その

正誤を確認するようにしなければならない。 

 全壊、流出、半壊、死者及び重傷者等が発生した場合は、その住所、氏名、年

齢等を速やかに調査するものとする。 

 

（１）実施体制 

各部班において把握される被害状況及び応急復旧に関する情報は、次の連絡体制により

収集、整理及び伝達する。 

 

 各部班は、担当業務に関わる被害状況及び応急・復旧対策状況に関する情報

を収集し、速やかに「広報・情報収集班」へ報告する。 

 「広報・情報収集班」は、各部班をはじめ埼玉県及び防災関係機関から収集

した災害情報を整理し、災害対策本部（総括班）へ報告する。 

 災害対策本部会議は、災害情報を分析・判断し、災害対策の活動方針を「総

括班」を通じて各部班に伝達、指示する。 

 「広報・情報収集班」は、災害情報を防災関係機関及び市民に伝達・広報する｡ 
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■災害情報の収集担当 

情報項目 対象内容 担当部・班 情報責任者 

人的被害 死者、行方不明者、負傷者 被災者救援班 社会福祉課長 

一般建築物被害 全壊(全焼)、半壊(半焼)等 調査・避難支援班 資産税課長 

公共土木施設被害 道路、河川、水路、橋梁等 道路・河川班 建設管理課長 

建築施設等被害 
市営住宅 

公園施設・駅前広場等 
住宅・公園班 都市整備課長 

ライフライン施設被害 

上水道施設 給水班 水道施設課長 

下水道施設、農業集落排水処

理施設 
下水道班 下水道施設課長 

ガス・電気・電話 広報・情報収集班 情報推進課長 

社会福祉施設被害 
社会福祉施設、障がい者支援

施設等、老人福祉施設 
被災者救援班 社会福祉課長 

児童福祉施設 児童福祉施設 子ども支援班 子ども未来課長 

環境衛生施設被害 ごみ処理施設 環境班 資源循環推進課長 

医療施設被害 医療機関 医療・救護班 健康医療課長 

商工業関係被害 商工業施設等 産業班 久喜ブランド推進課長 

観光関係被害 観光施設 産業班 久喜ブランド推進課長 

農業関係被害 農産物・農業施設等 産業班 農業振興課長 

火災等被害 火災及び危険物等による被害 総括班 消防防災課長 

学校施設被害 
市立学校、給食施設、 

市立学校以外の施設 
教育総務班 教育総務課長 

社会教育施設被害 
プール、体育館、公民館、文

化財、図書館等 
社会教育班 生涯学習課長 

公共交通施設被害 鉄道、バス、高速道路等 総括班 交通企画課長 

その他（行政財産等） 市庁舎 財政班 
アセットマネジメント

推進課長 

 

（２）初動期の情報収集体制 

災害発生直後の初動期の災害情報は、早期の災害応急対策の実施、自衛隊の災害派遣要

請及び相互応援要請等を判断するための情報として、特に重要である。 

そのため、次に示す方法により被害情報等を迅速かつ的確に収集する。 

 

① 情報収集 

「広報・情報収集班」は、原則として洪水被害が発生したとき、又は発生したと思われ

るとき、他部の協力を得て避難所及び情報収集手段の途絶えた地域の情報を収集する。 

なお、情報収集に当たっては、障害物等による途絶も想定されることから、オートバイ、

自転車を利用することも考慮する。 

 

② 防災拠点からの情報収集 

市内の各防災拠点から、防災行政無線等により初動期被害情報を収集する。 
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③ 消防団からの情報収集 

消防団支団の管轄区域ごとに当該支団の分団長が担当者となり被害情報の収集活動を行

う。 

 

④ 自主防災組織、区等からの情報収集 

市内の自主防災組織や区等からも地域における被害情報を収集する。 

 

⑤ その他の情報収集 

災害発生時の被害状況を早期に把握するため、アマチュア無線、タクシー無線及びその

他の無線局設置者に協力を求めて被害情報を収集する。 

また、市民の間に通信手段として広くインターネットが普及しており、この通信手段を

活用して被害情報を収集する。 

 

２ 災害情報の収集 

（１）人的被害情報 

災害発生直後は、広域的あるいは局地的に多数の傷病者が発生すると予想される。 

また、医療機関も被災し、道路の通行にも支障が出ると考えられるので、これらの状況

に即して医療機関の選定や搬送路の決定に柔軟に対応することが重要となる。 

人命救助活動は、災害発生直後からの初動期にもっとも必要とされ、そのためには初動

期の迅速かつ的確な情報収集・伝達と情報分析が重要である。 

各部班は、担当業務の被害調査に関連し、速やかに人的被害を収集し「被災者救援班」

に報告する。「被災者救援班」は、各部班からの情報、消防組合、警察署及び防災関係機

関からの報告に基づき、人命救助に関する情報を遺漏がないように把握するとともに「広

報・情報収集班」に人的被害情報を伝達する。 

「広報・情報収集班」は、収集情報に基づいて、人的被害の情報図を作成し被害の発生

状況を把握する。 

 

（２）一般建築物被害情報 

一般建築物の被害に関する情報は、初動期における災害応急対策の実施のうえで重要で

ある。このため、市域全体の被害状況を速やかに把握し、「広報・情報収集班」へ報告す

る。 

 

（３）公共土木・建築施設被害情報 

市が管理する公共施設の被害については、基本的には施設管理者が速やかに被害調査を

実施し「広報・情報収集班」に報告する。被害状況は、現地写真等により記録する。また、

国、埼玉県等の管理する公共施設の被害については、各関係機関から情報を収集する。 

 

（４）ライフライン被害情報 

ライフラインの被害に関する情報は、初動期の災害応急対策及びその後の市民生活に重

要であることから、被害状況を速やかに把握する。 
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① ライフライン（上下水道）被害調査 

上下水道については、「給水班」「下水道班」が被害状況調査を実施し、「広報・情報収

集班」に報告する。 

また、主要な被害状況は、現地写真等により記録する。 

 

② その他のライフライン被害調査 

その他のライフラインについては、「広報・情報収集班」が各事業者から被害状況を把

握する。 

 

③ ライフライン復旧情報 

ライフラインの復旧情報については、復旧時期・復旧場所・復旧規模等を明らかにして

市民への情報提供ができるように、「広報・情報収集班」が各事業者から復旧情報を把握

する。 

 

（５）交通施設被害情報 

交通施設被害について被害状況調査を実施する。広域的な交通の運行状況等は、テレビ

等報道機関から情報を得る。 

また、国、埼玉県、東日本高速道路株式会社、東日本旅客鉄道株式会社及び東武鉄道株

式会社等が管理する交通施設については、関係機関から被害状況を収集する。 

 

① 道路被害 

初動期の道路交通の確保は、被災者の救出、初期消火等、被害拡大の防止のために非常

に重要である。「道路・河川班」は、道路施設の被災状況を調査し、「広報・情報収集班」

に報告する。 

 

■道路被害情報 

 市は、市域内の緊急輸送道路被害及び道路上の障害物の状況を調査し、速や

かに埼玉県に報告する。また、復旧状況及び交通規制状況等を把握する。 

 市は、埼玉県が取りまとめた緊急輸送道路被害の状況を収集し、災害応急対

策を実施するとともに、防災関係機関に連絡する。 

 

② 鉄道被害 

「広報・情報収集班」は、鉄道施設の被災状況及び運行状況等について施設管理者等か

ら情報を収集する。 

 

（６）その他の被害情報 

その他の被害としては、商工業、農業等に関する被害があげられる。 

「産業班」は、基本的には建物被害の情報収集と同様の方法により、関係機関、関係団

体等から被害情報を収集し、把握する。 
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３ 被害調査の報告 

本市域で発生した被害報告は次のとおりとする。 

 

（１）市災害対策本部への報告 

登庁した職員、関係各部及び防災関係機関等において把握された被害状況に関する情報

は、「広報・情報収集班」へ報告する。 

 

（２）埼玉県への報告（災害対策基本法第 53条第１項） 

埼玉県への報告は、「総括班」が災害の発生と経緯に応じて災害オペレーション支援シ

ステム（使用できない場合はファクス等）により報告するとともに、併せて災害応急対策

に関する既に措置した事項及び今後の措置に関する事項について報告する。被害状況等の

報告は、当該災害に関する応急対策が完了するまで続ける。なお、報告には埼玉県所定の

様式を用いることとする。 

 

■報告すべき災害 

 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

 市が災害対策本部を設置したもの。 

 災害が２都県以上にまたがるもので、埼玉県における被害が軽微であっても、

全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの。 

 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの。 

 災害による被害が当初は軽微であっても、今後上記の要件に該当する災害に進

展するおそれがあるもの。 

 地震が発生し、埼玉県内で震度４以上を観測したもの。 

 その他災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告する必要がある

と認められるもの。 

 

■発生速報及び被害速報 

報告区分 内容 

被害速報 

発生速報 

災害オペレーション支援システムにより、被害の発生直後に必要

事項を入力する。なお、災害オペレーション支援システムが使用

できない場合は、「発生速報」により防災行政無線ファクス等で報

告する。 

経過速報 

災害オペレーション支援システムにより、特に指示する場合のほ

か２時間ごとに逐次必要事項を入力する。なお、災害オペレーシ

ョン支援システムが使用できない場合は、「経過速報」により防災

行政無線ファクス等で報告する。 

確定報告 
「被害状況調」により、災害の応急対策が終了した後７日以内に

文書で報告する。 

【資料編参照】 資料－１１「発生速報」     

資料－１２「経過速報」     

資料－１３「被害状況調」    

資料－１４「確定報告記入要領」  
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（３）埼玉県への報告先（災害オペレーション支援システムが使用できない場合） 

被害速報及び確定報告は、埼玉県消防防災課に報告する。 

なお、勤務時間外においては、危機管理防災部当直に報告する。 

電話 048-830-8111（直通） 

防災行政無線 6-8111 

 

（４）消防庁への報告先（災害対策基本法第 53条第１項） 

市が埼玉県に報告できない場合は、直接、消防庁を通じて内閣総理大臣へ報告する。 

また、119 番通報が殺到する状況については、市長は埼玉県に報告するとともに、直接

消防庁へも報告する。 

 

報告先 通信手段 番号 

消防庁応急対策室 

〔平日 (9:30～18:15)〕 

ＮＴＴ回線 
電話  03-5253-7527 

ＦＡＸ  03-5253-7537 

消防防災 

行政無線 

電話  TN-90-49013 

ＦＡＸ  TN-90-49033 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電話  TN-048-500-90-49013 

ＦＡＸ  TN-048-500-90-49033 

消防庁宿直室 

〔上記以外〕 

ＮＴＴ回線 
電話  03-5253-7777 

ＦＡＸ  03-5253-7553 

消防防災 

行政無線 

電話  TN-90-49102 

ＦＡＸ  TN-90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

電話  TN-048-500-90-49102 

ＦＡＸ  TN-048-500-90-49036 

(注)TN は、回線選択番号を示す。  
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第６節 災害広報計画 

 

災害時において、被災者は、不安定な心理状態にあり、不正確な情報でも受入れやすく、

誤った情報によりパニックの発生も考えられる。 
このため、市民、報道関係者等に被害状況その他災害情報を迅速かつ的確に提供するこ

とにより、人心の安定と社会秩序の維持を図る必要がある。この場合、要配慮者、在宅で

の避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避

難者、在日外国人、訪日外国人に対する情報伝達に配慮する。 

 

第１ 災害時における広報体制【総務部、市民部】 

 

第２ 広報資料の収集【総務部】 

１ 現地取材の実施 

「広報・情報収集班」は、広報資料等に資するため、災害対策本部で取りまとめた災害

情報等に基づき、必要に応じて災害現場における現地取材を行う。 

なお、取材の結果、災害応急対策上必要と判断されるものについては、速やかに関係部

等へ報告する。 

 

２ 災害写真の撮影及び収集 

「広報・情報収集班」は、広報資料等に資するため、必要に応じて次に掲げる災害写真

の撮影等を行う。 

  

 「広報・情報収集班」は、災害情報の収集、広報資料の作成等を統括するほ

か、記者会見の日時等の諸調整を行う。 

 各班の班長は、それぞれの班における広報関連情報の収集・整理等を行うと

ともに、広報する必要のある情報については、「広報・情報収集班」へ提出

する。 

 「総括班」は、消防機関と相互に密接な連絡をとり、災害状況及び処置の状

況等の広報資料を収集するほか、必要に応じ関係機関及び各種団体に対し情

報の提供を求める。 

 「広報・情報収集班」は、広報する事項を決定し、災害対策本部長の承認を

得て、市民等への広報を行う。 

 被害状況、災害対策活動等災害に関する写真撮影 

 他の機関等が撮影した災害写真の収集 

 災害応急対策に必要な災害写真の災害対策本部への掲示 

 他の機関等から依頼があった場合における写真の提供 
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第３ 市民への広報【総務部、関係各部】 

１ 広報内容 

（１）緊急広報 

災害発生直後からおおむね 24 時間経過後までの初動対応期における緊急広報は、原則

として次に掲げる内容について実施する。 

ただし、災害の状況等により、適宜、必要な項目についても広報を実施する。 

 

■緊急広報の内容 

広報事項 内容 

① 風水害、火災等の災害の発生状況 
・災害の規模、範囲、内容の概要情報 

・二次災害に関する情報 

② 初期消火活動、人命救助活動の 

  呼びかけ 

・初期消火、出火防止（ガスの元栓、電気ブレーカー

の点検等）の協力依頼 

・市民、自主防災組織、区長、事業所等への人命救

助、要配慮者救助の協力依頼 

③ 避難場所、避難経路等、避難 

に関する事項 

・避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は避難指

示（緊急）、警戒区域設定関連情報 

・避難場所、避難経路等の情報 

・避難時の注意 

（携行品、車の利用規制、連絡先の表示） 

④ 医療、救護に関する事項 

・救護所の開設状況 

・医療機関等の受入れ情報 

・専門医療（透析等）機関の情報 

⑤ その時点で判明している被害の 

状況 

・ライフライン情報 

・道路情報（交通規制、緊急道路等） 

・交通機関情報（運休、運行状況） 

⑥ 市及び関係機関の応急対策の状況 
・応急対策の実施状況 

・全国からの救援情報 

⑦ その他必要な事項 

・飲料水、食料、物資等の状況 

・安否に関する情報 

・遺体収容関係情報 

・その他必要な情報 

 

（２）一般広報 

災害発生後からおおむね 24 時間経過した後における一般広報は、その時点における応

急対策の状況や被災者の生活維持に必要な情報等、原則として次に掲げる事項とする。 

 

■一般広報の内容 

広報事項 内容 

① 災害情報 その時点での被害情報 

② 市及び関係機関の応急対策状況 その時点での各応急対策の実施状況 

③ 給水、給食、物資等の 

支給に関する状況 

・飲料水、食料、生活必需品等の支給情報 

（場所、日時、対象者等） 

・救援物資の受入れ、支給情報 

④ ライフラインの復旧情報 
・ライフラインの復旧情報 

・復旧見込み及び代替措置等の情報 
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広報事項 内容 

・代替交通機関の情報 

⑤ 道路情報、交通機関の 

運行・復旧状況 

・道路情報（交通規制、緊急道路等） 

・公共交通機関の運行・復旧情報 

・代替交通機関の情報 

⑥ 市民の安否に関する事項 

・避難所での名簿記載、自宅への避難先表示等の協力依頼 

・警察、消防機関、自主防災組織等への安否確認の協力

依頼 

・安否確認、死亡者確認等の問い合わせに関する情報 

⑦ 医療機関、救護所の運営状況 

・医療機関の受入れ情報 

・専門医療機関に関する情報 

・救護所の運営状況 

⑧ 避難施設、地域での 

生活関連事項 

・要配慮者に対する情報 

・ごみ処理、し尿処理等衛生関連の情報 

・風呂の情報 

・商店等（スーパーマーケット、ガソリンスタンド等）

の営業情報 

⑨ 施策の実施等に関する事項 

・住宅関連情報 

（応急仮設住宅、空室あっ旋等） 

・倒壊家屋、がれき処理関連情報 

・各種相談窓口の開設情報 

・罹災証明、義援金関連情報 

・教育関連情報（休校、再開等） 

・見舞金、弔慰金等の支給関連情報 

・税、手数料等の減免措置の状況 

・各種貸付、融資制度関連情報 

・市の一般平常業務の再開情報 

⑩ その他必要な事項 
・ボランティア関連情報 

・その他必要な情報 

【資料編参照】 資料－１５「災害広報案文」 

 

２ 広報の方法 

（１）市民に対する広報 

① 広報手段の有効活用 

「広報・情報収集班」は、市民等に対して広報を行う場合は、災害の状況等により次の

手段等を適宜有効に活用して実施する。 

 

② その他の方法 

 

 防災行政無線 

 広報車 

 ハンドマイク 

 消防団車両 

 広報紙（臨時号）、チラシ等印刷物の配布又は掲示 

 インターネット（ホームページ、登録制メール、ＳＮＳ等） 

 警察署及びその他の防災関係機関に対し、広報依頼を行う。 

 新聞、テレビ、ラジオ等報道関係機関に対し広報依頼を行う。 
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（２）一時市外避難者に対する広報 

「広報・情報収集班」は、市外への一時避難者に対する広報は、初期段階においては報

道機関へ協力を依頼して対応する。 

その後、時間の経過等に応じて「被災者救援班」から市外への一時避難者情報の提供を

受けて、広報紙を直接郵送する等の方法により広報を行う。 

 

第４ 報道機関等に対する発表【総務部】 

１ 災害放送の要請 

市長は、災害対策基本法第 57 条に基づき、災害情報等の伝達又は警告が緊急を要し、そ

の通信のため特別の必要がある場合は、埼玉県の「災害時における放送要請に関する協定」

及び「災害時における放送要請に関する協定実施要領」に基づき、次の放送機関に対し、

災害放送の要請をする。 

なお、この場合の要請は、原則として埼玉県を経由（埼玉県知事に要請依頼）するもの

とされており、埼玉県との通信途絶等特別の事情がある場合は、直接、放送機関に対し要

請できる。 

 

２ 報道機関に対する資料提供による広報 

「広報・情報収集班」は、災害対策本部が取りまとめた災害情報や応急対策状況等に関

する情報を、定期的に記者会見を開催し、報道関係機関に資料提供を行う。 

 

３ 防災関係機関の情報等の発表 

防災関係機関の災害情報等は、原則としてそれぞれの関係機関が所管する事業等に関し

て適宜行う。 

ただし、災害時の情報の一元化のため必要な場合、又は効率性確保のうえで必要な場合

等においては、「広報・情報収集班」を通じて統一的に行う。 

なお、災害対策本部が発表するに際し、必要な場合は各関係機関に対し、説明のための

同席を求める。 

 

４ 関係機関が発表する情報の把握 

「広報・情報収集班」は、情報の共有化の立場から各関係機関が独自に報道関係機関に

発表する事項についても把握する。 

 

第５ 帰宅困難者・要配慮者への広報【総務部、市民部、福祉部、埼玉県】 

１ 帰宅困難者への広報 

帰宅困難者への広報は、次のとおり実施する。 

  

(1) ラジオ    ＮＨＫさいたま放送局、  （株）エフエムナックファイブ 

(2) テレビ    ＮＨＫさいたま放送局、 （株）テレビ埼玉 
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■帰宅困難者への広報 

区分 実施主体 内容 

東京都内通勤通学者

への広報 
埼玉県 

 災害用伝言ダイヤル 171 や災害用伝言板等を利用した安否

確認の促進広報  

 テレビ、ラジオ局への放送依頼、報道機関に対し、被害状

況、交通情報、一時滞在施設情報等を広報  

 危機管理・災害情報ブログによる情報提供 

埼玉県内主要駅での

帰宅困難者への広報 
埼玉県 

 災害用伝言ダイヤル 171 や災害用伝言板等を利用した安否

確認の促進広報  

 テレビ、ラジオ局への放送依頼、報道機関に対し、被害状

況、交通情報、一時滞在施設情報等を広報  

 危機管理・災害情報ブログによる情報提供  

 駅前の大型ビジョンによる情報提供  

 緊急速報エリアメールによる発災直後の注意喚起 

 

２ 要配慮者に対する広報 

市及び埼玉県は、広報を実施するにあたっては、外国人に対しての多言語による広報や

視聴覚障がい者に対してのファクスや文字放送による広報の実施など、要配慮者にも配慮

した対策を積極的に推進していくものとする。 

 

（１）障がい者等への広報 

「広報・情報収集班」は、在宅及び避難所の障がい者等へ情報伝達を行うため、「被災

者救援班」及び「市民ボランティア班」等の協力を得て、次の手段で広報を行う。 

 

（２）外国人への広報 

「広報・情報収集班」は、被災外国人への情報伝達を行うため、「市民ボランティア班」

や通訳ボランティア、外国人団体等の協力を得て、必要に応じて広報紙等を翻訳するとと

もに、主要な外国語による広報を行う。 

 

第６ 広聴活動【総務部、市民部】 

災害発生時に、人心の動揺、混乱により社会不安のおそれがあるため、被災者の生活相

談や援助業務等の広聴活動について定める。  

 視覚障がい者に対して的確な情報提供を行うため、「広報・情報収集班」

は、広報紙、テレビ等に広報情報を提供する際に、ラジオ、広報車等の媒体

を利用するよう徹底する。 

 聴覚障がい者に対して的確な情報提供を行うため、「広報・情報収集班」

は、広報紙、テレビ、掲示板等の多様な媒体を活用するとともに、テレビ局

に文字放送や字幕付放送を流してもらうように協力要請する。 
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１ 広聴体制 

（１）災害相談窓口 

 

（２）相談窓口の開設 

「市民ボランティア班」は、市内の公共施設や避難所に相談窓口を開設する。 

各相談所は、市民からの問い合わせへの対応や要望の受け付けを実施するとともに、相

談内容や要望事項の整理を行い、「市民ボランティア班」にそれらの内容を報告する。 

 

（３）相談業務の総合管理 

 

２ 緊急問い合わせへの対応方法 

 

【資料編参照】 資料－１６「災害時対応記録票」  

 「市民ボランティア班」は、災害発生直後から大量に発生する市民からの通

報や問い合わせに迅速かつ効率的に対応するため、速やかに災害相談窓口を

庁内及び現地対策本部に開設する。なお、安否に関する問い合わせは、「市

民ボランティア班」内に安否情報係を設置し、専属的に業務にあたる。 

 この窓口には、専用の電話、ファクス等の有効な通信手段を設置するととも

に、必要な人員を常時配置して対応するものとする。 

 窓口開設にあたっては、日本語を理解することができない外国人に対応する

ため、必要に応じ英語その他の外国語による相談窓口を併設するほか、法律

相談等専門的な相談窓口も設置する。 

 「市民ボランティア班」は、相談所が整理した問い合わせや要望などの情報

を統括管理する。 

 要望については、直ちに各班に対応依頼を行い、併せて依頼内容について

「総括班」に報告する。 

 「市民ボランティア班」は、災害発生直後に大量に発生する市民からの電話

による問い合わせ、相談に対応する。問い合わせ内容は、対応記録票に記入

し、必要があれば関係部署に伝達する。 

 「総括班」は、市災害対策本部の決定事項等、市民に情報提供する事項につ

いては、その内容を統一的な文書で「市民ボランティア班」に連絡し、その

後の対応の迅速化を図る。 

 「市民ボランティア班」は、市民からの問い合わせについては、直ちにその

内容を精査し、関係部長又は班長に連絡する。関係する部署が特定できない

場合には、「総括班」に報告する。 

 「総括班」は、報告された問い合わせ内容について、本部会議へ報告し、そ

の対応について関係部・班に指令する。 

 「広報・情報収集班」は、必要に応じ広報紙等への掲載及びインターネット

等による情報提供を実施する。 
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３ 相談窓口関連広報 

「広報・情報収集班」は、「市民ボランティア班」から相談窓口設置状況、問い合わせ頻

度の高い事項についての情報を受けて広報する。 

広報の方法は「第２編-第２章-第６節-第１ 災害時における広報体制」に準じる。 
 

４ 安否情報 

（１）安否確認受付体制の確保 

大規模災害が発生した場合、混乱時には被災した家族や親戚等の安否を確認するため、

市内外から多数の問い合わせが一時的に殺到することが予想される。 

そのため、「市民ボランティア班」は、「広報・情報収集班」と連携しながら、災害対策

本部内の初期における専属的な安否確認受付体制（安否窓口係）を整える。 

なお、被災者の安否について市民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不

当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後

の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう

努めるものとする。この場合において、市は、安否情報の適切な提供のために必要と認め

るときは、埼玉県、消防機関、埼玉県警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努

めることとする。 

また、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受けるお

それがある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被

災者の個人情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 
 

（２）安否情報の範囲 

① 発災初期 

発災初期段階では、詳細な情報収集が困難であるため、この時期に安否情報として取扱

うものは警察等の検視又は遺体調査及び医師の検案が済み、身元が判明している死亡者の

みとする。 
 

② 一定時間経過後 

発災初期の混乱期が終息すると、時間経過とともに被害状況及び避難状況等の詳細が判

明し、死亡者又は行方不明者の身元確認も進むので、原則として次の情報を取扱う。 

 

（３）避難所における安否確認対策 

発災後における安否確認の問い合わせの混乱を極力避けるため、避難所における安否確

認対策として、「被災者救援班」は、早期に避難者名簿を作成し、その情報を「市民ボラ

ンティア班」に提供する。 
 

（４）被災者台帳の作成 

市は、災害発生時に被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため、被災者台帳を整

備する。 

  

① 死亡者 

② 行方不明者 

③ 避難施設等への避難者 

④ 病院収容者 
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第７節 水防計画 

 

豪雨又は洪水によって河川施設が損壊した場合に発生する浸水被害を防止・軽減して、

市民の生命財産を図るため、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作

等の水防活動（応急対策）を講ずる。 

 

第１ 市内の主要河川 

市内を流れる河川には、国管理の一級河川（利根川）、埼玉県管理の一級河川（中川、

元荒川、青毛堀川、備前堀川、姫宮落川、庄兵衛堀川、大落古利根川、星川、野通川、権

現堂川、備前前堀川）や市管理の準用河川（中落堀川、蓮ヶ原川、江面落川、鷲宮江川、

大中落川）、用水路として見沼代用水路、黒沼笠原沼用水路、葛西用水路、北側用水路等

がある。 

 

第２ 水防計画の位置付け【建設部、上下水道部、利根川栗橋流域水防事務組合】 

本市は、水防法に基づく「水防管理団体」として、その長である市長は「水防管理者」

としての責任を有する。 

市内の河川については、洪水予報や水防警報が発せられたとき、又は河川の増水等によ

り道路、橋梁の施設及び流域の家屋等に被害が発生し、又は発生のおそれがある場合には、

「建設部」「上下水道部」を中心に消防組合の協力を得て、水防活動（第３‐１）を行う。 

また、利根川栗橋流域水防事務組合（久喜市役所内に水防本部、幸手市役所、杉戸町役

場、春日部市役所、五霞町役場に支部を置く３市２町で構成）は水防法第４条に基づく指

定水防管理団体に指定され、本市は、その管理者としての責任を有している。 

この指定水防管理団体の管理対象河川は、利根川、江戸川であり、その活動は（第３‐

２）のとおりである。 

 

第３‐１ 水防活動【建設部、上下水道部】 

「建設部」「上下水道部」では、河川の増水又は住居に浸水のおそれがあると認めると

きは、主要箇所に監視員を派遣して、増水又は浸水の状況把握に努め、必要がある場合は、

関係者に通報する。 

「建設部」「上下水道部」では、水防活動を行う必要があると認めるときは、災害時の

防災協定に基づき、建設関係団体に出動を要請し、又は出動の準備を要請するほか、消防

組合に出動を要請する。 

なお、消防組合に出動要請する基準は、次のとおりとする。 

 

 出水等により破堤のおそれがあるとき 

 埼玉県知事から出動の指示があったとき 

 気象予報、洪水予報により、洪水又は浸水等の危険が予想されるとき 

 その他、市長が必要と認めるとき 
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第３‐２ 利根川における水防活動【利根川栗橋流域水防事務組合】 

 

１ 監視・警戒活動 

水防管理者（久喜市長）は、出動命令を出したときから、水防区域の監視及び警戒を厳

重にし、現在の被害箇所、その他特に重要な箇所を中心とした堤防の川側、上面及び居住

地側の３班に分かれ巡回し、異常を発見した場合は直ちに国土交通省利根川上流河川事務

所長、埼玉県杉戸県土整備事務所長に報告するとともに水防活動を開始する。 

また、必要に応じ、民間事業者への委任により水防活動を行うとともに、事業者が円滑

に活動できるよう、あらかじめ、災害協定等の締結に努める。 

 

２ 水門の操作 

水門の管理者は、降雨又は出水の状況によって、門扉を開閉その他必要な措置をとると

ともに、その状況を速やかに国土交通省利根川上流河川事務所長及び埼玉県杉戸県土整備

事務所長に通知する。 

 

３ 資機材の備蓄及び水防措置の実施 

水防用器具、資材の備蓄に努めるとともに、監視及び警戒により水防措置が必要と認め

られた場合には、関係機関と協力し、水防措置を実施する。 

 

４ 非常配備 

（１）情勢把握 

水防管理者（久喜市長）は、洪水予報（「第２編-第２章-第４節-第３ 洪水予報等の発

表基準」を参照）が発せられたときは、必要に応じ水防関係者を待機させるとともに、連

絡員を水防管理団体本部に詰めさせ、その後の情勢把握に努め、水防団及び消防機関を次

の指示に支障のない状態にしておく。 

 

（２）出動の判断 

水防管理者（久喜市長）が水防団又は消防機関に出動命令を下すのは、おおむね次の場

合とする。 

 

（３）出動の指示 

水防管理者（久喜市長）は、次の基準により消防団に出動を指示する。 

 

① 準備 

本部長（久喜市長）は、利根川の水位が「水防団待機水位」（2.70m）に達し、なお上昇

のおそれがある場合、消防団から連絡員３名を本部に詰めさせ、次の事項の準備をさせる

ものとし、他の消防団員には待機を指示するものとする。  

 水防警報によって水防団（消防機関）の出動が要請されたとき 

 埼玉県知事から出動の指示があったとき 

 水防管理者（久喜市長）が必要と認めたとき 
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② 出動 

水防管理者（久喜市長）は、利根川及び江戸川の水位がそれぞれ「氾濫注意水位」に達

し、なお上昇のおそれがある場合、次により出動命令を出すものとする。 

 

区分 内容 

警戒出動 
「氾濫注意水位」（利根川 5.00m、江戸川 6.10m）に達したとき、本部長

は直ちに警戒出動の出動指令を発した各器具置場に出動させる。 

第１次出動 

「氾濫注意水位」（利根川 5.00m、江戸川 6.10m）を超え水位 6.50m とな

り、なお増水のおそれがある場合、本部長は直ちに第１次出動の出動指

令を出す。 

第２次出動 

組合管内に相当な被害が発生する水位 7.00m となり、なお増水のおそれ

がある場合、本部長は直ちに第２次出動の出動指令を出す。第２次出動

後なお増員を必要とする場合、本部長は適宜各支部長に出動命令を出

す。水防員はおおむね 15 名をもって１組とすることを原則とし、水防各

組には組長を配して直接の指揮にあたり、各詰所の総指揮は警戒出動組

の組長があたることとする。 

 

③ 報告 

次の場合、水防管理者（久喜市長）は直ちに埼玉県杉戸県土整備事務所に報告する。 

 

５ 決壊時の処置 

（１）通報 

堤防等が破堤又はこれに準ずべき事態が発生したときは、水防管理者（久喜市長）は水

防法第 25 条の規定により、直ちにその旨を埼玉県杉戸県土整備事務所長及び氾濫を予想

される方向の隣接水防管理団体又は市長に通報しなければならない。 

また、利根川については、国土交通省利根川上流河川事務所長にも通報しなければなら

ない。 

水防管理者（久喜市長）は、さらに幸手警察署長並びに利根地域振興センターに連絡す

るものとする。 

 

（２）警察官の出動要請 

堤防等が破堤又はこれに準ずべき事態の発生が予想されるときは、水防管理者（久喜市

長）は久喜警察署長及び幸手警察署長に対して警察官の出動を要請することができる。  

 水防に関する情報連絡 

 水防資材器具の整備点検 

 水門の開閉 

 堤防弱点箇所の巡視 

 通信及び輸送の確保 

 その他水防活動上必要と認める事項 

 水防団及び消防機関が出動したとき 

 水防作業開始のとき 

 堤防等に異状を発見したとき及びこれに関する処置 
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（３）居住者等の水防義務 

水防管理者（久喜市長）は、水防法第 24 条の規定に基づき、水防のため必要があると

認めたときはその区域内に居住する者、又は水防現場にいる者を水防作業に従事させるこ

とができる。 

 

６ 避難のための立退き 

（１）立退き 

水防管理者（久喜市長）は、洪水により著しい危険が切迫し、その必要があると認めた

ときは、ラジオ、信号又はその他の方法により、水防法第 29 条による立退き又はその準

備を指示する。 

 

（２）立退き予定等の居住者への周知 

水防管理者（久喜市長）は、立退き予定地、経路及び可能な処置を設定し、あらかじめ

居住者に周知徹底させておくものとする。 

 

（３）立退きの通知 

水防管理者（久喜市長）が避難のための立退きを指示する場合、直ちに埼玉県知事及び

久喜警察署長及び幸手警察署長に通知しなければならない。 

 

７ 水防解除 

水位が警戒水位（氾濫注意水位）以下に減じ、水防警戒の必要がなくなり、水防警報が

解除されたときは、水防管理者（久喜市長）は水防解除を命ずるとともに、これを市民に

周知させ、埼玉県知事に対してその旨を報告しなければならない。 

 

第４ 情報収集と報告【市民部、建設部、上下水道部】 

① 市は、関係機関と連絡を密にし、各種水防情報の収集に努める。 

② 情報の収集伝達は、「第２編-第２章-第５節-第２ 災害情報等の収集・連絡」による。 

③ 水防活動が終結したときは、埼玉県水防計画の定める様式により、埼玉県杉戸県土整備

事務所を経由して埼玉県知事に報告する。 

 

■水防信号 

警鐘信号 サイレン信号 発するとき 措置事項 

第１信号 

○休止 ○休止 ○休止 

5秒 15秒 5秒 15秒  5秒 15秒 

○―休止  ○―休止  ○―休止 

警戒を要する水位に

達したとき 

区域内市民への周知と河川の

警戒にあたる。 

第２信号 

○―○―○ ○―○―○ 

5秒  6秒  5秒  6秒 5秒  6秒 

○―休止  ○―休止  ○―休止 

洪水等のおそれがあ

るとき 

消防機関に属する者を招集

し、全員が出動体制をとる。 

第３信号 

○―○―○―○ 

    ○―○―○―○ 

10秒 5秒 10秒 5秒 10秒 5秒 

○―休止  ○―休止   ○―休止 

堤防が決壊し又はこ

れに準ずべき事態が

発生したとき 

水防管理団体の区域内に居住

する者の出動を求める。 

第４信号 

乱打 

1分  5秒      1分  5秒 

○―休止       ○―休止 

洪水等が切迫し区域

内の居住者を避難さ

せる必要があるとき 

区域内の居住者に避難のた

め、立退くことを指示する。 

備考 １ 信号は、適宜の時期継続するものとする。 
２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用するも妨げない。 
３ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。  
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第５ その他の水災害予防【市民部、建設部、上下水道部】 

台風又は集中豪雨等により、通路・堤防及び橋梁等の施設に災害が発生し、又は発生の

おそれがある場合、市長は当該施設を災害から保護するため、必要な作業班を出動させ、

災害による被害の軽減を図る。 

その他詳細については、埼玉県水防計画により行う。  
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第８節 交通対策計画 

 

災害のため交通施設に被害が発生した場合、又は被害の発生するおそれがある場合は、

交通施設の管理者又は交通機関に協力して当該施設を防御し、又は迅速な応急復旧を行い、

交通輸送の確保を図る。 

 

第１ 交通支障箇所等の情報収集【建設部】 

「道路・河川班」は、市の管理する道路、橋梁等の支障箇所又は交通の支障箇所に関す

る情報を収集する。 

また、国道、県道の状況についても、各管理者から同様の情報収集を行う。これらの情

報収集は、埼玉県及び警察があらかじめ指定したネットワーク路線及び緊急輸送路を優先

して行う。 

市内の指定状況は、次のとおりである。 

 

種 類 道 路 

第一次特定緊急輸送道路 
国道４号、国道 122 号、国道 125 号、東北縦貫自動車道、首都圏

中央連絡自動車道、主要地方道さいたま栗橋線 

第一次緊急輸送道路 主要地方道川越栗橋線 

第二次緊急輸送道路 

主要地方道春日部久喜線、主要地方道さいたま菖蒲線、一般県道

幸手久喜線、一般県道下早見菖蒲線、一般県道加須幸手線、一般

県道六万部久喜停車場線 

 

第２ 関係機関への通報【総務部、建設部】 

１ 道路、橋梁等の支障箇所に関する通報 

「道路・河川班」は、市内における道路及び橋梁等が災害を受けた場合、国・埼玉県等

の道路管理者に通報して応急対策を速やかに実施するよう求める。 

なお、市の管理する道路、橋梁等の支障箇所については、「広報・情報収集班」に伝達す

るとともに、埼玉県杉戸県土整備事務所、久喜警察署及び幸手警察署等関係機関に通報す

る。 

 

２ 国道、県道等の支障箇所に関する情報の収集 

「広報・情報収集班」は、本市周辺の緊急輸送道路の被災箇所について、各道路管理者、

警察署、周辺自治体等からの情報を集め、収集した情報を速やかに災害対策本部に伝達す

るとともに、関係機関に通報する。なお、他の部班が国道、県道等の支障箇所を発見した

場合についても、「広報・情報収集班」へ報告する。 
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第３ 交通対策に関する措置【建設部】 

１ 被災地内の交通対策 

① 道路管理者、埼玉県公安委員会、久喜警察署及び幸手警察署は、道路の破損等の理由に

より通行が危険な状況を発見したとき、もしくは危険が予想されるとき、又は避難路、緊

急交通路の確保の必要があるときなどは、第４の２に掲げる範囲において、それぞれの関

係機関と密接な連絡をとり、速やかに必要な対策を行う。 

 

② 実施責任者は災害対策基本法施行令第 32 条第１項の規定により、交通規制を行うとき

は、その対象となる区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識等を設置する。 

 

③ 道路管理者は、その管理する道路について、道路の破損等の理由により通行が危険であ

ると認められる場合は、その対象となる区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識等

により、当該道路の通行を禁止し、又は制限する。 

 

④ 道路管理者は、その管理する道路について通行を禁止し、又は制限しようとする場合に

は、あらかじめ当該区域を管轄する久喜警察署長又は幸手警察署長に、禁止又は制限の対

象、区間、期間、理由を通知する。あらかじめ通知することができなかったときは、事後

において速やかにこれらの事項を通知する。 

 

⑤ 道路管理者が交通対策を行った場合は、久喜警察署又は幸手警察署に連絡のうえ、規定

の標識を立てる。ただし、緊急のため規定の標識を設置することが困難又は不可能なとき

は、暫定的に通行を禁止又は制限したことを明示し、職員等をもって、現場において指導

する。この場合においては、適当な迂回路を設定し、必要な地点に図示する等によって、

一般交通にできる限り支障のないように努める。 

 

⑥ 交通対策を行ったときは、広報車両等を利用し、一般に周知徹底する。また、必要に応

じて、テレビ、ラジオ等のマスコミ、交通情報、インターネット等の利用も図る。 

 

２ 交通対策の実施責任者 

関係法令に基づく交通規制の実施責任者の範囲は、次の表のとおりである。 

 

実施責任者 範囲 根拠法 

道路管理者 
１ 道路の破損等の理由により通行が危険であると認められる
場合 

２ 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合 

道路法 
第 46 条第１項 

公安委員会 

１ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る
ため必要があると認める場合 

２ 災害応急対策に従事する者、又は災害応急対策に必要な物資
の緊急輸送、その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保
するため必要があると認められる場合 

道路交通法 
第４条第１項 
災害対策基本法 
第 76 条 

警察署長 
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため
必要があると認める場合 

道路交通法 
第５条第１項 

警察官 
道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の
危険を生ずるおそれがある場合 

道路交通法 
第６条第４項 
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３ 警察官、自衛官及び消防吏員の行う措置 

通行禁止区域等における緊急通行車両の通行の確保のため、警察官、自衛官及び消防吏

員は、次のとおり必要な措置を実施する。 

 

実施責任者 範囲 根拠法 

警察官 

１ 通行禁止区域等において、緊急車両の通行妨害となる車両、

その他物件を付近の道路外の場所へ移動すること等必要な措置

を命ずることができる。 

２ 措置命令に従わないとき、又は相手が現場にいないため措置

をとることを命ずることができないときは、自ら措置をとるこ

とができる。また、措置をとるため、やむを得ない限度におい

て、車両その他の物件を破損することができる。 

災害対策基本法 

第 76 条の３ 

自衛官 

消防吏員 

自衛隊用緊急車両又は消防用緊急通行車両の円滑な通行の確保の

ため、警察官がその場にいない場合に限り、それぞれ自衛官又は

消防吏員は通行の妨害となる車両その他物件について、上記措

置をとることができる。 

 

第４ 道路の応急復旧等【市民部、建設部】 

１ 緊急 啓
け い

開
か い

路線の選定 

災害発生後、流木等の障害物により交通障害が発生した場合、緊急車両の通行を確保す

るために、埼玉県公安委員会は次の基準により緊急道路 啓
け い

開
か い

路線を選定する。 

 

（１）緊急 啓
け い

開
か い

路線の選定基準 

 

 

（２）緊急 啓
け い

開
か い

路線の優先順位 

緊急 啓
け い

開
か い

作業を行うにあたっては、道路管理者、警察、自衛隊等の各関係機関がそれ

ぞれ連絡を密にし、有機的かつ迅速に実施するとともに、被害の状況に応じて救急・救援

活動等を考慮した優先順位を定め、効率的に実施する。 

 

２ 道路 啓
け い

開
か い

の実施 

「道路・河川班」「総括班」は、協力しながら効率的に、緊急啓
け い

開
か い

路線の道路啓
け い

開
か い

作業

を実施する（「第２編-第２章-第 11節 障害物除去計画」参照）。 

原則として２車線の車両通行が確保できるよう道路上の障害物等を除去し、緊急車両の走

行に支障のない程度に道路陥没、亀裂等の舗装破損箇所の応急復旧を行う。 

 

 市役所本庁舎・第二庁舎、各総合支所、教育委員会、消防署所、警察署、地

域防災拠点、病院等防災対策上重要な機関を結ぶ路線 

 緊急輸送路ネットワーク 

（「第１編-第２章-第５節-第２ 緊急輸送路ネットワークの整備」参照） 

 避難所等主要な防災拠点に接続する路線 

 その他上記ルートを補完する路線 
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３ 応急復旧業務にかかる建設業者等の運用 

道路管理者は、建設業界と連携・協力し、災害時に障害物の除去、応急復旧に必要な人

員、機材を確保する。 

 

 
  

《参考》 

◆道路啓
けい

開
かい

 

緊急車両等の通行のため、１車線でもとにかく

通れるように早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡

易な段差修正により救援ルートを開けることをい

う。 

大規模災害では、応急復旧を実施する前に救援

ルートを確保する道路啓開が必要である。 

※啓開：切りひらくこと。 
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第９節 災害救助保護計画 

 

風水害による被害を軽減するためには、近年の気象・水象予測精度の高度化を踏まえ、

事前に市民の避難誘導を行うなどの種々の措置を的確に行うことが重要である。特に、避

難準備・高齢者等避難開始の発令により、高齢者や障がい者等、避難行動に時間を要する

避難行動要支援者の迅速な避難や、風水害による被害のおそれが高い区域の居住者等の自

主的な避難を促進するなど、あらかじめ定めるマニュアル・計画に沿った避難支援を行う

ことが重要である。 

また、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測さ

れてから災害のおそれがなくなるまで、市民に対して分かりやすく適切に状況を伝達する

ことに努めるものとする。 

 

第１ 避難活動【市民部、福祉部、健康・子ども未来部、消防組合】 

１ 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は、避難指示（緊急） 

（１）実施責任者 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告又は、避難指示（緊急）は、災害が発生し又は

発生するおそれがある場合、市民に危険が切迫し、市民を緊急に避難させる必要が生じた

ときに、原則的に市長が実施するものである。 

なお、避難勧告等避難情報の実施者については、関係法規等に基づき次のように定めら

れている。 

 

■避難勧告等避難情報の実施責任者 

実施責任者 勧告等を行う要件等 根拠法令等 

市長 

（※埼玉県知事） 

市民等の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、勧告等

を行う。 

災害対策基本法 

第 60 条 

避難勧告等避難情

報に関するの判断･ 

伝達マニュアル 

作成ガイドライン 

警察官 

・市長が避難の指示ができないと認められ、しかも指示が

急を要するとき。 

・市長から要求があったとき。 

災害対策基本法 

第 61 条 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官においては、危険な事

態が生じ、かつ警察官がその場にいないとき。 

自衛隊法 

第 94 条の３ 

埼玉県知事、その 
命を受けた県職員、 
水防管理者 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき、

必要と認める区域の市民に対して避難の指示を実施。 
水防法第 29 条 

埼玉県知事、その命
を受けた県職員 

地すべりにより著しい危険が切迫していると認められると

き、必要と認める区域の市民に対して避難の指示を実施。 

地すべり等防止法 

第 25 条 

埼玉県（危機管理防
災部、県土整備

部）、熊谷地方気象
台、関東地方整備局 

・避難情報に関する市長への助言 
災害対策基本法 

第 61 条の２ 

注）※市がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合  


